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[開会（午前10時）] 

 

○大西会長 皆さん、おはようございます。これより日本学術会議第172回総会を開始い

たします。 

 通常、総会冒頭に科学技術政策担当大臣に御挨拶いただいております。今日はしかし、

国会が開催されているという関係で、鶴保大臣は今朝は御都合がつかず、明日の総会で御

挨拶いただくことになっています。御了解いただきたいと思います。 

 

[定足数確認等] 

 

○大西会長 それでは、これより議事を進めてまいります。 

 本日、現時点で、先ほどの報告で108名御出席、それより少し増えているかと思います

が、定足数は、今日の総会については、海外出張者を除くという規定がありますので、98

名が定足数、成立に必要な数で、超えております。 

 なお、本日は向井副会長はウィーンで開催されております世界宇宙飛行士会議に出席さ

れています。井野瀬副会長はＩＣＳＵ（国際科学会議）のＣＦＲＳ（科学研究における自

由と責任に関する委員会）、これはパリで開催されておりまして、お二人の副会長は欠席

をさせていただいています。御了解いただきたいと思います。 

 まず、前回の総会以降、事務局幹部に人事異動がありましたので、事務局長から紹介し

てもらいます。 

 

○駒形事務局長 前回の総会以降、６月15日付で事務局次長の千葉明が外務省（在ロサ

ンゼルス総領事）に異動し、後任として６月17日付で竹井嗣人、異動前は迎賓館次長でご

ざいますが、が着任いたしました。また、６月17日付で企画課長の吉住啓作が内閣府（政

策統括官（沖縄政策担当）付参事官）に異動し、同日付で後任として小林真一郎、前職は

国際平和協力本部事務局参事官でございます、が着任いたしました。 

 まず、新・事務局次長より一言御挨拶をさせていただきたいと思います。 

 

○竹井事務局次長 皆様、おはようございます。ただいま御紹介に預かりました事務局

次長の竹井でございます。前職は迎賓館で次長をしておりました。私は６月17日に着任し

て以来、既に３カ月を過ぎるわけでございますが、これまで外から見ていた学術会議に比

べまして、中に入って非常に驚いたのは、とてもたくさんの、想像以上の多くの会議体が

あり、それがそれぞれ非常に活発に活動されているということでございます。その学術会

議の活動を下支えする事務局の一員といたしまして、まことに微力ではございますが、精

一杯務めてまいる所存でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○駒形事務局長 続きまして、新・企画課長より一言御挨拶させていただきたいと思い

ます。 

 

○小林企画課長 企画課長に着任いたしました、小林真一郎と申します。長い歴史と伝

統を有する日本学術会議の事務局勤務ということで、身の引き締まる思いがしているとこ

ろでございます。事務局といたしまして、また、企画課長といたしまして、努力を重ねて

いきたいと思いますので、御指導、御鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○大西会長 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

 会員の中にも新しい会員の方がいらっしゃるんですが、それは後ほど御挨拶を頂きたい

と思います。 

 それでは、本日の配布資料について、事務局から説明してもらいます。 

 

○小林企画課長 事務局でございます。 

 お手元には配布資料といたしまして、資料１から７まで都合７点、それから参考配布と

いたしまして、３点の資料が配布されているかと思います。 

 まず配布資料の１は、今回、第172回の総会資料でございます。それから、資料２につ

きましては、年次報告の第一編の総論ということで、今回から印刷物の形で皆様のお手元

にお配りしております。それから、資料３でございますけれども、安全保障と学術に関す

る検討委員会の報告資料でございます。それから、資料４と５は、検討委員会の報告資料

ということで２件でありまして、まず資料の４はオープンサイエンスの取組に関する検討

委員会報告資料、それから、資料５は学術振興の観点から国立大学の教育研究と国による

支援のあり方を考える検討委員会報告資料となっております。それから、資料６でござい

ますが、次期改選にかかる説明資料、それから、資料７といたしまして、「学術の動向」

に関する報告資料でございます。 

 以上が配布資料１から７でございます。 

 そして、参考配布資料のまず１点目は、資料１に関連する机上配布資料ということで、

平成31年度開催の国際会議における共同主催の募集についてという資料でございます。 

 そして、２件目は、今回の総会中の部会・委員会の会場を一覧にしたものをお配りして

おります。そして、最後はカラー刷りで李遠哲先生の特別講演の資料ということで、お配

りしております。 

 以上でございますけれども、もし足りない資料などがございましたら、挙手いただけれ

ば、各所に配置されております担当者がすぐにお持ちするようにしておりますので、よろ

しくお願いいたします。そして、配布資料でございますけれども、あす午後の部が終わる

までの間は、卓上に置いておいていただいても、この会場は施錠いたしますので、構わな

いということでございます。 
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 そして、あした午後の部会が散会しました後は、席上にもし資料が残っておりますと、

事務局の方で処分させていただきますので、もし資料が御入用であるという場合には、お

持ち帰りいただければと存じます。なお、参考配布以外の資料一式につきましては、事前

にネット上の会員・連携会員用掲示板にも掲載しておりますので、そちらも御活用いただ

ければと存じます。 

 説明は以上でございます。 

 

○大西会長 資料についての説明でありましたけれども、資料はお手元にそろっている

でしょうか。 

 それでは、総会日程について簡単に説明いたします。 

 お手元資料１の表紙をめくっていただいた３ページ目、２枚目の表に「第172回総会日

程」があります。 

 まず会長、副会長からの活動報告を今日の午前中にまず行います。その後、年次報告書

の報告があります。昼の休憩後、午後は13時30分から再開です。午後の冒頭では、李遠哲

先生、前ＩＣＳＵ会長で、1986年のノーベル化学賞受賞者の先生ですが、から御講演を頂

くことになっています。 

 続いて、安全保障と学術に関する検討委員会からの審議経過報告を行って、総会はここ

で散会となります。 

 その後、15時から各部会、16時30分から幹事会を開催します。 

 なお、午前中の時間に少し余裕ができましたら、科学者からの助言ということについて、

少しテーマを絞って、意見交換ができればというふうに思っています。 

 あす以降の日程ですが、７日あす、10時から12時まで各部会が開催され、13時30分から

講堂で総会を再開します。 

 総会、午後の冒頭では、まず鶴保大臣から御挨拶を頂く予定です。その次にオープンサ

イエンスの取組に関する検討委員会からの審議経過報告と、といっても、これは提言が出

ていますのでその提言の報告と、学術振興の観点から国立大学の教育研究と国による支援

のあり方を考える検討委員会から、こちらは審議経過報告を、文字どおりになりますが、

行います。その後、各部からの活動報告を行った後、自由討議を約１時間程度行います。

自由討議を約１時間程度で終えて、非公開になりますが、次期改選に係る説明を行います。

引き続き学術の動向についての報告を頂くというのが概ねの流れであります。最終日、一

応、８日も総会の日程に入っておりますが、８日土曜日については、各種委員会が開催さ

れるということで、御所属の委員会が開催される場合には御出席いただければというふう

に思います。 

 総会期間中の各委員会等の会場については、電光掲示板でお知らせするのと同時に、会

議室の一覧を参考資料としても配布していますので、御参照いただくようお願いいたしま

す。 
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 総会日程については以上でありますが、何か御質問があったらお願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、まず資料１の６ページを御覧ください。前回総会以降に新規で任命された会

員の皆さんを御紹介させていただきます。５月15日に大倉典子先生、小澤徹先生、米田雅

子先生の３名が新しく会員として任命されました。任命者は内閣総理大臣ということであ

ります。皆さん、所属部は第三部となります。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ここで今日御出席の新会員から御挨拶を頂きたいと思いますので、その場で結構ですの

で、一言御挨拶を頂ければと思います。 

 大倉典子先生、お見えでしょうか。お願いします。 

 

○大倉典子会員 芝浦工業大学の大倉でございます。このたび第三部、総合工学の方の

会員ということで、皆様のお仲間に入れていただくことになりました。情報学の方もやっ

ておりまして、いろいろと皆様のような専門家的なことではないんですけれども、専門家

ではない立場から、いろいろな率直な意見を言うことで、何らかのお役に立てればと思っ

ております。よろしくお願いいたします。（拍手） 

 

○大西会長 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 小澤先生は今日は御欠席と伺っていますが、欠席ですね。 

 それでは、米田雅子先生、お見えでしょうか。お願いします。 

 

○米田雅子会員 ありがとうございます。米田雅子でございます。このたび会員に就任

させていただき、大変光栄なことと身の引き締まる思いでございます。土木工学・建築学

委員会に属しておりまして、東日本大震災以降、防災に関わる学協会連絡会を続けてまい

りました。この１月にはその後継組織として防災学術連携体が設立され、現在54学会の方

と共に、私は事務局長を務めさせていただいております。この学術会議におきましては、

科学者コミュニティのネットワークの強化というのをぜひ実現していきたいと思っており

ます。微力ではございますが、頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたしま

す。（拍手） 

 

○大西会長 よろしくお願い申し上げます。 

 続きまして、資料１の７ページ、次のページですが、日本学術会議関係者の叙勲・褒章

の受賞について紹介しています。 

 一番上に最新のニュースでありますけれども、10月３日に大隅良典先生、連携会員の先

生でいらっしゃいますが、ノーベル生理学・医学賞を受賞されたというビッグニュースが

報じられましたので、改めて御紹介させていただきます。 

 そのほか、この欄、７ページのところに受賞等がありますので、御参照いただきたいと
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思います。受賞された先生方については、心からお祝いを申し上げます。 

 続きまして、弔事であります。前回の総会以降にお亡くなりになられた方々が、現役の

連携会員、それから元会員で３名いらっしゃいます。資料１の７ページの一番下の段のと

ころからでありますが、梶雅範先生、連携会員でいらっしゃいました。28年７月18日に60

歳でお亡くなりになったということであります。それから、徳永宗雄先生、やはり連携会

員でいらっしゃいました。28年８月１日に71歳でお亡くなりになりました。山口嘉夫先生

は元会員でいらっしゃいます。８月12日、90歳でお亡くなりになったということでござい

ます。これら３名の先生方、長年学術会議にさまざまな貢献をしていただきました。感謝

の気持ちをあらわすとともに哀悼の意を表する意味で、黙祷を捧げたいと思いますので、

御参加いただければと思います。 

 １分間の黙祷をいたします。御起立ください。 

 梶先生、徳永先生、山口先生の御冥福を祈って、黙祷。 

 

（黙 祷） 

 

○大西会長 黙祷を終わります。 

 

[会長活動報告] 

 

○大西会長 それでは、これから会長、副会長の活動報告に入ります。 

 まず私から会長としての活動報告を行います。また、現在海外出張中の向井副会長から

の活動報告につきましても、会長報告の次に私の方からかわって紹介させていただきます。 

 お手元にスライドのコピーがあると思います。報告のスタイルは23期全体を通じて実現

するべきことという大きな目標なり方針を掲げて、かつ、半年ごとの目標を掲げて活動す

るという、そういう格好で、ＰＤＣＡが議論できるような格好にしております。 

 23期を通じて実現するべきことというのは、就任の時に掲げたものでありますが、大き

く３つあります。責任ある助言者としての日本学術会議、それから学術活動の発展方向、

新たな必要領域を積極的に示すという役割を果たす学術会議、さらに信頼される国際的な

パートナーとしての日本学術会議という大きく３つを掲げました。このもとにさまざまな

ことをやってきたというであります。具体的には、今期の半年間に絞って報告をさせてい

ただきます。この半年間について、何をするべきかということについて、去る４月の総会

で６つの課題を掲げました。一番は、いろいろなものが入っておりますが、重要課題に取

り組んでいくということであります。特に重要課題については、学術会議全体で議論して、

方向を決めていくということでありますので、課題別委員会を設置して取り組んできたも

のが多いということであります。 

 ２つ目が、先行的な課題発掘と提言活動ということで、社会的に重要になる前に先行的
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に課題を発掘して、提言活動を行っていくということも必要だということを課題として挙

げました。 

 ３つ目が国際活動であります。特にＧサイエンス、ＦＥ、ＳＣＡを含むさまざまな国際

活動に社会的に取り組んでいくということであります。 

 ４つ目が、会員選考がこれから本格化する中で、新たな分野とか、あるいは分野横断的

な領域、地区活動を支えるそうした会員、若手アカデミーを意識した、特に連携会員の選

考、こういうことを柱とした会員選考について議論を深めると。 

 ５番目が、評価への対応、前回、「日本学術会議の今後の展望」、それから、それを踏

まえた学術会議への期待を尾池先生に話していただきました。そうした学術会議への評価

を受けて、諸改革を進めていく必要がある。 

 それから最後が、計画的な財務管理、これについては前期、昨年度、非常に厳しい財政

問題に直面しましたので、今年度は計画的な財務管理を行っていこうということをこの４

月に掲げたということであります。 

 そのうちの重要課題への取組についてであります。大学改革及び研究資金の改革につい

て、これらは現在、審議中であります。科学・技術研究の曲がり角に来ているということ

で、国立大学の運営費交付金が減少している一方で、科学技術基本計画、これはこの４月

から５年間の新たな計画がスタートしたものでありますけれども、その中に政府の投資目

標が５年間で26兆円という相当規模の目標が掲げられています。しかし、今年度はその26

兆円を満たす１年分の予算が計上されたわけではないということでありますので、これを

どう実現していくかということも含めながら科学・技術研究、特に基礎的な研究にしっか

りした政府の投資が行われるようにしていくことが必要ということです。 

 それから、「学術振興の観点から国立大学の教育研究と国による支援のあり方を考える

検討委員会」と、それから「学術研究推進のための研究資金制度のあり方に関する検討委

員会」、これが今、まさに審議中であります。今総会でも、前者の方については審議経過

の報告が行われます。来年の９月までには両方からアウトプット、提言等が出されるとい

うことで、学術会議としてのこの分野の意見具申、あるいは提言ということになると思い

ます。 

 １つ目のポツについては、学術会議もこの政府の投資目標を実現するべきということで、

この４月、５月にしかるべきところに意見を申し上げる活動を他の方々と一緒に行ってき

たということであります。 

 ３つ目が、人文・社会科学のあり方の議論を含めて、将来の学術と公的支援のあり方に

ついて議論を進めるということで、これの第１部を中心に現在、議論が進められていると

いうことであります。人文・社会科学は昨年度、大きな議論になったわけであります。そ

れについては、急速に人文・社会科学のあり方について、国が政策変更するということで

はないということでありますが、しかし、同時に人文・社会科学がこれからの時代に、社

会にどう有効な役割を果たしていくのかということの提起を通じて、しっかりした人文・
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社会科学の研究体制、教育体制をつくっていくことが必要だということで、学術会議とし

ての提起をしていきたい。その準備をしてきたということであります。 

 それから、この半年間で新たに発足した委員会として、２つの委員会があります。「安

全保障と学術に関する検討委員会」、それから、「医学・医療領域におけるゲノム編集技

術のあり方検討委員会」であります。両方とも極めて社会性の高いテーマでありまして、

社会の注目度も高いものであります。前者については、今日の午後、この委員会の委員長

である杉田先生から審議経過の報告があり、それぞれの部会でも、一定の時間をとって審

議されるというふうに期待をしています。 

 次が「オープンイノベーションに資するオープンサイエンスのあり方に関する提言」、

これは既に出されたものであります。審議経過という形をとって、後で報告をしていただ

きますが、オープンイノベーション、あるいは特にオープンサイエンスということが世界

的に注目されています。オープンサイエンスは、大きく言えばオープンジャーナル、論文

を発表した場合のその論文へのアクセスが、世界の全ての研究者にとって自由にできると

いうオープンジャーナル、あるいはオープンアクセスと、それから最近では、もう一つオ

ープンデータ、そうした科学研究を行うために観測されて得られたデータ、あるいは論文

に使われたデータを公表していくという考え方も必要だということで、それらを含んだ概

念として、オープンサイエンスが使われることが多くなっています。そういう観点から、

１つの学術会議として提言を行ったわけでありますが、国際的にも議論が進んでいる、こ

ういう問題について、社会的に関わっていきたいということであります。このオープンサ

イエンス、特にオープンデータに関しては、今年９月に国際データ週間がアメリカのデン

バーで開催されて、国際的な議論が行われたところであります。 

 重要課題、取組の続きでありますが、防災減災について、４月に熊本地震が起こったわ

けでありますけれども、１月に発足していた防災学術連携体、ここが中心となって、さっ

き新会員の米田先生からの紹介もありましたけれども、熊本地震への取組ということで、

早速、防災学術連携体が動き出したということであります。共同記者会見、それから２度

の報告会を開催いたしました。８月末には、防災推進国民会議、これは政府が行っている

ものでありますが、そのかなり中心的な活動を学術会議の２つの委員会、国際関係の委員

会と、今の防災学術連携体と連携する委員会、この２つの委員会が担ったということであ

ります。 

 それから、「原子力利用の将来像に関する検討委員会」の中にある「原子力発電の将来

検討分科会」であります。これは原発事故以降、原子力発電の問題について、いろいろな

角度から検討してきました。その下に書いてありますが、高レベル放射性廃棄物の処分に

関する議論とか、あるいは再生可能エネルギーの供給促進に関する議論を学術会議として

積み上げてきたわけでありますが、それらをまとめることを踏まえながら、原子力発電そ

のものについてどう考えていくかということを今期中にまとめるべく議論を本格化してい

るということであります。 



9 

 

 さらに、「持続可能な地球社会の実現をめざして－フューチャー・アースの推進－」と

いう提言を出して、フューチャー・アースについても重要課題の一つとして取り組んでま

いりました。 

 国際的な活動については、後で花木先生から報告があるので、私の方では割愛いたしま

す。 

 会員選考であります。会員選考については、この暮れ、来年早々ぐらいから全ての会員

の皆様が関わる格好で本格化していくことになります。コ・オプテーションの定着のため

に、内外に視野を広げながら会員選考を進めていく必要があると。具体的には、女性会員

数を30％に今度の改選で行おうと。本当はこの目標の達成は、次の次の改選までに、2020

年の改選までに行えばいいというのが政府の目標でありますが、女性会員の数のアンバラ

ンスがありますので、次の改選、2017年の改選で、この30％を達成することを目標として

います。それから、地方、学際的領域、先端的領域、さまざまな分野の科学者の登用を積

極的に図っていく。連携会員については、その一部を若手アカデミーを担う人材に充てて

いくということを今、検討しているところであります。これらの会員選考が的確に実現で

きる会員選考の仕組みを考えていきたいというふうに考えて議論しているところでありま

す。 

 夏季部会は、去る８月に３つの夏季部会とも行われたわけであります。それぞれの夏季

部会で、例えば安全保障と学術の問題が共通に議論されたり、それぞれのテーマ、科学技

術の光と影、人文・社会科学問題、ゲノム編集等が公開講演会で取り上げられました。特

に第３部では、公開講演会で、80名から100名の高校生が参加して、非常に活発に学術会

議のメンバーと意見交換、あるいは講演者との間で意見交換が行われたということでござ

います。 

 厳しい話題が１つあります。日本学術会議の移転問題であります。非常に古い話ではあ

りますが、1988年に当時の竹下内閣が１省庁１機関の地方移転という閣議決定を行ってい

ます。この中に日本学術会議も移転対象機関として含まれています。横浜への移転が明記

されています。その後、移転時期の延期を繰り返して、今日に至っています。現在平成30

年度移転の予定で、新たな時期が設定されていて、延期を繰り返すことはできないという

ふうに言われています。したがって、２番目のポツのところが、もう繰り返せないという

状況であります。現在、幹事会の中に附置委員会として「移転検討委員会」を発足させて、

「移転に関わる種々の可能性」をめぐって議論をしているところであります。なかなか厳

しいテーマになりますが、閣議決定、非常に重い決定でありまして、学術会議がいわば国

の一機関であるということにも関連して、この問題に向き合っていかざるを得ないという

ことであります。 

 日本学術会議の財務問題について、昨年度、皆様にいろいろ御迷惑、あるいは御協力を

頂いたわけであります。具体的には、手当の暫定辞退、あるいはビデオ会議を導入するこ

とで旅費を節約するということをやったわけですが、結論的には会員手当については残額
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が出ました。委員手当については、暫定辞退を適用することになりました。つまり不足し

たということであります。 

 旅費が最も逼迫していたのですが、ご協力により、最終的には、１億3,400万の予算に

対して、1,000万以上の残余となりました。 

 ということで、今年度以降の課題としては、総予算はそう大きく変わりませんので、計

画的な執行管理を行って、精度を高めていく必要があるということで、初めて総会、夏季

部会、幹事会に、あるいは一般の委員会、それぞれに割り当てを行うということで、総会

とか夏季部会とか、幹事会というのに優先的に割り当てを行って、残りを分野別委員会、

各部の活動に各部均等に割り当てるというふうにしています。夏季部会も部の事業であり

ますので、これを含めて、いわば部に均等に金額を割り当てて、夏季部会で、少し遠隔地

でやって、旅費が必要な場合には、分野別委員会の方の開催に関わる経費にそれが響いて

くるということになって、今、そういう格好で、部ごと、それから四半期ごとに管理をす

るというふうにしています。管理そのものは執行部、あるいは幹事会のレベルで行ってお

ります。皆様に対しては、会議の開催計画について、時々といいますか、定期的に伺って

見通しを立てるということで、当面、御協力を頂いています。現段階で、半年終わったわ

けですが、去年ほどではないんですけれども、少し厳しい状態です。このままいくと、厳

しいので、どこかでブレーキをかける必要があるということでありますが、大きな余りが

生じない的確なブレーキのかけ方というのを考えていきたいということでございます。こ

の点については御協力いただきたいというふうに思います。 

 最後が次期の活動方針であります。次期、これから３月末まで、あるいは４月に開催さ

れる次の総会まででありますが、重要課題への取組を引き続き行って、提言等に至る議論

を詰めていきたいということであります。大学改革問題、研究資金問題、安全保障と学術

の問題、原子力発電の将来、放射性核種の安全管理問題、これは新しいテーマであります。

それから、防災・減災、こうしたテーマについて、どれも極めて重要なテーマで、学術会

議がある意味で世の中の議論をリードする格好で、注目されているテーマでもありますの

で、しっかりした学術会議らしい一定の結論というのを出していきたいというように考え

ているところです。 

 それから、これらを含めて、委員会、分科会の審議のまとめが必要だと。来年の９月が

今期の終わりでありますけれども、少し余裕を持って、それぞれの委員会、分科会で審議

のまとめをしていただいて、その後、査読を行って、最終的に幹事会で決定をして、公表

するというふうになりますので、十分な時間がそこにとれるように少し早目にまとめてい

ただきたいというふうにお願いをしています。 

 国際活動については、これからフューチャー・アース、それからＩＣＳＵ／ＩＳＳＣ、

これは後で御紹介があると思いますけれども、大きな組織であるＩＣＳＵと社会科学系の

国際組織であるＩＳＳＣの間に合併の話が進んでいます。これらについて、学術会議にも

コミットしていますので、これらを的確なスタンスで進めていきたい。ＡＡＳＳＡという
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のが、これはＩＡＰという別な国際組織の地域の枠組みであります。こうしたところにも

積極的に関わっていきたい。来年２月か３月、３月だったと思いますが、今度はＧサイエ

ンスの学術会議がイタリアで開催されます。サミットがイタリア開催ということで開催さ

れますので、そこにも参加していきたい。 

 会員選考がいよいよ具体的になりますので、皆さんの協力を得て、これを適切に進めて

いきたいということであります。さらに計画的な財務運営もこの半年が年度の後半という

ことになりますので、適切な経費の使用を行って、皆さんの努力が実るような格好で、有

効な経費の使い方をしていきたいというふうに考えています。 

 私からの報告は以上でございます。 

 続いて、向井副会長からの報告に移ります。向井先生は学術会議の組織運営及び科学者

間の連携に関することを担当されています。この分野の前回４月の総会以降の活動状況に

ついて、向井先生にかわって報告させていただきます。 

 まず大きな柱ですが、主な活動として、協力学術研究団体の新規加盟、それから、地域

科学者との意思の疎通、地域社会の学術の振興を図るための地区会議との連携、それから、

学術の大型研究計画検討分科会の進み具合、それから、男女共同参画分科会の進捗状況に

ついてであります。 

 まず協力学術研究団体でありますけれども、非常に数が増えてきているということであ

ります。新規指定申請、学術会議に指定を求める申請が、４月以降、６団体が新規に指定

されて、累計で2,015団体となったということであります。それから、一方で、協力学術

研究団体の実態調査を継続する予定にしています。これはＪＳＴ、それから日本学術協力

財団と連携して行っていくつもりです。学術会議と協力学術研究団体との一層の連携を図

ることが必要だということで、特にさっきの防災学術連携体、これは160の学会が参加し

ていただいている組織で、学術会議の方にもそれを受ける委員会ができて、連携が行われ

ています。そのほかにもそうした連携の例があります。理工系の中に多いというふうな感

じでありますが、そうした連携活動を促進していきたいというふうに思っています。 

 それから、協力学術研究団体の質の向上、これは実態調査等を踏まえてチェックをして

いくということになっています。そのために、制度の適正な運用を図るための基礎データ

の収集を行って、Ｗｅｂ版の学会名鑑で公開するということを行っています。 

 地区会議との連携、２番目です。国内各地域の科学者との意思の疎通を図るとともに、

地域社会の学術の振興に寄与するということで、全国７ブロックに分けて活動しています。

平成28年度には、今後、これから札幌、山形、岐阜、京都、岡山、那覇の６都市で、それ

ぞれ地区会議が中心となって、学術講演会や地域科学者との懇談会が開催される予定です。

今年度は、既に金沢、豊橋、宮崎で実施済みであります。地区会議ニュースを７回発行す

る予定です。 

 学術の大型研究計画検討分科会の関係です。学術の大型施設計画を大規模研究計画に関

するマスタープラン策定の方針が既に今年の１月に決定されています。この策定方針に基
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づいて、大型研究計画の公募が３月末締め切りで行われました。それをもとに21の小分科

会が設置されて、精力的に審査が行われ、第23期内にマスタープラン2017を策定する予定

で進んでいます。 

 最後が男女共同参画分科会の関係であります。科学に関する男女共同参画の推進に関す

ることについて議論を行ってきています。既に昨年、第４期男女共同参画基本計画の閣議

決定を見据えて、提言の発出及び学術フォーラムを開催したところです。 

 今後、大型のイベントとしては、来年５月下旬に日本で初めて開催されるジェンダーサ

ミット10に向けて、ジェンダー関係の分科会と共に、このジェンダーサミット10分科会を

設けて連携して、この会議を成功させたいというふうに進めているところであります。 

 あと科学者委員会の今後の予定として、科学者委員会、各種分科会があるのですが、今、

申し上げたように、活発に活動しているものと、ちょっと長い間に位置づけが少し曖昧に

なっている分科会もありますので、このあたり科学者委員会のあり方について整理をした

いということであります。 

 それから、協力学術研究団体の指定のあり方、質の向上についても議論を深めたいとい

うことであります。その他、科学者委員会として定められた種々の職務を実施していくと

いうことでございます。 

 以上が向井副会長からのレポートで、かわって紹介をさせていただきました。 

 私からの報告は以上であります。 

 

[各副会長活動報告] 

 

○大西会長 次に井野瀬副会長からの報告があります。井野瀬副会長も海外出張ですが、

こちらはビデオレター、会長に任せられないということで、ビデオレターによる活動状況

の報告がありますので、よろしくお願いいたします。 

 

○井野瀬副会長 皆様、こんにちは。副会長を務めております井野瀬でございます。 

 私は総会２日間とも、昨年同様、パリで開かれる「科学者の自由と責任に関する委員

会」、こちらの方に出席しておりまして、総会の方は欠席となってしまいます。２年続け

て大変申し訳ございません。 

 今回は、あらかじめこうしてビデオレターを撮り、報告準備をいたしました。しばしお

付き合いください。 

 それでは、お手元の資料を御覧ください。私が担当しております政府・社会・国民との

関係について、平成28年４月から９月までの活動状況をお話しさせていただきます。 

基本方針はそこに書いてございますように、「日本学術会議の今後の展望について」

を踏まえた対応を視野に、日本学術会議が「我が国の科学者の内外に対する代表機関とし

て、行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させる」ために、従来の活動を継承する
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とともに、政府・社会・国民との連携を一層強化する、ということでございます。 

 具体的な活動ですが、一部組織改編を含んでおります。科学と社会委員会の構成は、科

学の知の普及のためのアウトリーチ活動、年次報告書作成――皆様のお手元に、今回、こ

のように美しい報告書ができ上がっております――この年次報告書作成関連が2つ目です。

そして一番重要な仕事になりますのが、提言等の意思の表出関連です。さらには、来年の

５月に予定されております、Gender Summit 10、この準備を現在、ＪＳＴとの協力で進め

ており、その関連の分科会です。大きく分けてこの４つになると思われます。 

 そのうち一番重要になってくるのが、先ほども申した通り、提言等の意思の表出になる

のですが、それに関連して、目下預かっております委員会の詳細は、お手元の資料を御覧

ください。幹事会附置委員会、並びに課題別委員会が現在15ございます。前期から今期に

かけて少し整理いたしまして、リストにある形となっております。 

 15の委員会につきましては、スライド２枚で紹介いたします。これらの委員会と関連し

ていらっしゃっている先生方に心より感謝申し上げます。すぐ後に御報告申し上げますけ

れども、今年６月24日には、初めての試みとして、課題別委員会全体の交流会を企画、実

施いたしました。後ほど報告させていただきます。 

 その前に、まずは平成28年４月から９月の間に発出しました提言を、２つ紹介しておき

ます。１つ目は「フューチャー・アースの推進に関する委員会」が出された「持続可能な

地球社会の実現をめざして－フューチャー・アースの推進－」という提言で、平成28年４

月５日に、もう一つは、「オープンイノベーションに資するオープンサイエンスのあり方

に対する提言」、これは「オープンサイエンスの取組に関する検討委員会」が７月６日に

出されたものです。年次報告書の２ページから３ページにかけて、その特徴など、気がつ

いたことをまとめております。あわせて御覧くださればと思います。 

 それでは、先ほど申しました、今年６月24日に行われました課題別委員会の間での情報

交流の話を少しさせていただきます。年次報告書の21ページから22ページをあわせて見て

いただければ幸いです。 

 課題別委員会は従来、個々別々にそれぞれ活動してきました。課題別委員会は、ご存じ

のように、第一部から第三部までのメンバーで構成されておりますし、課題別委員会の中

には、タイトルから見ても関連があると思われるものも幾つかございます。これらの間で

情報交換がなされていなかったことが不思議なくらいです。そこで、今年６月24日、情報

交換、意見交換のために、関係する皆さんに集まっていただき、議論をいたしました。そ

のなかで、私自身がつかんだこともございます。皆様にも共有していただきたいと思い、

一部御紹介させていただきます。 

 課題別委員会の間でどのような交流が可能なのかという可能性の問題もありますが、ス

ライドにありますように、関連する１つ目のグループは４つ。大学における研究・教育の

あり方、その支援の仕組み、それについて、どのような協力が可能なのか、連携が可能な

のかというあたりを中心に議論が進み、私自身わくわくする意見交換をいたしました。



14 

 

「学術振興の観点から国立大学の研究教育と国による支援のあり方を考える委員会」と

「学術研究推進のための研究資金制度のあり方に関する検討委員会」、この２つの課題別

委員会と、第一部に附置されている「人文・社会科学の役割とその振興に関する分科会」、

そしてもう一つ、第二部に附置されている「生命科学における公的研究資金のあり方検討

分科会」、以上の４つで、提言等々を出す時に連携ができるのではないかといった話し合

いがなされました。間もなくそれぞれの議論がまとまってくる時に連携がどのような形に

なるか、私自身もサポートを試みようと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

 続いて、国内・国際という枠組みでの連携をさらに感じさせたのが「防災減災・災害復

興に関する学術連携委員会」と「科学技術を生かした防災・減災政策の国際的展開に関す

る検討委員会」、この２つでございます。年次報告書にも書かせていただきましたように、

今年４月に起こりました熊本地震に際しても、迅速に科学者としての見解をプレスリリー

スし、シンポジウムを開催し、その枠組みとして動いていく、その中心に学術会議がある、

という形が示されてきました。関係の先生方、本当にありがとうございます。 

 もう一つパターンとして見つけましたのが、学術会議の外への活動に展開される、そう

いう課題別委員会があるということです。その一つが「科学研究における健全性の向上に

関する検討委員会」でありまして、今年は何か提言を出すというよりは、この検討委員会

を母体として、文部科学省と一般財団法人という２つの活動が立ちあがったことを情報交

換させていただきました。そのほかにも、課題別委員会の間で交流するとプラスアルファ

の効果が出る、というようなことをこれからも発見しながら、皆様にお伝えしていければ

と考えています。幹事会だよりなどを楽しみにしていてください。 

 さらに総会報告、あるいは総会の資料として出しているものについて、３つほど特筆す

べきことを挙げておきます。１つは幹事会声明、昨年の「6.8文部科学大臣通知」への対

応でもあった「人文・社会科学系のあり方に関する声明への賛同・支援への謝意と大学改

革のための国民的合意形成に向けての提案」で、年次報告書の17ページ、18ページに書か

せていただいておりますので、どうぞお読みください。 

 二つ目は、現在非常に注目を集めている学術と安全保障、軍事研究との関係で、「安全

保障と学術に関する検討委員会」が立ち上がりました。総会報告初日に、そして自由討論

でも、活発な意見が交わされると思います。この委員会につきましては、年次報告書の19

ページを御覧ください。 

 もう一つは、先ほども課題別委員会の情報交流で話題となりました「学術振興の観点か

ら国立大学の研究教育と国による支援のあり方を考える検討委員会」で、この審議経過に

ついては、総会２日目に報告予定でございます。 

 第23期も２年目、そしてその後半である４月から９月の間に、学術会議として少し尖っ

た活動が出てきた実感があります。その活動が形をとるのが意思の発出、提言等々なので

すが、それと関わる動きがあります。一つは、これまでは通常、分科会で議論されたこと

は親委員会の承認を必要としていましたが、時間的なことを考え、なるべくタイムリーに
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提言や報告を出せるように、委員会の承認を分科会の承認で代替できる、つまり分科会に

その承認が委任できるように規定を改正しました。少し時間を節約できるのではないかと

思っております。これからの１年間、提言や報告が多く発出されることを考えますと、こ

の簡略化をプラスに生かしていただければと願う次第です。 

 もう一つは、学術会議のグローバルな発出ということも考えての改正です。意思の表出

にはいろいろな段階がございますが、従来は同じ英訳が違う日本語に当てられていること

もございました。それを整理したのが、皆さんのお手元にある表でございます。今後英語

で出される場合には、こちらを御参照ください。 

 最後に、このパワーポイントを続けて御覧いただけると幸いでございます。皆様に１つ

だけお願いをさせていただきます。年次報告書の３ページに書かせていただきましたが、

提言を出す、そして最終的にそれを査読する立場として、常々思いをめぐらせていたのが、

提言を出すタイミングの問題です。学術会議の提言等意思の表出をより意味あるものにす

るにはどうすればいいか、副会長になってずっと考えてまいりました。特に課題別委員会

からの提言は、学術会議の特徴ともいえる第一部から第三部まで、学術のさまざまな分野

にわたる横断的、俯瞰（ふかん）的な視点が発揮されるとともに、政策への反映も重要で

す。それを考えれば、今何を我々が議論しているのか、なぜこのタイミングでこの提言

（ないし報告、あるいは記録）を出すのか、あるいは声明になるかもしれませんが、そう

考えますと、少しだけ先を読んでいただき、学術会議の意見、学術会議の考えが少しでも

さまざまな場で参照されるものになればと願う次第でございます。 

 お願いばかりで恐縮ではございますが、以上、この４月から９月にかけての、私が担当

いたします社会・国民・政府と関係する活動報告とさせていただきます。御清聴どうもあ

りがとうございました。またお目にかかるのを楽しみにしています。失礼いたします。 

 

○大西会長 井野瀬先生、どうもありがとうございました。といっても聞こえないかも

しれませんが、以上で井野瀬副会長からの報告を終わって、会長、副会長の報告に対する

御質問等は、４本終わってから時間をとりたいと思いますので、続いて、国際担当の花木

副会長から報告してもらいます。 

 

○花木副会長 おはようございます。花木です。井野瀬先生みたいに表情豊かに語れれ

ばいいんですが、なかなか慣れていないもので、ちょっと地味な形で進めたいと思います。 

 この国際活動報告について、特に９月、先月、いろいろな行事がありました関係で、お

手元の資料よりもアップデートしたものを投影させていただきたいと思いますので、この

画面の方を御覧いただきたいと思います。 

 そもそもこの第23期の活動方針として、これまで皆さんに御説明してきたものを改めて

この最後、１年になってまいりましたので、御説明をしたいと思っております。もちろん

皆さん、それぞれの立場で学術交流を国際的にやっておられる。それはもちろん十分存じ



16 

 

上げておりまして、そういった個別の分野の学術交流を基盤としながらも、特に日本学術

会議としては、分野横断的な国際活動を展開していこうと考えております。これが日本学

術会議の持っている優位性と考えております。実は私もいろいろな国のアカデミーと交流

を通じて、日本学術会議がこの一部、二部、三部を備えているということの強みというの

をしばしば感じます。そのアカデミーということで、例えばアメリカなど、全米科学アカ

デミーというのが出てきますが、あそこはここの日本学術会議でいう第一部に相当する分

野がありません。そうすると、やはり別のアカデミーがそこに出てこなければいけない、

あるいは医学のアカデミーも別にあるというようなことがありまして、日本学術会議はそ

れがそろっているというところの強みを生かしていきたいということでございます。 

 もちろん交流だけではなくて、世界全体としての課題、さまざまな課題がございますが、

その課題に向けて、国際学術団体と共同して、それを解決していく。具体的には、そこに

貢献する、あるいはフューチャー・アースなどのプロジェクトを通じて、そこに貢献して

いこうということでございます。 

 もちろん世界全体を対象にするわけですが、それぞれの地域での活動というのも非常に

重要だということで、特にアジア地域におけるリーダーシップを発揮していこうというこ

とを考えておりまして、従来からアジア学術会議を中心として進めてきたところでござい

ます。さまざまな国際活動の全体像をここにお示ししておりますが、反時計回りに少し御

説明したいと思います。一番上に書いてあります、国際学術団体への加盟・貢献と、ここ

に名前が出ている団体は、日本学術会議として執行部にメンバーをお送りしている、その

団体だけ書かせていただいておりますが、ＩＣＳＵ、それから、IAP for ResearchとIAP 

for Science、このややこしい名前については、また後で御説明します。 

 それから、それ以外に分野別・地域国際学術団体、そういったものに日本学術会議とし

ては直接関わり、あるいは代表派遣の形でそれぞれの分野のこういう団体に皆さんに行っ

ていただくということを支援させていただいております。 

 左側、９時の方向を見ますと、交流として、幾つかのアカデミーとＧサイエンス、何度

か先ほどの会長の御説明でありましたが、幾つかのアカデミーとの交流をＧサイエンスと

いう形、あるいは個別のアカデミー間の学術交流ということで進めております。 

 下の６時の方角ですけれども、国際学術会議・シンポジウムを開催する。共同主催の開

催、あるいはそれ以外のシンポジウムを開催、講演するということをやっております。 

 右側には、事務局機能ということが書いてございます。アカデミックな活動の中でも、

やはりその専門家がただ議論するだけでは前に進まないということで、事務局もまた重要

であります。その事務局機能として、特にフューチャー・アースの恒久国際事務局、恒久

というのは一時期暫定事務局があったので、こういう言い方をしておりますが、その一翼

を担っているということと、アジア学術会議の運営開催に日本学術会議は続けて貢献して

いる、こういった役割も非常に重要だと考えております。 

 さて、それでは個別の事柄について御説明させていただきたいと思います。最初に国際
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学術団体等への貢献ということで、ＩＣＳＵ、国際科学会議への参画について説明させて

いただきます。本日の午後、元ＩＣＳＵ会長の李先生においでいただくわけでございます

が、このＩＣＳＵについては、それぞれいろいろな方々がその科学プログラム、あるいは

専門分野で関わっておられるかと思いますが、直接的に、ここに３つ掲げておりますが、

科学プログラムへの参加ということで、Future Earthでは安成先生、Disaster Risk 

Reductionでは林先生、Urban Health and Wellbeingでは私、こういったメンバーが科学

者のグループとしてプログラムをどう進めるかというところに関わっております。 

 ＩＣＳＵは非常に大きい組織であります。その運営に参加するということで、何人かの

方に活躍いただいております。これは日本学術会議が推薦して選ばれたと、そういうこと

でございます。理事として、巽先生に今、加わっていただいております。そして、前副会

長の春日文子先生に科学計画評価委員会委員、これはＩＣＳＵの中のさまざまな活動をこ

こで審議する、非常に重要な委員会であります。そして、先ほどの井野瀬先生が加わって

いるのが、科学研究における自由と責任に関する委員会でございます。これは科学研究の

自由ということについては、幾つかの国では、科学者が自由に研究できない、あるいは身

分が保障されないのではないかと、そういう懸念がある、そういう国々がある、それから

また、科学者の責任ということで言うと、日本でも問題である研究不正の問題、そういっ

た非常に重要な問題がございます。この本日の総会は日本学術会議としては非常に重要な

行事であるということは存じ上げているのですけれども、井野瀬先生には、ぜひこういっ

た場に行っていただいて、日本での状況、あるいは世界での状況に関して意見交換してい

ただきたいということで、本日パリへ出張いただいているということでございます。 

 それから、アジア地域につきましては、アジア太平洋の地域の委員会というのがござい

まして、山形先生にお加わりいただいていることでございます。 

 先ほど大西会長から少し御紹介がありました、合併していくという、そういう動きにつ

いて御説明いたしたいと思います。ＩＣＳＵと、それからＩＳＳＣ（国際社会科学評議

会）の統合に向けて、その両者が少なくとも理事会レベルでは大筋合意をして、今、具体

化しているということでございます。実は日本学術会議が、このＩＳＳＣに加盟したのは

比較的最近で、22期、前期の終わりぐらいですから、まだ３年ぐらいしかたっていないと

いうことでございます。 

 この両者については、マージするんだということを公に、コミュニケとして今年の初め

だったでしょうか、出しておりまして、さらに続けまして、今年の10月、今月にＩＳＳＣ

の総会がもともと開かれる予定ですが、その場でＩＣＳＵの方の臨時総会も開くというこ

とで、オスロに私も行ってまいります。それから１年後は、今度は逆の形で、もともとＩ

ＣＳＵの総会が今日お越しになる李先生の本拠地である台湾で、台北で開かれるというこ

とが予定されているわけですけれども、そこに今度はＩＳＳＣが臨時総会を開いて、ここ

で最終的に合併を決定するという段取りになっております。そして、新しい組織を2018年

の秋に立ち上げ、設立総会を開こうと、こういった全体のタイムラインで現在、それぞれ
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の団体で協議が行われていると、そんな状況でございます。 

 もう一つ、先ほど名前がごちゃごちゃややこしいと申し上げたＩＡＰなんですけれども、

ＩＡＰにつきましては、従来はＩＡＰ、ＩＡＣ、ＩＡＭＰと、Ｍというのはメディカルの

Ｍですが、というのがございました。その中で、特に執行委員会理事として関わってきた

のが、IAP for Science、これは従来はＩＡＰと呼んでいたものが、今はIAP for Science、

そして、IAP for Research、これは従来ＩＡＣと言っていたものですが、そこに関わって

きた。そしてＩＭＰについても、さまざまな形でいろいろ会員の先生、連携会員の先生に

御協力いただいてきたところでございます。このIAP for Scienceの執行委員会が、約10

日前に北京で開かれまして、会長にこれは行っていただきました。 

 組織統合をしようということで、これは既にもう進んでおりまして、2016年、今年の３

月に新しいＩＡＰができた。それはInterAcademy Partnershipという名前なのですが、こ

の組織の場合には、３つをマージして、がらがらっと変えるのではなくて、従来の形を生

かしつつ、名前は変えて、ＩＡＰグループと、いわば持ち株会社的なことで捉えていただ

ければわかるのですが、そういったアンブレラ組織をつくろうということで、今、より統

合的な活動を進めているということでございます。 

 では、そもそもこういった統合がどういう意味を持つか、どういう動きかということを

もう少し補足したいと思っております。今、申し上げたとおり、ＩＣＳＵとＩＳＳＣは

2018年に統合する。ＩＡＰはもう既に発足している。それから、もう一つ大きい組織とし

て、ＴＷＡＳというのがございます。これはThe World Academy of Sciencesという、最

初の４語の略がＴＷＡＳなんですが、実はポイントはその２行目にありまして、

developing countriesと書いていますね。開発途上国のための組織です。これはアカデミ

ーがメンバーではなくて、個人の方がメンバーで、日本学術会議の黒田玲子先生を始めと

して、何人かの方が名誉会員として入っておられますが、これも開発途上国としては大き

い組織です。このＩＣＳＵ、ＩＳＳＣ、ＩＡＰ、ＴＷＡＳが一緒になって、４つの団体が

Science Internationalという会議を開くということを2015年12月に行いました。これは

組織的に統合するにはなかなか難しいこともあるわけですけれども、共同で事に当たるこ

とが重要だということで、こういった連続シリーズの共同会議を開こうということで、現

在、さらに次の企画が進められております。第１回はOpen Data in a Big Data World と、

まさにオープンサイエンス、オープンデータの問題について語られ、これが日本学術会議

の提言を出される際にも、これを参照いただいたと伺っております。 

 こういった組織統合で期待される効果としては、一層分野横断的な学術の議論が可能に

なるということ。いろいろな国によって違う、分野によって違う、それを統合していこう

ということ。それから、より強力なユニークボイス、１つの声として社会に働きかける、

これはみんなそれぞれの違う国際的な団体がばらばらに言うよりは、１つの声として言う

方が効果的だろうということです。そういうこともあって、日本学術会議としても、こう

やって統合していくという動きには、従前から賛成してきたところでございます。 



19 

 

 こういった国際的な組織とは別に、会議としてシリーズで行ってきているものが幾つか

ございます。そのうちの一つとしてここで取り上げたいのが、世界科学フォーラム

（World Science Forum）です。これはハンガリーの科学アカデミーが従前から力を入れ

てきているものでございます。昨年11月にはブダペストで開催しまして、その中で日本学

術会議は防災セッションを企画いたしました。今度は2017年の11月７日から11日にヨルダ

ンで開催する予定になっておりまして、そこでの会議のテーマがScience for Peaceとい

う、そういうテーマです。ここでいうPeaceというのは戦争ではないという意味よりもっ

と広い、我々の暮らし、生活の質、そういうものを含めたPeaceということで、今、考え

られております。つい先週、そのステアリング会合が開かれまして、ベルギーでその会議

に参加してまいりました。 

 このWorld Science Forumなどの議論を見ていると、サイエンス・アドバイス、先ほど

会長が後で時間があれば皆さんと議論したいというふうに話がありました、サイエンス・

アドバイスというのが、いろいろな国際会議の場でいつも議論になっております。この

World Science Forumについても、2015年の11月の時に出した提言で、こういったサイエ

ンス・アドバイスを強化していくということがございました。それを受ける形で、もう一

つ、ＩＮＧＳＡという組織がありまして、 International Network for Government 

Science Adviceと、そういう組織がありまして、ついこれも先週ございまして、総合科学

技術・イノベーション会議の原山先生、あるいは文部科学省関連の方、ＪＳＴ関連の方、

そういった方が、その会議に参加しておられました。そこに私も参ったわけでございます

が、こういったＩＮＧＳＡとの連携も強めていく。これは科学としての、科学者同士の議

論に加えて、外にどうやってアウトリーチしていくということが、科学者としても重要だ

ということのあらわれだと思っております。 

 ちょっと脇道にそれますが、日本では総合科学技術・イノベーション会議、ＣＳＴＩ自

身がある種、そういったアドバイスをする役割を担っています。日本学術会議が出す提言、

あるいは報告、それもアドバイスする役割になっている。そういった団体として行うもの

とは別に、個人としてアドバイザーを設けるということが、今、外務省で行われていまし

て、外務省の科学技術顧問に日本学術会議の元副会長の岸輝雄先生がなっておられます。

岸先生は、実は明日、総会終了直後に同友会の懇親会がありますが、懇親会というとパー

ティだけかというと、今度はそうではなくて、その懇親会の冒頭に、この場でプレゼンテ

ーションをしていただくことになっていると伺っております。それは科学技術外交のあり

方というテーマですが、そういったいろいろな形のサイエンス・アドバイスがあると思う

んですね。そういったものが大きいテーマとして、世界的にも取り上げられてございます。 

 アジアに目を転じると、アジア学術会議を私どもはずっと推進してきたわけですが、も

うひとつＡＡＳＳＡという組織があります。これはＩＡＰのアジア地域のメンバーで、学

術会議がＡＡＳＳＡに加盟したのも約２年ちょっと前です。その時に相原先生に最初の総

会に行っていただきました。このＡＡＳＳＡにつきましては、アジア地域でのワークショ
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ップというのを年に数回開いておりまして、今年の９月には会員の方に行っていただきま

した。フィリピンでございました。第３回の総会は今月トルコでございます。トルコもこ

のアジアにこの定義では入っている。イスラエルぐらいまで入っているという、この地域

割でございます。このＡＡＳＳＡの地域ワークショップを日本で開催するということを現

在計画しております。来年の３月でございます。こういったさまざまな学術団体、今、分

野横断的なものだけ書きましたけれども、もちろんそれぞれの分野における交流も共同主

催、代表派遣の形で皆さんに進めていただいているところでございます。 

 そういったそれぞれの分野別ということで、ここに、字が小さくて、御覧いただけなく

てもよろしいのですけれども、現在、日本学術会議が加入している国際学術団体、これぐ

らいの数がございます。これにつきまして、毎期、それが適切かどうかを見直すという作

業を国際対応戦略立案分科会で行っております。今期についても行いました。これはそれ

ぞれ対応する国内委員会に活動報告を出していただきまして、それに基づいて評価をする

ということでございます。それぞれの委員会が出していただく活動報告は、公にするもの

でございます。これは国のお金を使って、こういった団体に加盟しているので、説明責任

があるということで、それも含めて、ぜひ重要だということをちゃんとアピールしてくれ

ということで、皆さんに書いていただきまして、そういった活動報告に基づいて評価した

結果、全て適切であると言う結果でした。幾つか、こうすれば更にいいだろうというコメ

ントを差し上げた団体もございますけれども、全て適切だということで継続をするという

方針で臨んでおります。 

 さて、ここまでが国際的な学術団体への関わりでございます。この後は少し個別のアカ

デミーとの交流についてお話をしたいと思っております。Ｇサイエンス学術会議、これは

もう終わったものをここにまず書いておりますが、2016年につきましては、それを主催し

ました。日本学術会議が主体となって、脳科学、災害レジリエンス、未来の科学者という

テーマでまとめまして、ちょうど前回の総会が終わった次の週だったと思いますけれども、

安倍総理に声明を手交するということを行いました。その後、Ｇ７の茨城・つくば科学技

術大臣会合というのがございまして、そこで、つくばコミュニケの中で、日本学術会議も

含まれているＧサイエンスについても言及され、テーマとしても取り上げられていたとい

う、そういう経緯がございます。 

 さて、次のＧサイエンスはリンチェイ、リンチェイというのはイタリアの科学アカデミ

ーで、これも非常に長い歴史を持つ団体でございますけれども、ここが主催をするという

ことであります。今、テーマの提案がされつつある段階ですが、そのうちの一つと関連し

て、芸術都市と防災に関する国際会議というのを、イタリア、リンチェイが開いた。いか

にもイタリアならではのテーマですね。日本としても京都の防災の問題、あるいはさまざ

まな地に残る芸術的な、あるいは歴史的な建造物の問題、そういったものが非常にたくさ

んある、日本にとっても重要なテーマでございますが、そこに１人の方に、専門家に行っ

ていただくということを今月予定しておりまして、３月末にはローマにて、ほかのテーマ
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も含めて議論がされる予定になっております。 

 それに加えて、もう一つ出てきたのが、Ｇ20なんですが、Ｇ20のサミットが、2017年に

ドイツで開かれるます。それについても、Ｇサイエンスと同じように共同声明を作成しよ

うということで、ドイツのアカデミー、レオポルディーナが計画をしています。これはサ

イエンス20ということで、ドイツの政府がやるということを決められたようです。そうす

ると、Ｇ７の会合に加えて、Ｇ20の会合についても、こういったアカデミーが意見を言う

ようなことも今後出てくるかと思います。2016年は中国でＧ20が開かれたので、ちょっと

やりにくかったかもしれないですね。これは日本なら、日本がやっていたかもしれません。 

 あと幾つかのアカデミーとの交流がございます。１つはイスラエル科学・人文アカデミ

ーとの学術交流というのを進めてきておりまして、第２回の日本－イスラエル・ワークシ

ョップについては、サンゴ礁をテーマとします。これはもともとのキーパーソンの方がサ

ンゴ礁の御専門だったということがあるわけですが、生物多様性について議論するという

ことで、これは議論するなら沖縄でやるべきだろうということで、今年の11月30日、12月

１日に沖縄科学技術大学院大学（ＯＩＳＴ）の御協力を得て、また、日本サンゴ礁学会、

これは日本学術会議の協力学術研究団体でありますが、そこと共同でセッションを開くと

いうことを予定しております。 

 もう一つ、韓国ともさまざまな交流がございます。韓国科学技術アカデミー、ＫＡＳＴ

と言っておりますが、そことの学術交流として、11月に先方が主催するInter-Academy 

Seoul Science Forumというのに、私、行ってくる予定にしております。 

 こういった個別のアカデミーとの交流の中で、やや華やかなのをここに紹介させていた

だきたいと思います。フランス科学アカデミーの350周年記念ということでございます。

350周年ですから、はるか昔、日本だと江戸時代の最初のころにできたということです。

今回は、単に式典をやるということではなくて、今日的な話題を議論するという、ワール

ド・サイエンス・デイとして、前半部分が式典、後半部分がシンポジウムということで行

われました。この式典部分の写真を出しておりますが、こういったアカデミーの特別の服

というのを、フランス科学アカデミーの人は皆さん着用しておられて、大統領も来られ、

挨拶され、一番右に書いてあるのは、かつてこういうところ、今でも使っていると思いま

すが、フランス科学アカデミーが持っている建物であります。だけれども、こういうとこ

ろで日常的に議論するのは余り便利ではないので、別のところでそういう会議用の場所も

あるというふうに伺っております。 

 さて、アジアですが、アジア学術会議の運営、開催というのは非常に重要な日本学術会

議の活動でございます。第三部の吉野博先生に事務局長になっていただきまして、また、

ＳＣＡ等分科会がこれを担当しております。このアジア学術会議の分科会の中で、先ほど

申し上げたＡＡＳＳＡ、これは我々がまだ主体ではないのですけれども、一緒に統合的に

運用していくことが有機的な活動を含める意味でいいだろうということで、統合的にこの

分科会で議論いただいております。 
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 このアジア学術会議につきましては、今年の５月から６月にかけて、コロンボで第16回

の 大 会 を 開 催 い た し ま し た 。 テ ー マ は Science for the People ： Mobilizing New 

Technologies for the Sustainable Development in Asiaと題しまして、これは開発途上

国もかなりアジアには含まれますので、そういった国々で、どうやって技術をそこに応用

していって、それが人々のためになるかと、そういうテーマで開きました。20カ国、ある

いは地域から約150人の参加を頂きまして、宣言を採択いたしたところでございます。 

 このアジア学術会議は、毎年開いておりまして、第17回の来年の大会は６月14から16日

にフィリピンで開催する予定になっております。テーマとしてはScience Technology and 

Innovation for Inclusive Developmentで、Inclusive Developmentという言葉の中には、

国による違い、あるいは貧富の違い、年齢による違い、ジェンダーの違い、そういうもの

が全て入っているわけですけれども、そういった包摂的な開発をするために、科学技術あ

るいはイノベーションがどういうふうに役に立つのかということを議論しようということ

であります。 

 全体としてはそういうテーマなんですけれども、実際のさまざまな発表は個別のテーマ

でもちろん構わないということで、ぜひ皆さんに、あるいは皆さん御自身はなかなか難し

いとしても、若い人、あるいは学生さんに参加を頂ければと願っているところでございま

す。間もなく論文募集を開始するということで、右側にあるのが、ファーストサーキュラ

ーの今のゲラでございます。ちなみに、もう一年先、2018年はバングラデシュで開くとい

うことも決まっております。 

 日本で開く国際学術会議、その中で、日本学術会議として、重要なものが幾つかござい

ます。１つは、自らが企画するもの、それが持続可能な社会のための科学と技術に関する

国際会議で、これはずっとかれこれ毎年やっておるものでございますが、2016年度も２つ

開催する予定にしております。 

 １ つ 目 は 、 持 続 可 能 な 開 発 目 標 （ Ｓ Ｄ Ｇ ｓ ） の 達 成 に 向 け た 超 学 際 研 究 、

Transdisciplinaryな研究、社会とのつながりを重要視した研究、それとマルチステーク

ホルダー協働の推進、どうやって科学者と社会とが協力しながら、ＳＤＧｓの目標を達成

するかということがテーマでありまして、これにつきましては、来年１月に開催する予定

で、現在、準備が進められております。 

 それから２つ目が、先ほどお話ししましたようにＡＡＳＳＡの地域ワークショップとし

て開催します。ここでまたInclusive Societyというのが出ておりますが、包摂的な社会

のための科学の役割ということで、この中には、今、ちょうど数日前に企画の議論をした

ところでありますけれども、科学技術だけではなくて、もちろん社会的な問題、医療の問

題、健康の問題、保健の問題、そういったものも含めて、このワークショップを企画して

いこうということを考えております。これはそんなに人数が多いものではなくて、100人

以下ぐらいな規模のワークショップというのを３月に開催する予定でおります。 

 さて、その日本学術会議として一般に公募をかけているものが共同主催の国際会議でご
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ざいます。この４月から９月の末までにたくさんの会議が開かれました。大体、会議シー

ズンがこの年の年度の前半が多いものでありまして、ここにあるように７つ書いてござい

ます。右下にあります第18回結晶成長国際会議は、皇太子殿下に御臨席を賜った会議でご

ざいます。 

 2019年度分の開催分について、募集を開始しておりまして、皆さんの資料の中に、これ

は後で御覧いただければいいんですが、机上配布として入ってございます。2019年の開催

の国際会議の共同主催募集ということで、既に今、始まっております。正確には先週の土

曜日、10月１日から11月30日までを締めとして募集をしています。これは応募があります

と、これを分科会でヒアリングなどをして議論して決めていくということでございます。

これ以外に、国際会議を後援するということで、６件の国際会議の後援を行っております。 

 代表派遣、今度はそれぞれの専門分野に対して、皆さんに行っていただく、これにつき

ましては、平成28年度、今年度の代表派遣の計画が45件で、延べ47人ということで進めて

おります。間もなく平成29年度の代表派遣の募集を開始します。特に皆さんのそれぞれの

分野で、国際的な学術団体の理事会に誰か行くんだ、総会に行くんだと、そういう時には

ぜひこの代表派遣に応募いただきたいということで、間もなく開始する予定でございます。 

 若手アカデミーの会員の派遣につきましては、２名の方を、オランダのグローバルヤン

グアカデミーに派遣するということを行いました。 

 最後にフューチャー・アースについて少しお話をしたいのですが、フューチャー・アー

ス自身の話については、たしか１年前に春日文子前副会長から詳しく特別講演の形で御説

明いただいたところでありますが、その右下に書いてございますように、５カ国の連携事

務局を担うということで、日本学術会議と東京大学のサステナビリティ学連携研究機構で

事務局機能を持っております。そこのグローバルハブディレクターとして、春日先生にお

務めいただいております。 

 この間の動きとしては、もう既に何度か話が出ました、提言の発出というのをし、また、

Governing Council,Engagement Committee、Science Committeeがスイスで開かれました。

これは、この左の下に書いてありますが、評議会というのがあり、そして右側のScience 

Committeeというのは、これは科学者の委員会で、割と我々、なじみがあるのですが、

Engagement Committeeというのは、社会との連携を強めるということで、会社の方、ある

いは国連機関の方、そういった方がメンバーになった会議体で、そういうところにも参加

するということで、６月、７月に活動いたしました。そして、国連のＳＤＧｓのハイレベ

ル政治フォーラムに、これは春日先生に参加いただくということを行いました。 

 このフューチャー・アースについては、従来、もとになっているＩＧＢＰ、あるいはＩ

ＨＤＰ、DIVERSITAS、そういうところでコアプロジェクトという、これはいわゆる研究プ

ロジェクトが従前から進んでおります。それをより社会との連携を強める形に変えていく

ということと同時に、この右側に黄色で書いてあります、Knowledge-Action Networksと

いうのを現在進めております。従来型の基礎研究、あるいは大勢で取り組む研究とは別に、
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そもそもネットワークとして考えていこうということで、ここにある、例えば水とエネル

ギーと食べ物の間の関係であるとか、あるいは健康の問題であるとか、こういったものに

ついて議論しようということで、これはフューチャー・アースの新しい試みとして現在進

めているというところでございます。 

 ちょっと長くなりましたが、以上で報告を終わらせていただきます。どうもありがとう

ございました。 

 

○大西会長 どうもありがとうございます。 

 それでは４つの会長、副会長報告が終わりましたので、それらに対して御質問、御意見

があったらお伺いしたいと思います。挙手で合図をしていただければと思いますが、いか

がでしょうか。 

 今回は特に国際活動について、少し詳しく紹介をしてもらいましたけれども、こういう

ことについて、何か不明な点等があればお伺いしたいと思います。よろしいでしょうか。 

 どうぞ、お願いします。 

 

○兵藤友博会員 一部、史学の兵藤です。国際関係の問題ではないが、学術会議の移転

問題について、以前にもお聞きしていたのですが、私は30年前の閣議決定の文書を見てい

ませんから、何とも言えないとも思いますが、学術会議の財務問題はなかなか厳しい状況

にあるわけですよね。だから、そういうこととリンクして考えていいのかどうか。そうい

う意味では的外れな質問か意見かもしれませんけれども、学術会議の移転問題は、１省庁

１機関というので、かなり機械的に決定された、言い方はちょっと失礼になるかもしれな

いですけれども、それぞれの省庁なり機関の機能性ということをどのように考えて、集中

をどう分散するのか、分散というのはまた誤解がある表現かもしれませんけれども、やっ

ぱりそれぞれの省庁なり、機関の機能性が有効に発揮するように、移転問題は考えていか

ないといけないし、最近、移転問題は大変話題になっていることがありますけれども、や

はり実質的な機能という問題を優先して考えるべきじゃないのかと。 

それで、この六本木の日本学術会議のこの建物が、耐震性だとか、いろいろ何か問題

があるとすれば、そのことも多分検討しなくてはいけないと思います。含めてそれはその

検討委員会でやる、これから議論されればいいことだと思いますけれども、コメントを頂

ければ有り難いと思います。 

 以上です。 

 

○大西会長 経過については事務局から説明できますか。まず経過について、これは前

回の総会でもちょっと御紹介したと思いますが、事務局からおさらいをしてもらいます。 

 

○小林企画課長 事務局でございますけれども、今、御質問の中にありましたように、
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この１省庁１機関移転の閣議決定自体は、かなり現在から見ますと、時間の経過を経たも

のとなっておりますけれども、形式上は、形の上におきましても、決定の位置づけにおき

ましても、閣議決定ということになっておりますので、これは先ほど会長のお話の中にも

ありましたように、かなりの重たい意味を帯びているというところでございます。ただ、

またその一方におきまして、今の御質問の中にもありましたように、その時間の経過を経

てまいりまして、また、この問題もとらまえ方によって、非常に多面的なとらまえ方がで

きるようにも思えるところでありまして、一部、ちょっと私見も入るようなところもあり

ますけれども、一極集中の是正でありましたりですとか、あるいはまた、地方創生の活性

化の観点といったようなものも伴ってくるようなところもあり、また一方、御質問の中に

もありましたように、今、ここに現に存在しているこの設備、建物の有用性、それから学

術会議自体の財政、予算ですけれども、そういったものもさまざまな点を考え合わせまし

て、どのような着地点が見出せるのかということで、移転検討委員会というものを、先生

方の間で設置がなされておりまして、そこで今、御議論を頂いているというふうに認識し

ております。 

 以上でございます。 

 

○大西会長 それを踏まえてですが、まだ議論は始まったばっかりという状態でありま

すけれども、１回目の検討委員会、とにかく今のところ委員の中で積極的に移転すべきだ

という意見はなかったと思います。つまり、この場所でこうした学術会議の会員にちょう

ど人数的に合った講堂があって、会議室がたくさんある建物があると。これが、あえて言

えば、ほかの省庁では使いにくい、学術会議のためにつくられた建物でもありますので、

ここを引き続き使うということは、非常に高い合理性があるのではないかということで共

通しています。ただ、そうはいっても、今、事務局から紹介があったように、かなり重い

意思決定が1988年になされていて、これを覆すには、同じレベルの意思決定がなされない

といけない、閣議決定をやり直さないといけない。実はこの時に閣議決定された移転対象

機関のうちの、ほとんど全てが何らかの格好で移転したとか、あるいはその組織がなくな

ったとか、ある種の決着を見ているんですね。何もしないで残っているのが、もう数える

ほどしかないというか、数え方によっては１つしかないという状態でありまして、その意

味では、かなり厳しい立場にあるのも事実です。その中で、どういう方法があり得るのか、

先ほどのメモの中に移転に関わる種々の可能性をめぐって議論するというように書きまし

たけれども、移転というのにも、全面移転とそうでない移転と、いろいろなやり方があり

得るということで、このあたりについて、政府との折衝ということになるわけですけれど

も、考えていく必要があると。例えば全面移転になると、これと同じようなものをどこか、

横浜市のどこかに建てるということになるので、それは財政的にも大きな負担になるので、

それは必ずしも合理的なことではないという、そういう議論は納得を得るものと思ってい

るんですが、ただ、一方で、大義名分というこの閣議決定の趣旨をどう全うするかという
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ことも考えなければいけない。今のところ、そういう段階であります。 

 みんなが忘れていたんですが、最近、また、消費者庁とか、新しい移転問題が出てきた

ので、ちょっとホットな話題になって、そのホットな話題の中で一緒に議論されると困る

なと思って、少し時間を置こうと思っていたところです。ただ、今期中に一定の協議を政

府と行わなければいけないということなので、あと１年間で少し議論を詰めていく必要が

あるというテーマであります。 

 ほかに何か御発言がありましたら。よろしいでしょうか。 

 また明日、自由討議の時間も設けてありますので、そこで会長、副会長の報告に関連し

ても、議論していただければと思います。 

 それでは、この後、続きまして、科学と社会委員会年次報告県検討分科会の相原博昭副

委員長から、第三部の部長でありますが、本年度第23期２年目、27年10月から28年９月と

いう学術会議の年度になりますが、年次報告書の報告をしていただきます。 

 

○相原博昭副委員長 それでは、これを委員長は井野瀬先生なので、ビデオレターでや

ってくれればよかったんですけれども、私の方が補うということでやらせていただきます。

それと先ほどのビデオレター、井野瀬先生のお話の中で、もう既に大分触れられています

ので、ここでは簡単に報告することだけとなります。パワーポイントはありません、お手

元のこの冊子体が総論ということで、このきれいなやつです。最初に申し上げておくんで

すけれども、報告の方では２つありまして、第２編、活動報告というのがございまして、

そちらは200ページほどありますので、これもいつものことですけれども、受付のところ

に10部ほど用意させていただいておりますので、手にしていただきたいと思います。そち

らは各委員会の委員長さんに、もしかすると何回かジェントルリマインダーという形で出

してくれというのをお願いしたものがまとまっているもので、現在、学術会議では、約

360の会議体が存在しておりまして、そのうちの320の委員会の委員長さんから原稿を頂い

たそうでございますので、そちらが10部ほどあります。 

 あと簡単に、このきれいな方ですけれども、先ほども事務局からあったように、今回か

らこの冊子体をつくるということになってございます。特徴は、これまでと比べていただ

くと、大分見た目が見やすくなっている、読みやすくなっているということになってござ

います。それを検討するための委員会でしたので、そこにポイントがございます。ですの

で、写真、それから図を入れておりまして、会長の写真、井野瀬先生のお写真というのも

ございますので、見ていただいて、そして、この見やすさを追求してございます。それと、

特徴がこれまでとの違いの一つで、各執筆者名、各記事の執筆者名というのが出ています。

要するに記名になってございますので、誰が書いたかということが記事ごとに書かれてお

ります。これは今までやらなかったんですけれども、今回、始めました。 

 あとはもう実際に見ていただければいいのですが、会長の冒頭挨拶というのが４ページ

から５ページに掲載されておりまして、もちろんこれは会長が先ほどお話しになったこと
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でございます。それから各副会長の所掌する報告も、その２ページから３ページ、４から

５、６から７ということで、それぞれの場所でありまして、これは中身については、今、

御報告があったとおりでございますので、ここでの報告は省略させていただきます。 

 それから各部、一、二、三部の報告が９ページからございます。この辺も目次というか、

タイトルのつけ方、サブタイトルのつけ方とか、あとポスター、写真等の、しかもカラー

で載せてございますので、若干見やすくなっているのではないかと思います。内容につい

ては、あすの報告がございますので、ここでは省略させていただきます。 

 そして、科学アカデミーについては15ページです。これも井野瀬先生が少しおっしゃっ

たかと思いますけれども、科学アカデミーの報告を、科学アカデミー代表の上田先生から

書いていただきました。 

 また、16ページはＧサイエンスということで、今、花木先生から伺ったところですけれ

ども、ここからは、７、８というところからは、特集としてさせていただいております。

７がＧサイエンス、それから、次の17ページにあるのが、これも井野瀬先生がビデオレタ

ーでおっしゃっていた、例の人文・社会科学系のあり方に関する声明の賛同支援への謝意

云々ということで、ここでやる6.8通知と呼ばれているものに関することの顛末がまとめ

てあるということになります。そして９ページには、安全保障と学術に関する検討委員会、

これは今日の午後、委員長でいらっしゃいます、第一部の杉田先生から御報告があるとい

うことでございます。 

 それと、20ページには10、４番目の特集として、学術誌問題でございます。これも会長

からも前回、御報告があったかと思いますが、ジャーナルの価格の上昇、急上昇に関する

問題でございまして、これについては財産部の幹事を務めていらっしゃる大野先生がまと

めていらっしゃいますので、学術誌の抱える問題について、大野先生に書いていただきま

した。これを御覧になっていただきたいと思います。 

 そして、特集の５番目が21ページにある、これは井野瀬副会長がビデオレターでおっし

ゃっていた、課題別委員会の情報、意見交換の実施についての記述でございます。 

 それで、23ページには、ここで委員選考の考え方ということで、これはポリシーですけ

れども、今後の詳細というよりは、ポリシーについてですけれども、これは大西会長から

まとめて書いていただいております。これも御覧になっていただければと思います。 

 あと活動記録はカレンダー、この辺も若干、見やすくなっていると思いますので、どう

いう活動かというのは少し枠内に簡単にまとめて書いてありますので、中身としては、備

忘録としても使えるのかなというふうになっております。 

 もう一つの工夫としては、29ページに、この１年間で学術会議のさまざまな規定改正を

行っております。これは幹事会を中心に行ったわけですけれども、それがまとめてありま

す。これはなかなか、どういうものが変わったかというのは書いておかないとわからない。

我々ではわからなくなってしまいますので、そういう意味でもここに書かれております。

見ていただくと、先ほど会長も言っていたように、運営を柔軟化する、ビデオ会議のやり
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方を少し柔軟にするとか、特にこれで読んでいただくと、非公開案件についても委員長の

判断によりビデオ会議で審議できるように改正されているとかということがございますの

で、かなりのことを大西会長のもとで変えてございますので、これのサマリーというか、

タイトルだけですけれども、書いてございますので、御参考になっていただきたいと思い

ます。 

 というところでしょうか。あとは付録がついているということで、何となくこれは持っ

ていて恥ずかしくない程度の雑誌になっていると思いますので、ぜひ御活用いただきたい

と思います。 

 以上でございます。 

 

○大西会長 相原先生、どうもありがとうございます。余り今までだとちゃんと目を通

しにくいスタイルだったと思いますが、今回、こうやってまとまった格好にしていただい

たので、ちょっと眺めてみようという気になるものになったかと思います。今の活動報告

について、御質問、御意見があったらお願いいたします。 

 よろしいでしょうか。特に規則については、今、紹介していただきましたけれども、皆

さん、持っている法規集、まだわかるところに置いてあるかどうかわかりませんけれども、

今年の初めに、４月の総会の時にたしか配ったと思います。これは当然ですが、３月まで、

あるいは２月ぐらいまでの時点の規則改正について反映しているということで、それ以降

も重要な規則改正がありますので、これについては、ここに見出しが、今の報告の見出し

がありますが、学術会議のホームページに規則集があります。そちらは変わっているはず

ですので、そちらで確認をしていただきたいと思います。特に先ほど井野瀬先生の報告の

中にありましたが、提言とか、提言と報告の表出、これをまとめる時に、従来だと分科会

で出す場合には、委員会の承認を得る必要があったわけです。けれども、その委員会の承

認があれば、つまり、あらかじめ委員会が分科会に委任するというのがあれば、手続が簡

略化できるということになりました。 

 この趣旨は、例えば部の委員会があって、部のそのもとに分科会があるという場合に、

分科会が提言をまとめようとする場合、この委員会の承認が必要だと。一方で、部の査読

もあるわけですね。ですから、部の査読と委員会での承認との間に、非常に錯綜した状態

が生じていたわけです。それぞれ何らかの工夫をして、やりくりをされていたんですけれ

ども、つまり査読でかなり重要な変更があれば、またそれを委員会で承認してもらわなけ

ればいけないということになって、査読と委員会の間で随分時間がかかるという、そうい

う状況もあったわけですが、委員会が、この件については、分科会に任せるということに

なると、今度は分科会が部の査読を受けて、まとまった段階で幹事会に提出できるという

ことで、少し流れがすっきりしてきたということであります。こういう点についても、委

員会での承認という事前手続が必要だということでありますので、その辺も活用していた

だければと思います。 
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○大西会長 それでは、先ほどちょっと出ましたが、まだ10分程度時間がありますので、

この間を利用して、もしサイエンス・アドバイスについて何か御意見なり、御質問があっ

たらお願いいたします。先ほど花木副会長の報告にもありましたけれども、日本ではサイ

エンス・アドバイザーとしてのはっきりした制度はこれまでなかったんですが、去年、外

務省が議論を踏まえて、外務大臣のサイエンス科学顧問という制度を設けました。具体的

には、岸先生が就任されているわけでありますが、ただ、ほかの省庁にはこれは波及して

いませんで、日本では外務省だけだということであります。各国の例では、イギリスが科

学顧問という制度があって、これは首相に対する顧問と各大臣、各省の顧問というのがあ

って、その顧問の会議もあると。それから、ニュージーランドなんかもイギリスに倣って、

そういう制度を持っているということです。マレーシアもコモンウェルズの一員というこ

となのか、似た制度があると。それから、アメリカについても、ちょっと制度は違います

けれども、大統領に対する顧問制度というのがあるということで、幾つかの国では、こう

した制度があります。ＥＵでは何人かの委員会、科学者からなる委員会ができているとい

うことであります。日本では、今、言った、外務大臣の顧問ということだけだということ

でありますが、こういう問題について、なかなか急に制度をつくるのは大変なんですが、

徐々に議論を広げていくということも必要なので、もし何か御発言があったらお願いした

いと思います。 

 どうぞ。 

 

○渡辺美代子会員 科学顧問制度について発言させていただきます。今、大西会長がお

っしゃられたように、世界では科学顧問制度が普及しつつある状況にあります。これは、

首相を初め政府の意思決定というのが、どんどん早くなされていく中で、科学的な知見を

持ってきちんと意思決定していただくということが、とても重要になってきている、そう

いう状況に対応していると私自身は認識しております。 

 このような中で、今、大西会長、あるいは花木副会長の御説明があったように、今、日

本ではＣＳＴＩと学術会議がその機能を果たし、かつ、岸科学顧問が誕生しているという、

こういう状況にあるわけです。しかし、学術会議やＣＳＴＩのような組織的な決定という

のは、どうしても時間がかかってしまうので、個人のアドバイザーというのがとても有効

ではないかと思います。岸外務大臣科学顧問が今、実際に行動されている中で、それがと

てもよいのであれば、そういう方向を目指すべきではないかと思いますし、あるいは逆に

問題があるのであれば、それを皆さんで認識しながら、それを解決していくのか、それと

も、そういうアドバイザーというのが余りうまく機能しないのか、そこの状況を教えてい

ただいてから、皆さんで議論していけば、建設的な議論ができるのではないかと思います

が、いかがでしょうか。 
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○大西会長 そういうこともあって、明日来られるということです。実は幹事会には岸

先生に一度来ていただいて、それで顧問としての活動について紹介をしていただきました。

割と最近です。それは幹事会のところでやっていただいて、その時の感じでは、Ｇサミッ

トが今年開かれたので、その中で、外相会議というのが広島でありましたよね、Ｇサミッ

トに関連した。そのためのいろいろな準備というか、そこに向けてかなりお仕事をされた

というふうに伺いました。それ以降、それが終わってから、時々海外の会議で岸先生にお

目にかかるので、外交に絡んで、科学技術の日本の蓄積を積極的に海外に紹介するという

ことも活動の一つにされているのではないかなというふうに思いました。専門家の口から、

やはり日本の科学技術政策を紹介した方が、受け取る側も納得できるということもあって、

何か所かで岸先生が講演されたのに居合わせましたので、そういうこともされているので

はないかなと思います。詳しくはぜひ、あした伺って質問していただければ。 

 花木先生、何かありますか。 

 

○花木副会長 岸先生と何度か意見交換したことがあります。岸先生はもともとは材料

工学の分野ですので、もちろん全領域をカバーできない、そういう意味で、学術会議にぜ

ひバックアップしてもらわないと、正しい意見を伝えることはできないので、そういった

面で、学術会議との連携を強めていきたいと言っておられました。その辺の問題は、スピ

ード感ですよね。我々が提言を出す時には、スピード感ももちろん大事でありますけれど

も、一方で証拠に基づいたものであるかとか、一個一個の表現が偏っていないかとか、そ

の辺を非常に注意するわけですけれども、そこの部分と、そのスピードの速い、あるいは

インタラクティブな交流の中での提言というのをうまく結びつけていくというのが、我々

にとっても課題だし、日本の制度にとっても課題かなと思います。 

 

○大西会長 どうぞ。 

 

○杉田敦会員 第一部「科学と社会のあり方を再構築する分科会」というものがありま

すが、そこで先ほどもお名前が出た原山優子先生に来ていただいて、意見聴取をした時に、

私どもの分科会では、学術会議の中に何らかの、お一人ということではないんですが、チ

ームのような形のものをつくって、政府に対して緊急時にアドバイスをすることを検討し

ているんですが、原山先生からは、そういうことは非常に重要であるということで、大変

積極的な評価をいただいたという経緯はございます。 

 

○大西会長 学術会議の意思決定の仕組みというのを考えると、なかなか難しい面もあ

るんですよね。御承知のように、会長談話とか会長メッセージというのは、割と短期間で

出せると。それに準じて幹事会メッセージというのも、幹事会談話だったかな、割と短期

間で出せるということになっているんですけれども、それにしても、１カ月ぐらいはかか
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るんですね。だから、もっと短く、あるいは誰か個人の意見ということになると、その代

表制ということが恐らく問題になってくるので、そのあたりとの兼ね合いで、超短期とい

うのは、なかなか学術会議は難しいですね。比較的短期にすることはいろいろ可能ですけ

れども、その辺をどう考えていくのかということも大きな点かなと思います。 

 １回これは、数年前に、ちょうど民主党政権の最後のころから自民党政権にかわるころ、

かわった後、しばらくの間、日本での科学顧問という議論が割と活発に行われました。と

いうのは、民主党政権の最後の時に、当時のＣＳＴＰ、総合科学技術会議の中に委員会が

できて、吉川先生が委員長をされた委員会ですけれども、その科学的アドバイスのあり方

というテーマで議論したんですね。その時の結論は、アドバイスをする科学者の存在とい

うのが必要ではないかということも検討するべきだという、ちょっと弱いトーンだったか

と思いますけれども、まとまったわけです。ところが、一度、自民党になってから、ＣＳ

ＴＰだったかＣＳＴＩになったかからですが、本会議の中で一回そういう議論が出たこと

がありまして、その時に閣僚の中からは、ＣＳＴＩに有識者議員がいるので、それにプラ

スして顧問というのを置くのは賛成できないという、かなり強い意見が一部の閣僚から出

ました。その閣僚はまだ残っているので、なかなか今の状態では難しいのかなということ

で、結果としては外務省だけが、政府全体ということではないので、そういう制度を設け

ることになったんだろうなと推測します。だから、これがある意味では、一つの試行錯誤

の一つになって、さっき渡辺先生がおっしゃったように、うまくいけば、ほかもやってみ

ようということになる可能性もあるのかなと思います。 

 ありがとうございました。ちょうど12時になりましたので、また議論の続きはあしたの

自由討議のところで行うということにして、午前中の会議は以上とさせていただきます。

ありがとうございました。 

 それでは、事務連絡を企画課長からお願いします。 

 

○小林企画課長 事務局でございます。本日のこの後の日程でございますけれども、午

後の総会は13時半から、午後１時半から再開ということになっております。そして午後の

プログラムの冒頭でございますけれども、国際科学会議、ＩＣＳＵの前会長を務められま

した李遠哲先生の特別講演から始まるということになっております。講堂には少し早目に

御着席いただければありがたく思います。少し早目にと申し上げましたのは、李先生の今

回の講演は英語でなされますので、今回、同時通訳のレシーバーを配布することを予定し

ております。その場所は１階のクローク、今おられるところを出て、左手側に、クローク

の場所に同時通訳レシーバーの配布場所を今回設定しておりますので、時間的余裕をもっ

て、午後この場にまたお集まりいただければありがたく思います。 

 それから、お昼のお弁当、会員の先生方に御予約いただきましたお弁当でございますけ

れども、各部会の会議室、５階又は６階でお渡しいたします。会議室につきましては、配

布資料の後ろから３点目ぐらいのところに、参考配布資料という両面刷りの１枚ものの印
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刷物がございまして、この表面のやや下ぐらいのところでございますけれども、第一部会

の先生方におかれましては、５階の５のＡです。第二部会の先生方におかれましては、６

階の６のＡでございます。それから、第三部会の先生方におかれましては、６階の６のＣ

でございます。御不明な場合は近くの職員にお声がけいただければ、御案内させていただ

きます。 

 説明は以上でございます。 

 

○大西会長 それでは午前中の総会はこれで終了です。 

 どうもありがとうございました。 

 

[昼 休 憩] 

[再開（午後１時２８分）] 

 

○大西会長 それでは午後の会議を開始いたします。 

 先ほど御紹介、御案内したように最初に講演があります。李先生に講演していただくの

を、私の方から英語で御紹介させていただきます。 

 

[李遠哲学先生御講演「Deep Decarbonization of Human Society」] 

 

○李遠哲先生 大西会長先生、花木副会長先生、皆様、こんにちは。 

 英語でしゃべります。 

 

(略) 

 

○大西会長 ありがとうございました。 

 先ほどの安倍首相と会ったというのは、ＳＴＳフォーラムの時の朝食会、10月２日の朝

です。確かにその時、全部で40人ばかりの人がいて、一言ずつしゃべったんですけれども、

李先生は少し長く話して、今のようなことを、カーボンタックスをぜひ入れて、温暖化防

止のために日本は政策をとるべきだということをおっしゃったわけであります。 

 それでは、李先生の御講演、以上で終了ということにいたします。 

 次に審議経過報告として、安全保障と学術に関する検討委員会からの報告を行います。

安全保障と学術に関する検討委員会の杉田敦委員長に報告していただきます。よろしくお

願いいたします。 

 

○杉田敦委員長 皆様、こんにちは。委員長の杉田でございます。 

 それでは、私の方からこれまでの審議の流れについて簡単に御報告させていただきます。
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今、出ておりますように、これまで４回の会議を行いまして、デュアル・ユース問題、研

究公開性問題を中心に議論してまいりました。今後の予定がそこにございますが、年内に

審議を行いまして、年明けに中間報告を出すことができましたら、それに基づいてシンポ

ジウム等を行っていきたいと、後ほどまた今後のことは申し上げます。 

 この委員会のアジェンダでございますが、既に何度か御紹介しておりますように、ここ

に挙げました５つでございます。このそれぞれにつきまして、現在までの検討の経過につ

いてこれから申し上げます。 

 １つ目が、50年及び67年決議以降の条件変化をどう捉えるかということで、これまでの

歴史と現在の状況の認識の問題でございますが、そもそも49年の発足以来、この学術会議

の発足以来の考え方、そして50年、67年声明発出の背景はどこにあるか、これは大分議論

してまいりましたけれども、研究の軍事動員、研究が軍事に動員された経緯、これを反省

し、再び動員されることを危惧する、これが趣旨であり、背景にあったということで、こ

れに対して、現在、どのような状況にあるのかということなんですが、これにつきまして

は、その後も本質的な意味での事情変更はなく、軍事研究を行わないとの立場を堅持すべ

きだという意見が多数寄せられております。夏季部会でもそういう意見がありました。他

方、この間に、いわゆる自衛のための武力行使、これは可能だという認識が浸透したとい

うことで、いわゆる自衛のための研究は容認されるという意見もございます。 

 この自衛のため云々ということにつきましては、そもそも自衛とは何かということ自体

が必ずしも容易に特定できないということと共に、あるいはそれ以上に、この自衛のため

の技術、もっぱら自衛のための技術というものが、特定できるのかという問題が論点とし

てはございます。 

 それから、２番目ですけれども、軍事的利用と民政的利用及びデュアル・ユース問題に

ついてということでございます。この問題との関連では、2012年11月に学術会議におきま

して、「科学技術のデュアル・ユース問題に関する検討報告」というものがありましたが、

ここでは人類の福祉と社会の安全に貢献する場合、いわゆる、よい目的に使っている場合

と、目的によりそれを損なう場合、この２つの間の両義性、これをデュアル・ユースとい

うふうに定義していた。このことと本委員会におけるデュアル・ユースとが同じかどうか、

あるいはつながりがあるかどうかということを審議いたしましたが、その結果、本委員会

においては、このような善用・悪用という、そういう捉え方よりも、軍事目的と民生目的

の両義性ということをめぐって審議するということになったわけです。 

そこで、軍事利用を目的とする科学技術と民生利用を目的とする科学技術との関係を

どう捉えるかということに問題が収れんしてくるわけなんですが、この間の審議でもデュ

アル・ユースというものが、今、急に出てきたものなのかどうかということにつきまして

は、これはそもそも科学技術につきものであると。そして、このデュアル・ユース、デュ

アリティというのをどこに見出していくかということで、１つは基礎研究と応用研究の間

で区分するという、こういう話がよくあるわけですが、こうした区分についても一定の限
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界があるということ、そして、このミリタリーとシビリアン、軍事的なものと民生的なも

のの関係につきましては、歴史的に見ますと、ある時期にはいわゆるスピンオフ、つまり

軍事技術が民生に転用されるということの意義が強調された。軍事研究が非常に盛んであ

った時期にはそうでした。ところが近年は、財政事情等もあって、民生技術を軍事技術に

転用するというスピンオンの意義が強調されており、そういう文脈で、最近ではデュア

ル・ユース問題というのが議論されているということでございます。 

 そこで、科学技術全体において、デュアル・ユースをどう考えていくかということ、こ

れについてもさまざまな議論をしておりますけれども、例えば、軍事、民生の区別を明確

化している分野として代表的なものが原子力でございます。これは日本学術会議の発足以

来、これを区別できるという前提で、我々は考えてきているわけですが、一方で、サイバ

ー分野等、明確化が相対的に困難な分野もあるということが明らかになってまいりました。

今後の論点でございますが、このデュアリティ、軍事と民生のデュアリティとどう向き合

うかということなんですが、あわせて、どういう研究者に対して、私どもは訴えかけるの

か、いわゆる軍事技術研究機関の研究者を対象として考えるかどうかという問題が残って

おります。 

 それから、３つ目の安全保障に関わる研究が、学術の公開性・透明性に及ぼす影響でご

ざいますけれども、これは大学を初めとする研究機関において、研究の公開性・透明性と

いうものが厳しく要求されるわけです。科学者にとってそれは極めて重要なことでござい

ますが、他方で軍事分野に関しましては、機密性というものがどうしても求められる。こ

の関係をどういうふうに考えたらいいのか、これは制度面と実際の運用という両面に関わ

ってまいりますけれども、そこで、外国の先例というものもある程度調べていきたいと。

なかなかアメリカ以外の例が見つからず、ぜひご存じの方は教えていただきたいんですけ

れども、この研究の公開性・透明性というものがどこまで担保されているかということを

調べております。 

 それから、日本で発足した防衛省の制度等で、研究の公開性、透明性が今後担保され得

るのかどうか、それについても考えていくということでございます。 

 それから、もう一点、極めて重要な問題として、いわゆるグローバル化の中で、外国人

研究者、留学生等々の共同研究が進んでおりますけれども、これがいわゆる軍事関係の研

究の導入によって、どういう影響を受けるのかということでございます。 

 それから、４番目でございますが、安全保障に関わる研究資金の導入が、学術研究全般

に及ぼす影響ということで、これはまだこれからの検討課題に主としてなっておりますけ

れども、各国の先例等も参照しつつ、特定分野への研究、そしてまた、応用を目的とする

研究資金の比率が増えることが、学術全体に歪みをもたらさないかどうかということでご

ざいます。いわゆる基礎研究、基礎研究が全て非軍事ということではもちろんございませ

んけれども、特定の研究、ある種の研究が盛んになるということは、それは研究にとって

はいいんですけれども、ほかの研究にその分、しわ寄せが来ないかどうかということでご
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ざいます。 

 この背景として、国立大学運営費交付金削減の問題、あるいは科研費を含めた研究資金

全般のあり方も、直接ではございませんけれども、関連してまいりますので、視野に入れ

ながら議論していきたい。 

 いずれにしましても、この軍事研究に関わる研究資金というのは、どこかから降って湧

いてくるわけではなく、結局は税金から支出されるわけですので、究極的には研究費全体

の配分の問題ということになるかと思います。 

 ５つ目が、研究適切性の判断は、個々の科学者に委ねられるか、機関等に委ねられるか

という問題でございますが、これもまた主として、今後の検討課題ですが、既に委員会で

もいろいろな御意見は出てきております。 

 その中では、いわゆる研究の自由という観点から、科学者個人が判断して、この研究を

やるんだということについて、外部から制約すべきではない、それが研究の自由なんだと

いう御意見もございますが、他方で、特定の研究課題が推進され、しかも、それを政府が

推進するというふうな場合に、それによって、いわゆる研究の自由が全体として脅かされ

ないのかという危険性も指摘されております。 

 そして、これまでこのような問題について、科学・技術研究について、一切全て科学者

個人の判断で行われてきたわけでは必ずしもないということも、いろいろな事例が出てお

ります。ですから、いずれにしましても、こういう問題についてどう考えるか、これから

の検討課題でございますが、もし何らかのこの研究適切性の判断をするという場合には、

科学者の所属機関の役割、大学等の役割ということですが、もう一つは学協会、あるいは

日本学術会議等が役割を果たすのかどうかという問題も付随的に問題として浮上してくる

ということでございます。 

 いずれにしましても、私どもの委員会は審議状況につきまして、メディア等にも取材を

頂いていますけれども、逐語的な議事録を順次、可及的速やかにホームページにおいて公

開しておりますので、ぜひ会員の皆様、あるいはほかの皆様も御参照いただきたいと思い

ます。資料を含めて御覧いただければ幸いです。そして、来春に、先ほど申し上げました

ように、いずれにしましても、シンポジウムのようなものを行うことを含めて、連携会員、

あるいは一般の方々から御意見を伺うということ、こういう機会を設けたいと思います。

そして、可能であればということでございますけれども、次回の総会までに何らかの素案

ができましたら、それをお諮りするということで、その意思の表出の仕方も含めて、また

御相談させていただくことにいたします。その間、ぜひ活発な御議論を頂戴できればとい

うふうに思います。 

 以上、簡単でございますが、私からの御報告でございます。 

 

○大西会長 杉田先生、どうもありがとうございました。この問題については、恐らく

大勢の会員の皆さんが意見表明したいというふうに思っておられると思いますが、今の時
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間帯で、杉田先生に報告していただいたのは、これからそれぞれの部会が、あしたの総会

再開までに２回開催されます。どこかの機会で、部会においても議論していただくことを

想定して、現段階の委員会の討議状況について、共有するというのが目的であります。部

会等で議論をしていただいた後、あしたの午後の総会において、自由討議の時間をとって

ありますので、そこのテーマの一つになろうかと思っていますので、意見交換をその場で

行いたいというふうに思います。御了解いただければと思います。杉田先生、どうもあり

がとうございました。 

 それでは、これからその部会の時間帯になりますので、午後の総会については以上で終

了とします。企画課長から連絡をお願いします。 

 

○小林企画課長 事務局の企画課長でございます。まず先ほどの同時通訳システムの不

具合につきましてお詫び申し上げます。どうも大変失礼いたしました。善後策としまして、

日本語訳の当該部分の別途配布などにつきまして、検討したいと存じます。どうも大変申

し訳ございませんでした。 

 今後の日程でございますけれども、15時から、午後３時から各会議室において、各部会

ということが予定されております。そして16時半、午後４時半から幹事会の開催というこ

とですので、幹事会メンバーの方におかれましては、お時間になりましたら、２階の大会

議室に御参集願えればと存じます。 

 また、あした７日金曜日でございますけれども、午前10時から各部会が各会議室におい

て開催の運びとなっております。そして、お昼休みを挟みまして、午後の総会は13時半か

ら、午後１時半からということでありまして、目途としまして、16時半、午後４時半終了

の予定ということでございます。なお、冒頭も申し上げましたけれども、本日お配りしま

した資料でございますが、あしたの総会終了時までこのまま席上に置いておいていただき

まして、施錠いたしますので、大丈夫であるということでございます。 

 以上でございます。 

 

○大西会長 それでは、本日の総会については、これで散会といたします。 

 皆様、どうも御苦労様でした。 

 

[散会（午後２時５３分）] 
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[開会（午後１時３１分）] 

 

[鶴保大臣挨拶] 

 

○大西会長 時間になりましたので、これより２日目の総会を開催させていただきます。 

 本日は、鶴保庸介科学技術政策担当大臣においでいただいております。大臣におかれま

しては御公務で大変お忙しい中、ありがとうございます。早速、大臣より御挨拶を頂きた

いと思います。それでは、鶴保大臣、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

○鶴保大臣 皆さん、こんにちは。御紹介を頂きました、内閣府特命担当大臣の鶴保庸介

と申します。本日は日本学術会議１７２回の総会ということで、大変意義あるこの総会に

お呼びを頂きまして、大変ありがたいことだと思っております。 

 御存じのとおり、私は科学技術者でもなければ、科学技術の世界にそれほど精通してい

る者でもありません。しかしながら、日本が今置かれている状況の中で、成長エンジンの

一つとして、というよりも大きな重要な柱の一つとして、このイノベーションという政策

を立てなければならないと、これは総理からも就任直後、特命であるから特にこの分野に

ついては頑張ってほしいという言渡しもありました。したがいまして、私どもとしてはあ

りとあらゆる手だてを打って、日本のこの科学技術政策、問題点の洗い出し、そしてレビ

ュー、そしてその対策等々に力を尽くしていきたいというふうに考えております。 

 そのためにも、今日お集まりの先生方、科学技術の関係の方々、日本で最も権威のある

科学技術者の集いといいますか、組織、団体の一つであると思いますから、先生方のこれ

からの御協力を、引き続きの御協賛を、御教授を、よろしくお願いを申し上げておきたい

というふうに思います。 

 先般もノーベル賞をとられました大隅教授のお言葉にもありましたけれども、我が国の

科学技術を取り巻く環境は決して安穏とできるものではないと、基礎研究に対しておおら

かであってほしい、そんな社会を作っていただきたいということがあると同時に、人材の

枯渇が、継続性、不連続性が非常に危ぶまれているんだということを繰り返し強調なさっ

ておられました。私ども行政を預かる者としても、この言葉はしっかり重く受けとめて、

何をするべきなのかについて虚心坦懐に、今、模索をしておる最中であります。 

 また、女性研究者のより一層の活躍を期していかなければなりません。今回も科学技術

イノベーション総合戦略２０１６においても、こうした若手科学者及び女性科学者の育成

について、しっかりとした手だてを打つことを明示をさせていただいておるところであり

ます。皆さんには今後様々な分野で、また思い当たるところ、あるいはお感じになってい

るところ、それぞれおありだろうと思いますが、よければ是非とも大臣室にも足を運んで

いただいて、いろいろな御教示を賜れればというふうに考えておるところであります。 

 とにもかくにも、年末までに科学技術に関する予算、そして人材育成についての大まと
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めな中間方針のようなものをこれから作っていくことを、今日、記者発表したところであ

ります。これから年末に向けて大変慌ただしく、そういう策定作業をしておることを念頭

に置きながら、皆さんにはまた御教示を頂けるよう、よろしくお願いをいたします。 

 今後も様々な活動を通じて、日本を代表するアカデミーとして、さらに力を発揮してい

ただけることを、そして日本学術会議のますますの御発展、会員の皆様の御健勝を心から

御祈念を申し上げまして、担当大臣としての御挨拶にかえさせていただきたいというふう

に思います。 

 本日は本当にありがとうございました。おめでとうございます。（拍手） 

 

○大西会長 鶴保大臣、ありがとうございます。 

 今日は総会ですので、２１０名が総会の出席メンバーということですが、これ以外に１，

９００名の連携会員がおりまして、全体で２，１００名ほどが日本学術会議のメンバーと

いうことになります。ほぼ、あらゆる分野の専門家がいるのではないかと思いますので、

また何かありましたら是非お申し付けいただいて、しかるべき人が大臣に専門分野につい

て御進講できるような体制も作りたいと思います。 

 それから、大臣、主導されている総合科学技術・イノベーション会議には今、３人、会

員がメンバーになっておりますので、もしその面でもまた、是非よろしくお願い申し上げ

ます。 

 本日は鶴保大臣、どうもありがとうございました。 

 

〔鶴保大臣退室〕 

 

○大西会長 大臣は御公務のため退席をされました。どうもありがとうございます。 

 

[日程説明] 

 

○大西会長 それでは、午後の本日の総会日程を、改めて簡単に説明させていただきます。 

 まず、オープンサイエンスの取組に関する検討委員会からの審議経過報告、これについ

ては既に提言がまとまっておりますが、それを踏まえた報告をしていただきます。それか

ら、学術振興の観点から国立大学の教育研究と国による支援のあり方を考える検討委員会

から、こちらはまだ審議の最中ということでありますが、審議経過報告を行っていただき

ます。その後、各部における活動状況報告を各部の部長の先生に、第一部から順に行って

いただきます。その後、約１時間ぐらいとれるかと思いますが、自由討議を予定していま

す。自由討議が終わりましたら、非公開になりますが、次期改選に係る説明を行います。

最後に『学術の動向』について、これは各部でも報告があったかと思いますけれども、改

めて全体に報告をしていただくということで、これは御担当の小松先生、それから、今日
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は吉川元会長も見える予定というふうになっております。……今日は財団の谷口理事がお

見えになる予定ということであります。吉川先生ではなく谷口理事ということであります。 

 

[審議経過報告② オープンサイエンスの取組に関する検討委員会] 

 

○大西会長 それでは、審議経過報告として、オープンサイエンスの取組に関する検討委

員会からの報告で、土井美和子委員長にお願いしています。１０分程度で御報告いただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○土井美和子委員長 ただいいま御紹介いただきました、オープンサイエンスの取組に関

する検討委員会の委員長を務めさせていただいております、土井と申します。お手元に資

料がありますけれども、オープンサイエンスに関しましては、内閣府、文科省、様々なと

ころで議論をされております。それを改めて日本学術会議でやるということの意義なんで

すけれども、これは内閣府でまとめた報告書の中から、どういうところを考えるかという

ことで、オープンアクセスからオープンサイエンスということで、この委員会では研究デ

ータですね、研究をするに当たって最初に実験や観察で得るデータをどのように蓄積し、

それを解析、流通させ解析まで持っていくか、さらにそれを分野を超えてやるという、そ

ういうことを考えて、オープンサイエンスの議論をしましょうということです。 

 内閣府などでは、自然科学、理工学を中心にした議論が行われております。特に公的な

資金を得たものに関しての議論でありましたが、この委員会ではそれに限らず、各政策担

当のところ、また、真ん中の下の方にありますけれども、そのとき文化庁の長官であった

青柳先生を初め、人文とか社会学に関しても意見聴取を行いました。 

 実際に海外の動向として、昨日も大西会長からお話がありましたように、海外でも非常

に注目を集めております。ＩＣＳＵではＷｏｒｌｄ Ｄａｔａ Ｓｙｓｔｅｍというのが

設立されまして、そのプログラムオフィスは、余り知られておりませんが情報通信研究機

構にオフィスが設置されております。また、データ共有を円滑にするためのコンソーシア

ム、私的なものではありますが、ＲＤＡ、Ｒｅｓｅａｒｃｈ Ｄａｔａ Ａｌｉａｎｃｅ

というものが創設されまして、この３月にアジアで初めて東京で開催されました。 

 その次のページにありますように、ＩＣＳＵ－ＩＡＰ－ＩＳＳＣ－ＴＷＡＳの四つの国

際の機関がワーキンググループを作りまして、実際にオープンデータに対してどういう責

任を持つべきかということの１０項目の指針がまとめられております。 

 更にオープンサイエンスに関しましては共通基盤整備、後の方で研究データ基盤の提言

をしておりますが、それに関しまして欧州、米国などで推進がされております。 

 これがＩＣＳＵなどでまとめられたオープンデータのコメントです。 

 実際に学術会議には２，０００余の協力団体があるのですが、その団体に全てアンケー

トをとるというのが理想でありますが、実際にそれはちょっと無理なので、第一部、第二
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部、第三部、それぞれの関連の学協会に、今回、このオープンサイエンスに関しましてア

ンケートをとらせていただきました。その中には××連合といったような連合があります

ので、回答を頂いたのは個別の学会であるので、何件が回答率でしたというような言い方

はできないのですが、回答のあった学協会のうち過半の学協会は、オープンアクセスとい

うことでは既にデータベースや、論文にかかわるものに関してのデジタルデータが既に公

開をされております。また、半数程度の学協会では、その個人が持っているデータの中で、

これから非常に有用であると考えているものがあるという回答も頂いております。 

 ただ、内閣府の報告書、先ほどちょっと参照いたしましたけれども、余り認識はされて

いませんでした。ただ、半数近い学協会はオープンサイエンス、非常に重要で、個別に自

由意見を書いていただいておりますということが分かりました。 

 論点整理といたしましては、データといたしましては、デジタルデータだけでなくウエ

ットデータもありますということなのですが、一つ大事なことは、データが生産され、流

通され、それが活用されるという研究フローであるということ。オープンと言いますと、

オープンするかクローズするかというゼロイチで考えがちなのですが、必ずしもそれが求

められているわけではなく、よりオープンにする、そのときにオープン・クローズの戦略

とガイドラインを、例えば誰がいつまでに占有できるのか、オープンするとしたらどの部

分をオープンするのか、データなのか、メタデータなのか、あるいはそれにかかわるツー

ルなのかというような、そういうことを考えて、今よりも、よりオープンにしていくとい

うことが求められているということが分かりました。 

 オープン化のインセンティブでありますが、論文化が進むとか、研究成果の再利用が進

むということはもとよりなのですが、インセンティブといたしましては、やはり分野横断

型で学際性、例えば古文書に何百年前かに大地震があった、ではそこを土木の方たちが掘

ってもたらそのとおりだったといったような、この学際あるいは公的データを使って都市

計画をしていくといったような、そういう分野横断型の社会実装などというところに非常

に役に立つということも分かってまいりました。 

 実際にデジタルデータ、インターネットを使うときに無料だから無料なんじゃないかと

いう御意見がありますけれども、データを生産するためにもコストがかかりますし、流通

させるためにもコストがかかります。流通させるためにきちんとフォーマットを合わせる

というのの研究者の負担もありますし、保存するのにももちろんコストがかかります。な

ので、ただ単に集めて公開するのではなく、どういうふうに活用するから、どういうデー

タを集めて、いつまでにどういう形でやるのか、そのときにコストをちゃんとバランスよ

く考えるということも重要であります。 

 そういう意味では、オープンにするときに全てを全部オープンにするようなものを、こ

こでは仮にホールデータ共有型と呼んでおりますが、天文のように大型施設などを使いま

してデータを生産するのにコストがかかるようなところでは、出てきたデータを全部オー

プンにする。ただし、例えば天文の場合では１年間は占有ができるというような形になっ
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ています。 

 一方、商用性の高いもの、例えば材料とか創薬がそうなのですが、そういうところでは

どういうデータをオープンにしていくか。全てをオープンにするわけではなく、メタデー

タなどをオープンにして商用化を目指していく。あるいは、商用化を目指すとしても、そ

のときにはきちんと企業と契約を結んでやっていくといったようなことで、かなり分野に

よって差があるということが分かりました。 

 実際にインタビューに応じていただいた国立天文台の大石先生のデータではVirtual 

Observatory、仮想天文学ということで、オープンにされたデータを使って査読論文が増え

ましたであるとか、イギリスのバイオのデータベースのところでは、公的、自分たち以外

の第三者機関を使って、実際にそのサービスの価値とインパクトを評価をしておりまして、

投資４，７００万ポンドに対して、アクセス利用額が２５億７,０００万ポンドだといった

ような、そういうデータも出ております。 

 あるいは、先ほど研究のプロセスというお話をしましたけれども、情報通信研究機構を

中心といたしまして、脳情報に関しまして、実験をするときにどういう刺激を与えるか、

どういう計測をするか、それをどう解析していくかという、そのプロセスを情報通信研究

機構、理研、ＡＴＲ、あるいはＩｍＰＡＣＴといったような、複数の機関が共有をしてい

くというような、そういうことによって研究プロセス自身を共有することによって更に精

度を高めていくというような、そういう試みも行われ始めております。 

 これに関しましてまとめた提言は、一つ目が、やはり学術誌情報の問題もありますけれ

ども、自分たちのデータはやはり貴重なものなので、それをきちんと研究データ基盤とし

て押さえたいという話が１点目です。 

 ２点目は、その先ほど研究コミュニティによってどういうオープン・クローズの戦略を

とるかというのは考えないといけないというふうに申し上げましたけれども、既に天文学

など進んでいるところもありますが、そうでないところも、先行するコミュニティを見て

自分たちのデータ戦略を作っていただきたいというのが２点目であります。 

 ３点目は、今まではデータを生産する人がそれを流通させ解析するということをしてい

ましたが、データをVirtual Observatoryといった形で、自分ではデータは作らない。その

かわり解析をするというタイプの研究者が出てきます。そうすると、その方たちは論文が

書けますが、データを集める、あるいはそれを流通させるためのデータキュレーターと言

われている方たちは、論文は直接は書けないが、そのためにそういうデータを生産された

方たちの名前を参照しようとか、ＤＯＩという形で必ずそれがインパクトファクターのよ

うに計測できるようにしましょうという動きはありますが、ただ、それが今のキャリアパ

スの中では、論文がないとやはり昇格には結びついていかないという問題があります。そ

こに関しましては、研究者としてのキャリア設計をどうしていくかという問題があります。 

 １番目は、内閣府と文科省に対する提言。３番目は文科省。２番目は学協会に対する提

言となっております。 
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 研究データ基盤というのは、少し聞きなれないものですけれども、昨日も大西会長が出

てこられたＣＯＤＡＴＡとかのデータの国際会議のお話がありましたけれども、日本では

ＮＩＩのところで機関リポジトリというJAIRO Cloudというのを始めております。ここは成

果として出た論文を登録し、更にそれにかかわる研究データをリプロダクティビリティ、

再現性を保証するということで、これを登録するというような、そういうものです。 

 それに対しまして、今回提言するものは、こちらの研究データ管理基盤というものです。

実際にこれはどういうものかと申しますと、論文を出します。それにかかわる研究データ

を登録しますが、まだ研究は続いていますが、この成果論文にかかわるデータは登録した

研究データだけではなく、それ以外にもいろいろなデータがあるわけです。ですが、これ

をちゃんと、不正とかいろいろな対処をするために１０年間とっておく。それを、どこま

でをタイムスタンプとしてきちんとやりましたというのを、個別の研究者が管理していく

というのが非常に大変であります。なので、それをこの管理基盤を使いますと、論文を自

分たちで日ごろ運営している中から、成果論文、研究データ、出しました。じゃあ、それ

に付随するデータはこれですといって、ユーザーインターフェースを使って登録をすると、

その部分がきちんとタイムスタンプを押されてパッケージングされて、外部として残って

いく。なので、次の論文を出すときにはまたそれをやるというようなことを、自分たちの

機関だけではなく、複数の機関での共同のプロジェクトでも同様に行っていくことができ

るわけです。 

 こういうようなことを是非、日本としてきちんと、自分たちの研究者のデータは非常に

重要でありますので、日本として是非まとめてやっていきたいと、やっていかなければい

けないという提言を出させていただきました。 

 これをやりますと何がいいかと言いますと、先ほど申し上げましたように、個別の研究

機関、個別の研究者が一々手間をかけずにできるというのが一つのこれでありますし、実

際にこのやり方をしていくと、非公開から、データを、論文を出す、あるいは特許を出す

ということで、何を公開にしますといったときのそのやり方が、それぞれの研究コミュニ

ティのオープン・クローズのガイドライン、ポリシーに合わせて管理をするということが

可能になるということなのです。そういう意味で重要と思っています。 

 ただ、これに対して、それはでも日本だけやっていてもガラパゴスになりますよねとい

う御心配があるかとお思います。それに関しましては、実際に先ほど申し上げましたよう

なユーザーインターフェースであるとか、あるいはメタデータの管理するとか研究データ

の管理といったような、そういうこの研究データ管理基盤のところのソフトウエア、モジ

ュール構成に関しましては、先ほど申し上げたＥＵやアメリカで同じように研究データの

基盤、管理基盤を考えているところと共同で、モジュールを共有できるものは共有してい

こうと、そういう考え方をしておりますので、世界標準にのっとって、日本がガラパゴス

にならないような形で、今、JAIRO Cloudに登録を始めていらっしゃる機関とかの協力も頂

いて、こういうことが可能ではないかということで、提案を差し上げています。 
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 実際に、ただ提言書を出すだけではなかなかインパクトが広がらないので、これに関し

ましては、例えば実際にアンケートの御協力いただいた第三部関連の理学、工学系の学協

会に対しましては、６月の提言のまとめる時期に合わせて活動報告をさせていただきまし

た。 

 また、そのまとめた後では、内閣府とか文部科学省に、実際にこの内容の骨子に関しま

して御説明に上がりました。そのときにＣＳＴＩの原山議員からは、Ｇ７のワーキンググ

ループで是非これを討議したいので英訳版を作ってほしいという要求を頂きまして、英訳

版作成に関しましてはＮＩＩから御協力を頂きまして、これも８月末に公表しております。

それをもとに９月にはオープンサイエンスのフォローアップの検討会で御紹介をしており

ますし、また、先ほど申し上げましたように大西会長にも御紹介いただきましたし、別に

ウルグアイの会議ではワタナベ会員にもこれを御紹介いただきました。また、１０月１８

日ですけれども、文科省の方の学術情報基盤の委員会で、このことに関しても研究データ

基盤の重要性に関しまして御紹介をする予定になっております。 

 以上です。 

 

○大西会長 土井先生、ありがとうございました。 

 ちょっと今、土井先生のお話の中にも出てきましたので、少し補足をさせていただきま

す。土井先生が、昨日私が話したというのは、実は第三部の部会で話したので、一部、二

部の皆さんは聞いていなかったと思いますが、ちょっとだけ補足させていただきます。 

 この、ちょうどスライドの下から三つ目のポツ、２０１６年９月１１－１７日、サイエ

ンスデータコン――ＳｃｉＤａｔａＣｏｎと言っていましたけれど――２０１６というの

がありました。その後にInternational Date Weekとありますように、コロラド、デンバー

で開かれたものでありますけれど、このデータ、１週間強で、このデータについての議論

を行いました。それを主催は、先ほど土井先生の紹介、お話にありましたＣＯＤＡＴＡと、

それからＷＤＳですね、ワールドデータシステム、この二つはＩＣＳＵ参加の組織です。

それからもう一つ、その独立的な研究者のネットワークであるＲＤＡ、リサーチデータ・

アライアンスですね。この３組織がデータ、世界的なデータブームということなので、今

回が大きな２回目の試みだと思いますけれども、連携をして１週間強のイベントを組んだ

と。日本学術会議は、これも土井先生のお話にありましたけれど、ＷＤＳのＩＰＯ、国際

オフィスを誘致して、実際にはこれはＮＩＣＴに存在しているわけでありますけれども、

そのきっかけを作ったということで、場が与えられたわけであります。 

 私からは、この土井先生のもとでまとめられたものの紹介を踏まえて話をさせていただ

いたわけですが、二つ報告すべき点は、一つは、非常に日本がこのオープンデータに前向

きだということで注目されて、驚いたことに非常に歓迎されました。どうも日本は外から、

これはデータに限らず、やや見えにくいところがあるわけですね、やっていることが。だ

からデータについてもオープンというふうには思っていなかったみたいで、オープンデー
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タに積極的だということで、まず歓迎をされました。 

 二つ目は、もちろん今の御報告にあったように、オープンデータについてはオープンジ

ャーナルとかオープンアクセス、つまり論文をオープンにするというのは、これは研究者

もみんなに読んでほしいと、引用もしてほしいと。読み手もできるだけたくさんの論文を

安く読みたいということで、利害が一致するわけですけれども、オープンデータの場合に

は、研究者としてはしばらく自分で占有して論文を書きたいとか、せっかくコストをかけ

て集めたデータなのでそんなに簡単にオープンにするのはためらわれるという意識も、ど

うしても浮かんでくるわけです。一方で、そのオープンデータの受益者の側（がわ）から

すると、できるだけ世の中で作成されたデータにアクセスしたいということで、やや、デ

ータの作成側（がわ）、あるいはその整理側（がわ）と、データを読む読者側（がわ）と

の間で利害が一致しない面もあるということなのですが、国際的な議論、その場で感じた

のは、オープンデータがずっと普及していくということを前提として、どうやっていろん

な形態で提供されるデータをつないで研究を進めるのか、あるいは分析をするのかという、

むしろそこの分析の仕方等に関心があるという印象を持ちました。 

 日本の方もたくさん、このInternational Date Weekには参加しておられましたので、こ

れからいろんな分野でその関連の報告もあるかと思いますけれども、私はそんな印象を持

ったわけであります。 

 それでは、今、土井先生の報告に対して何か御質問がありましたら、あるいは御発言が

ありましたら、お願いします。 

 どうぞ。 

 

○山脇成人会員 すみません、第二部の山脇と申しますけれども、このオープンサイエン

スという議論と、一方で、二部でちょっと議論になっているのは個人情報保護法の改正に

伴って研究指針が見直しされているというところで、ライフサイエンス領域ではそのデー

タ収集が非常に厳しい方向にいっているという部分と、このオープンでそのデータをオー

プンにしていくという部分が、若干方向性が難しいというのがちょっと議論になっている

のですが、ここら辺についてはそういうオープンサイエンスという視点の中で、この個人

情報の問題というのはどういうふうな視点、あるいはそういうところを考慮した次のステ

ップというのは御検討されようとしているのか。あるいは、なければ是非御検討いただき

たいと思います。 

 

○土井美和子委員長 個人情報の扱いは非常に難しく、今はまた保護法もいろいろ見直し

がされているところであります。 

 今回のこのオープンサイエンスの委員会では、そこのところは扱ってはおりません。た

だ、人文学、社会学の関連の学会からのアンケートの中では、自分たちだけでそういうも

のを担保するのが難しいので、研究データ基盤のようなところでそういうのを担保しても
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らってそれを使えるというのを、フレームワークが欲しいという御要望がありましたので、

そういうところは個別でやるのではなく一貫してできると、非常に研究者にとって負担を

減らすという方向になるというのは感じております。 

 この後、じゃあそういう議論をこの委員会でするかということに関しましては、今、喫

緊の課題は、先ほどオープン・クローズという話を申し上げましたけれども、実際にどう

いうデータの属性に沿ってオープン・クローズのガイドラインを決めるべきかというよう

なところで、そういう属性出しをしてほしいという要求がいろんなところから頂いていま

すので、そこに関して少し議論をして、記録という形でまとめたいと思っております。 

 今御指摘のあったような、そのデータの研究データ、やっていくときのその取扱いに関

しては、ちょっと今期だけで扱うのはなかなか、もう残り少ないので、できれば来期以降、

そういう検討をするような委員会を、また課題別などで立ち上げていただいて検討してい

ただければというふうに思います。非常にそこの部分に関しましては、実際に同意を得る、

どういう同意書を用いたらいいとか、なかなかテンプレートもないので、そういうものを

学術会議から示していくというのは非常に重要であるというふうに考えております。 

 御指摘ありがとうございます。 

 

○大西会長 いかがでしょう、もうお一人ぐらい、もしありましたら。あと自由討議のと

きにこの問題を取上げていただいても結構かと思います。 

 どうぞ。 

 

○岩本康志会員 第一部、経済学分野の岩本でございます。先日、ある社会科学系の学会

で、社会科学の方でフィールド実験が最近普及してくるようになりまして、このご報告の

中だと研究データ管理基盤の必要性というのが指摘されていたんですけれども、そこで懸

念されているのはパブリケーションバイアスということです。論文になった実験データだ

け広まって、論文にならなかった実験データが埋もれてしまうというふうな問題を避ける

ためには、全ての実験データを誰でもアクセスできるようにしておくというのは大事だと

いう話があったんですけれども、社会科学のフィールド実験といっても携わっている者が

非常に少ないものですから、その学会も会員数４００名ぐらいの規模でありまして、小規

模学会ではこういうインフラというのは、そもそも自分の体力では作れないという状況で

あります。先ほどのお話にありましたように、そういうことで外側（がわ）でインフラを

作っていただきたいというニーズは、社会科学の分野でも結構あると思うんですけれども、

具体的にどういうところでどういうものが作られるのか、今、ニーズとして必要になって

いますので、そのあたりの進むべき道というのが見えていましたら、少しお聞かせいただ

ければと思うんですけれども。 

 

○土井美和子委員長 ニーズがあるということを教えていただきまして、ありがとうござ
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います。そういう意味では、今あるJAIRO Cloudの機関リポジトリも、自分たちのところで

リポジトリのインフラを持てないというところに対応するものでありますし、そういうも

のの一環で研究データ基盤を確立していけるのが一番効率的であると思いますし、研究者

にとっても日本にとっても、それが一番いい方法かなというふうには考えております。 

 その後は、１０月１８日に学術情報基盤室の要請で議論をしてまいりますので、是非そ

のあたりも今後、議論を深めていければというふうに思っております。 

 

○大西会長 ありがとうございました。それでは、この議論についてはこのくらいにした

いと思います。 

 一つ、５ページ目のところに土井先生の「Open Data in a Big Data World」という、Ｉ

ＣＳＵ、ｉａｐ、ＩＳＳＣ、ｔｗａｓという国際的なアカデミーの組織がさらにまとまっ

て出したものがあります。これの裏書きというか、事後承認を日本学術会議はまだしてい

ないですね。これ、特にそのデンバーの会議で強く、なるべく早くサインしてくれと求め

られましたので、しかるべき検討をして進めたいというふうに思います。 

 土井先生、どうもありがとうございました。 

 

[審議経過報告③ 学術振興の視点から国立大学の教育研究と国による支援のあり方

を考える検討委員会] 

 

○大西会長 それでは、続きまして、審議経過報告として、学術振興の観点から国立大学

の教育研究と国による支援のあり方を考える検討委員会からの報告です。福田裕穂委員長

にお願いしています。よろしくお願いします。 

 

○福田裕穂委員長 それでは私の方から、この長いタイトルの、学術振興の観点から国立

大学の教育研究と国による支援のあり方を考える検討委員会、略して国立大学の在り方検

討委員会の説明をさせていただきます。 

 これは、大西会長の方から審議要請がございました。審議事項としてはこの２点につい

てです。１点目は現在の内外の経済・産業・社会及び教育研究の動向が非常に変貌してお

りますけれども、これが我が国の大学、特に国立大学に及ぼす影響について検討してほし

い。もう一点は、そういう中で、国立大学が教育研究において果たすべき役割、あるいは

国立大学の運営及び国による支援の在り方について研究をするようにというものです。な

かなか多岐にわたる、重要なテーマを検討するという課題を与えていただきました。 

 この委員の方は、ここに示しますように１６名ですけれども、この後、同時に動いてお

ります公的資金の検討委員会がございまして、そこの間の接続をよくするということで、

もう一名、二部の部会長の長野先生に加わっていただきました。ほぼ一部、二部、三部が

均等になるように委員の方に入っていただいて、検討を続けております。 
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 昨年の５月１８日に始まりまして、これまでに８回の検討委員会で検討をしております。

第２回、第３回では、現在の国の在り方を考えるということで、その中心的な政策を担っ

ているところの財務省の主計官の井藤さんの方から、「我が国の財政状況と大学予算をめ

ぐる課題」ということでヒアリングを受けました。第３回は文部科学省の、高等局の審議

官義本さんの方から、「今後の国立大学改革について」というタイトルで、ヒアリングを

受けております。 

 また、今年になりまして会長の方から、「少子化・国際化の中の大学改革」というタイ

トルで学術フォーラムを開いていただきました。その中では国大協の会長の里見先生の方

から、国立大学の役割と課題、取組について等々の現状での認識を教えていただきました。 

 これらを踏まえて、この４月に論点整理をいたしまして、その論点整理に基づいて、現

在、たたき台の作成を開始しているという、こんな状況でございます。 

 論点としてはこんなようなことを考えています。まず、検討の前提といたしまして、１

点目は国立大学の存在理由、何で国立大学必要なのか。２点目は、国立大学の中にあって、

その設立時から現在までにその環境は変わっているのか、環境が変わっているとしたら何

が変わっていて、何を問題にしなくてはいけないのか。特に最近の動向はどうなのか。こ

れは既に皆さん御存じのように、国の財政の悪化による、国の運営費交付金の減少、これ

は非常に大きな問題ですけれども、それだけではなく少子化の問題もございます。それか

ら、世界のグローバル化が進んでいるという問題もございます。こういうような前提をも

とに、では国立大学としてはどうすべきなのか。 

 現在の問題点といたしましては、今後考えなくてはいけない点を含めて六つほどここに

整理してございます。 

 １点目は、大学の財政基盤の弱体化と、それに伴って大学間の格差が広がっていること

です。また、何度もお話に出ておりますように、短期的政策が広がっていて、その結果と

して非常に大学が傷んでいることです。 

 それから、２点目は、グローバル化に向けた教育の遅れ。 

 ３点目は、こういうことを踏まえると、どうしても今、国立大学の新たな連携が必要な

のではないか。そして具体的に、どういう連携の仕組みがあるのかというところです。 

 ４点目は、学術の先端化や社会の発展に貢献するような研究教育というのが必要になっ

ているのだけれど、それは今十分なのか。あるいは、十分でないとしたら、どんなことが

考えられるのかです。 

 ５点目は、昨年来問題になっています、人文社会をどのようにしてこの社会にうまく生

かしていくのか。あるいは、この理系との融合はどんなふうなことがあり得るのか。 

 最後は、グランドデザイン。国立大学というもののグランドデザインは、今どのように

なっていて、もし立てるとすると、どういう場でどんなことが必要なのか。あるいは、こ

の学術会議の今の期間の中でグランドデザインを考えることができるのか等々について、

今、議論を進めました。 
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 この全てを提言に盛り込むことは、やはりこの期間内では難しいということで、この中

で幾つかを選んで、重要なものについて提言としてまとめましょうということになってお

ります。 

 この間に、幾つかの動きがございます。最近の国立大学をめぐる意見が、いろいろなと

ころから表出されております。最初に出たのは経団連から昨年の１月に出た、これはなか

なかよくまとめられていると私自身は思っているんですけれども、３０年後を見据えて一

体どんなことを国としてやらなくてはいけないかという提言が出ております。 

 それから、昨年の９月には国立大学協会の方から、「国立大学の将来ビジョンに関する

アクションプラン」というのが出ております。 

 また、文科省からの指針に対して、昨年、大西会長から人文社会の在り方に関する声明

が出ておりますし、昨年１１月６日にはＵＲ１１から、三つほどに絞ってこういう提言が

出ています。こういう中にはとても大事なポイントがございますので、そういうことも踏

まえて提言を今、考えている状況です。 

 現時点ではまだ完全にたたき台を作成している状態ですので、ここで詳しいお話をする

状況になっておりませんが、このようなスケジュールを今考えてございます。今月に第９

回目の検討委員会を行い、２月ぐらいまでにまとめて、一度ここで一般の方の御意見を聞

く。意見を聞くという場としてはフォーラムを開催したいと考えております。フォーラム

は２月か３月に行い、その上で最終的に提言の素案を３月ぐらいにまとめて、５月ぐらい

にはこれを提言としてあげていく。 

 まだたくさん議論の余地がございますので、是非先生方の方で御意見がございましたら、

先ほどお示しした委員の誰か、あるいは私の方に連絡を頂ければ、できるだけ取り入れる

方向で考えさせていただきたいと思っていますので、是非よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

 

○大西会長 福田先生、ありがとうございました。 

 今、御報告いただいた段階ということでありますが、今の段階でもし御意見が、あるい

は御質問がありましたらお願いしたいと思います。 

 どうぞ。お二人、手が挙がりましたので、では氷見山先生からですかね。 

 

○氷見山幸夫会員 国立大学に共通の課題について議論される場合に、とかく見落とされ

るといいますか、後回しにされてしまうのは、教育大学の問題です。国立大学全体の問題

は当然ありますが、しかし、その中でどうもやはり教育大、教育、これは後に回されてし

まうという傾向があることは、いつも私、懸念しております。 

 委員会の中にその教育大学を代表し得る方が入っておられるのかどうか、ちょっと心配

です。十分、教育大の状況は検討されているのでしょうか。 
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○福田裕穂委員長 例えば金子先生は教育関係にはかなりお詳しいので、金子先生からは、

そういう教育に関係する意見はあります。あと、佐藤先生も入っております。教育大学と

いう意味で言うと必ずしもこのお二人が全てを代表しているかどうかはちょっと難しいと

ころがございますけれど、教育に関連する様々な御意見は伺うことができているのだと思

っております。 

 必要であれば、御意見を頂けますれば、反映できるものは是非したいというふうに思っ

ておりますけれども。 

 

○羽場久美子会員 ありがとうございました。一部の羽場久美子でございます。国立大学

の改革状況のご説明、非常によく分かりました。ありがとうございました。 

 私立大学についてですが、日本の私立大学の知のレベル、ないしは知のインフラ整備が、

日本は世界に比べてかなり劣悪な状況であると思います。大手の私立大学でも、世界の大

学トップ１００の中では２００番台、４００番から７００番台というというような状況で

す。逆にアメリカやヨーロッパでは、ハーバードやオックスフォードなど、いずれも私立

大学がトップレベルを占めているという状況があります。 

 こうした状況を考えれば、将来に向けては、日本も私立大学を底上げし、可能であれば

大手私大を１００番―２００番台に上げていって、近い将来、世界トップ１００の中に食

い込むような戦略を、国公立とともに私立もあわせて作っていくというような御尽力もし

ていただけたらと思います。 

 

○福田裕穂委員長 御指摘どうもありがとうございます。実は私立についても検討はして

いないわけではなくて、例えばこれは大西会長が企画してくださいました今年の１月７日

の学術フォーラムには、慶応大学の塾長の清家先生に来ていただいてお話を伺っています。

そして、私立はこんなような状況になっているんだということを理解したつもりです。ま

た、ＵＲ１１の提言中でも、運営費交付金だけではなくて私学助成の点にも触れてござい

ますので、できる限り共通の土台に沿ったところも入れたいというふうには思っておりま

す。 

 ただ、余り拡散してしまうとなかなかまとめるのが難しいことになるのと、あと、やは

り私学には建学の精神があるので、そこに踏み込むのはなかなか難しいなということで、

大学共通の部分は大学共通として書くとして、国立大学としての政策とする方がいい場合

は、その国大としての政策として書くというような、そういう書き分けをできればしたい

と思っています。 

 おっしゃるとおり、私学も含めて今、大学は非常に難しい状況にあると思っていますの

で、できるだけその最初の書きぶりは共通の書きぶりでいけるといいなと思っています。

いずれにしても、最終的には、私学も入れた対策を学術会議で考える必要があるんじゃな

いかと思っております。今回の提言において書けるところは書きますし、足りないところ
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は多分、次期の委員会等でそれを踏まえたものも作っていくというのが必要になるのでは

ないかと思っております。ありがとうございました。 

 

○大西会長 どうぞ。 

 

○久保亨会員 第一部の久保です。スケジュールについてだけお伺いしたいのですが、会

員、それから連携会員に素案を示して意見を聴取するという、そういう期間は設定してい

ただけないのでしょうか。あるいは、設定するとしたらいつごろになるのでしょうか。 

 このスケジュールですと、４月の総会のときにはもう既に提言の案の確定というところ

になってしまいますので、我々は見守るしかないのか、それともこのフォーラムに出かけ

なければ意見を表明することはできないのかと、そのあたりのことを伺います。 

 

○福田裕穂委員長 できるだけ多くの人の意見は聞きたいというふうに思っていて、それ

はとても大事だと思っております。今のところ、かなりタイトなスケジュールで、これが

この期に提言が出せるぎりぎりになっていると思っています。 

 そのため、連携会員まで含めて全員にお話をするということを、この中には多分まだ盛

り込んでいません。さて、それをするかどうかというのは少し検討させていただけません

か。今のところ、このフォーラムのときにできるだけ広く意見を伺うということで、御意

見のある方にはフォーラムに来て意見を頂くということを考えていたんですけれども、ど

うでしょうか。 

 

○久保亨会員 もちろんフォーラムで意見を申し上げるというのもよろしいかと思うの

ですが、少なくとも会員レベルには素案の段階で、一斉メールなどで２１０人には示して

いただければ一番よろしいのではないでしょうか。つまり、この提言自体が日本の学術界

の中に影響力を強めていくためにも、会員までは意見を求めるという形をしていただくこ

とが大切かと思います。会員を通じて連携会員には伝わりますし、学会、学協会にも伝わ

ると思います。会員までは素案を示さないと、意見聴取のプロセスとして、限界が大きい

のではないかという、そういう印象を持ちました。 

 

○福田裕穂委員長 了解いたしました。そのような方向で考えさせていただきます。 

 

○大西会長 今、久保先生から御発言があった点は、ほかの委員会のまとめにも共通する

問題を含んでいると思うんですけれども、今のところ、学術会議の仕組みの中には、基本

的にはそれぞれの部から推薦されて選ばれた――あるいは副会長も推薦できますが――委

員から構成される委員会で審議を尽くして、査読を経て、幹事会で最終的には決めて、発

表するということなので、その広く学術会議の会員、連携会員から意見を聞くという、そ
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ういうプロセスというのが明示的には入っていないんですね。 

 全部についてやるのはなかなか大変だというふうにも率直に思いますけれども、この問

題とか、あるいはこの数か月議論している安全保障と学術の問題ですね。こういうものに

ついては何らか、そういう仕組みを考える必要があるのかなという問題意識を持っていま

す。 

 例えばフォーラムというか、シンポジウム等で割と自由に発言いただくようなやり方、

つまり講師が一方的にしゃべるのが中心ということではなくて、むしろ会場に来た方の意

見交換を主体としたような運営の仕方をすることで、多様な意見というのをそこで吸収で

きるというやり方もあると思いますが、そのほかにどういうやり方が一定の期間の中で考

えられるのか、検討したいというふうに思います。 

 短く、じゃ、お願いできますか。すみません、どうぞ。 

 

○山川充夫会員 一部の山川です。先ほど、教育大学、あるいは私立大学の話が出ました

けれども、国立大学ミッションの再定義ということで、いわばＧ型を選ぶのか、Ｌ型を選

ぶのかという、こういった動きが明確になっているわけですが、今日の話を伺いますと、

どうしてもそのＧタイプのものに話が集中しているのかなというふうに思っています。そ

の面で、旧来的な言い方をしますと、いわゆる地方国立大学ということの存在意義という

ことも是非、検討していただきたいというふうに思います。 

 

○福田裕穂委員長 ちゃんと、それ、この中ではちゃんと明示的に出してありませんけれ

ど、十分に検討することになっております。どうもありがとうございます。 

 

○磯部雅彦会員 ただいまとほぼ同じ趣旨でございます。公立大学法人あるいは公立大学

と、地方型を選んだ国立大学との関係が、今やや曖昧になっているかと思いますので、も

う言わずもがなだったとも思いますけれども、頭に置いていただけたらというふうに思い

ます。 

 

○福田裕穂委員長 どうもありがとうございます。 

 

○大西会長 こうした大学を中心とした研究機関の在り方については、今の福田先生の委

員会と、もう一つ、研究資金に関する委員会というのも、これも、ちょっと長いタイトル

ですが動いております。両側面からアプローチして一定の成果を出したいと思っています。 

 それでは、福田先生の報告については以上とさせていただきます。福田先生、どうもあ

りがとうございました。 
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[各部活動報告] 

 

○大西会長 それでは、少し時間が押し気味でありますが、続いて、各部における活動状

況の報告を、３人の部長の先生からお願いいたします。 

 資料はお手元の年次報告を参照していただきます。 

 それでは、第一部は昨日、新たに杉田先生が第一部長に御就任されていますので、御紹

介方々、御報告していただきます。お願いします。 

 

○杉田第一部部長 ただいま御紹介いただきました、杉田でございます。前部長小森田会

員が定年になった関係で、残任期間を務めることになりました。よろしくお願いいたしま

す。 

 第一部につきましては、お手元の活動報告の９ページから１０ページにかけてでござい

ますが、まず、部会の構成につきましてはそこに書いてあるとおりでございます。 

 今期、特に人文・社会科学の振興――先ほどのお話とも関係いたしますけれども――な

どを中心として活動を行っております。 

 ２年目の活動報告でございますけれども、総会、部会、夏季部会等が開催されたことは

当然でございますが、先ほどの文科省通知との関係で、２０１５年７月に公開シンポジウ

ムを行いましたが、それに続くシンポジウム、これを本年の８月１０日から１１日に開催

いたしまして、そのプログラムがちょっと見づらいですけれども、１０ページの下に絵が

出ております。 

 そのほかに、高等学校新科目として「歴史総合」及び「公共」が作られる方向ですけれ

ども、これに関連して、その審議に反映させるためのもろもろの提言等が行われておりま

す。 

 その他の各分科会、各委員会における活動報告としてのシンポジウムは９ページから１

０ページについて書いてありますけれども、その中でジェンダー関係などを中心に様々な

活動報告、シンポジウムが行われました。 

 人文・社会科学のあり方に関しましては、その１０ページ真ん中あたりにも書いてござ

いますけれども、私どもの考え方、人文・社会科学の現状、その問題点と、それに対して

どのような対策といいますか、どのようなことを我々として今後、人文・社会科学のある

べき姿として考えるかということについて、何らかの見解を示す必要があるだろうという

ことで、現在その検討を分科会で行い、あわせて本日の部会等でも議論をさせていただい

ております。 

 また、「科学と社会のあり方を再構築する分科会」、これが現在審議中でございまして、

いわゆる震災後の失われた科学への信頼を回復するということ、特に第一部の立場から社

会の中にどのように科学が位置付けられ、社会に発信して行くべきかということについて

検討をしております。 
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 その他、若手アカデミーとの連携を進め、また、学協会との関係では特に、これは人文・

社会科学の振興だけの問題ではないんですけれども、日本学術会議が改めて様々な学協会

と関係を強化すべきではないかということで、学協会、これは協力学術団体もございます

けれども、様々な分野の学会連合のようなものとの連携に努めながら、先ほどから申して

おります人文・社会科学の今後について議論している、そういう状況でございます。 

 以上、簡単ですが、御報告といたします。 

 

○大西会長 どうもありがとうございます。 

 部からの報告については、３人の部長さんに報告していただいた後、一括して、御質問

があったら受け付けたいと思います。 

 それでは、杉田先生ありがとうございました。 

 次に、第二部の長野部長から報告をしていただきます。 

 

○長野第二部部長 第二部の活動報告に関しましては、スライドを用いてさせていただき

ます。冊子の方は実は締切りが１か月ほど前でしたので、少し古いデータなので、スライ

ドの方でバージョンアップしたものを示させていただきます。 

 御存じのように第二部は生命科学及びその関連の分野を担当しておりますけれども、分

野別委員会として、ここに示しますように全部で九つございます。また、環境学委員会は

第三部と共同でやっておりますので、全部で１０個ということになります。分科会数とし

ては、ここに示しますように、一つは部附属の附置の委員会として、「生命科学における

公的研究資金のあり方検討分科会」がありますので、全部で８９の分科会が活動をしてい

ることになります。 

 生命科学研究の進展及び充実ということでありますが、今年の４月から９月までの半年

間の活動の報告をさせていただきます。何と言いましてもこの第二部にとりまして大きな

話題としては、昨年の４月に発足いたしましたＡＭＥＤですね。日本医療研究開発機構、

これと生命科学研究の在り方、また、問題点として研究倫理、あるいは生命倫理と生命科

学研究の在り方、さらには生命科学研究における大型研究計画、これは第三部の物理系と

は少し色彩が違いますので、これの在り方です。それから、人材の育成ということも非常

に重要な問題、ポスドク問題ですね。それから、東日本大震災復興の支援ということで、

いろいろな方面から放射能汚染、廃棄物、そういったものと生命科学研究の関わりから議

論しております。 

 半年間で、現在ではこの提言は、国立大学自然史博物館設立の必要性の１件だけですが、

急にここ四、五日提言が出てまいりまして、現在私の手元で３件抱えておりまして、恐ら

くこれからの１年間で３０件以上、第二部として出てくるだろうと予想されております。 

 昨日にも報告がありましたが、国際活動への取組ということで、２０１６年のＧサイエ

ンス、ここでは第二部からの中心的なテーマとして脳研究を取上げていただきました。脳
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研究に関しましては現在、アメリカ、ヨーロッパ、また日本もそうですが、ビッグサイエ

ンスプロジェクトとして進行しているところでありまして、昨年はたしか感染症だったと

思いますけれども、今回のこの脳は、脳の理解、疾病からの保護、国際的な脳関連リソー

スの開発を提案するなど、積極的な活動を行ってまいりました。 

 部会での話題は、ここに書きました。これ一々全部説明いたしますと非常に時間がかか

りますので、特に第二部が中心的に行ったことに関しまして四つばかり取上げて説明をさ

せていただきます。 

 第二部の開催のシンポジウムは、ここに一覧表を示しました。全部で半年間で２５件で

すから、１か月で４件ぐらいでしょうか。そうすると１週間に一回平均で公開シンポジウ

ム、ワークショップ等が開かれているという、これは恐らく第一部、第三部も一緒のでし

ょうから、日本学術会議としては１週間に平均して三つ、四つ、公開シンポジウムを開い

ているという、非常にアクティブな活動であると思います。それに対しまして、一般社会

からは日本学術会議が何をやっているかよく分からないというのは、これはどのように理

解したらよいの戸惑うところです。日本学術会議はすごい活発に活動をしていると私は思

います。この点に関してはもっと大きく宣伝した方がいいんじゃないかなと、会長の方を

見ながら言っておりますけれども。この中で青くマークしたところはこの後説明をさせて

いただきます。 

 一つ目は、今申しましたＡＭＥＤに関することであります。これはワークショップとし

て、７月２６日にこの講堂で行いました。ここに書いてありますように、昨年の４月に発

足いたしました。このワークショップに関しましては、和泉内閣総理大臣補佐官にも来て

いただきまして――現在、内閣官房の健康・医療戦略室長も兼任していらっしゃいますけ

れども――、御挨拶ということだったんですけれども、実際には御挨拶ではなくてスライ

ドを使って１５分ほど講演をしていただきました。その講演ではこのANMEDの成り立ちから

始まりまして、その将来展望についても語っていただき、非常に珍しい講演になりました。

それ以外にも、いわゆるＡＭＥＤの執行部、執行役の菱山さんを初め、あるいはＰＳ、Ｐ

Ｏ、ＰＤも参加していただきまして、かなり内容の濃いパネルディスカッションになった

かと思います。もちろん講演もありました。 

 ＡＭＥＤに対しまして、第二部として実際にどういう在り方が一番いいのかということ

を議論しました。大隅先生もかなり強調されましたが、一般には基礎研究の重要性という

ことがかなり強調されておりますが、AMEDはどちらかというと応用研究のトップダウン型

のお金が出てくるところと思いますけれども、その辺の兼ね合いについて議論をしたとこ

ろであります。 

 次は、ゲノム編集技術。これに関しましては前回もお話をさせていただきました。しか

し、この半年間でまた技術の進展は著しく、私の予想以上に進展しております。多くの生

命科学の学会でも、普通の技術として若い研究者が一般講演でこのゲノム編集を用いてこ

ういったことをやったということが報告されており、この先、あと半年でどれぐらいまで
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行くのかということが懸念されるところであります。 

 もちろん非常に有用なこともあります。治療にも使えるのではないかということ。既に

農産物にも使っているところもあります。しかし、その一方で、御存じのように、今、い

わゆる生殖細胞に対するゲノム編集、これは技術的にもまだ十分ではないと共に、解決す

べき倫理上の問題点、いわゆる生命倫理上の問題点というのが、いろいろな学会等から出

ております。しかし、先に述べましたように実際にちょっと技術を学べば誰でもできる技

術になっておりますので、非常にリスキーといいますか、生命倫理上、迅速な対応が求め

られる状態になっています。 

 これに対して、特に、もとは第二部の附置の委員会だったのですが、より幅広く専門家

を集めて議論したいということで、課題別委員会に衣がえして、医学・医療領域における

との観点に絞った形で「ゲノム編集技術のあり方検討委員会」が設置されたのは御存じだ

と思います。それに関しまして、特に夏季部会におきまして、このような公開シンポジウ

ムが行われました。具体的には、ゲノム編集を用いた医学・医療分野における基礎・応用

研究の現状の分析、生殖細胞、受精初期胚を対象にしたゲノム編集技術を用いることの生

命倫理上の問題点の検討、ゲノム編集技術を用いた医学研究とその臨床応用に当たって留

意すべき基本的な考え方の検討ということについて、突っ込んだ議論をしております。 

 さらに、これは先ほども紹介されましたが、第二部幹事の福田先生、中野先生が中心に

なって行われた人材育成の問題です。人材育成は常に問題として取上げられるのですが、

なかなかすっきりとした提案ができません。それはどの部も一緒かと思います。これに関

しまして、ポスドクの問題として、特に若手生命科学研究者のキャリアパスについて考え

るということで、具体的な問題として、卓越研究員制度の現状と未来、そして更なる可能

性ということを議論していただきました。 

 卓越研究員制度というのは非常にすばらしい制度であるという一方で、生命科学にとり

ましては、実はこれ、先ほど福田先生にお聞きしましたら、２５倍の競争率だったそうで

す。だから、採択率４％ということですね。極めて狭き門。また、これは獲得してからそ

の先がどうなっているのかということに関していろいろ問題点があるようですが、平成７

年に第１期科学技術基本計画の一環として施行されたポスドク１万人計画の当初の数値目

標は、平成１１年に達成されました。その後、ポスドク数は更に増加して、現在１万６,

０００人を超えています。御存じのように、その一方で大学の若手教員数や企業における

博士取得者の採用数に伸びは見られず、ポスドクは行き場を失っている状態にあります。

特に生命科学においては非常に大きな問題になっています。 

 この状況は、学生の進路決定にも負の影響を与えており、我が国の科学技術立国として

の将来に暗い影を落としていると言えます。 

 この学術フォーラムでは、優れた研究者が独創的な研究に専念できる環境を整備するこ

とを目的として、ポスドク問題を議論すると共に、今言いました今年度より施行された卓

越研究員制度を共有し、より効果的な運用の可能性を探る場として、議論が行われました。 
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 これ、最後のスライドですが、今回の第二部の部会の中心的な話題の一つに、先ほど土

井先生のオープンサイエンスのときの発表に、山脇先生の方から質問が出ました、いわゆ

る個人情報保護法の改正、これについて議論を行いました。これはどういうことかと言い

ますと、この個人情報保護法は情報化の急速な進展により、個人の権利、利益の侵害の危

険が高まったこと。国際的な法制度の動向等を受けて、平成１５年５月に公布され、平成

１７年４月に全面施行されました。その後、情報通信技術の発展や事業活動のグローバル

化等の急速な環境変化によって、個人情報保護法が制定された当初は想定されなかったよ

うなパーソナルデータの利活用が可能になったことを踏まえて、定義の明確化、個人情報

の適正な活用、流通の確保、グローバル化への対応等を目的として、昨年２７年９月に改

正個人情報保護法が公布されたわけです。恐らく今の予定ですと、来年の春にこれが施行

されるということになっている予定であるそうです。 

 医学研究、この医学研究における個人情報の取扱い等に関する合同会議の開催というの

は、この４月に設置されました。医学研究についてはこれまで、各種指針を策定し、個人

情報の取扱い等について研究者が遵守すべき事項を定め、研究の適正な実施に努めてきた

ところであります。そして今、上記のこの平成２７年９月に個人情報保護法の改正が行わ

れたわけです。それを踏まえて、医学研究における遺伝情報を含む個人情報の適切な取扱

いを確保するため、必要な指針の見直し等を行う必要があるということで、この合同会議

が設置されたわけですが、つまり、ここに文部科学省、厚生労働省、及び経済産業省で、

医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議を開催して検討を行うことにな

ったと。現在までに８月の時点で５回開催されておりまして、そして、日本医学会連合の

髙久先生より、合同会議への要望書が提出された状況にあります。 

 第二部としては、非常に関連が深いということでありまして、今回の部会では、文部科

学省のライフサイエンス課のこの問題を担当しております、生命倫理・安全対策室の室長

である杉江室長をお呼びして、この問題の説明を行っていただきました。その後に議論を

行いまして、大体１時間強にわたって、この個人情報保護法改正、その指針の見直しのポ

イント、問題点について議論をしたわけであります。今後これに関しまして第二部として

どういう形で検討していくかということが、第二部会の中、役員を含めて議論をしていき

たいというふうに考えております。 

 この半年間の活動報告でした。 

 以上です。 

 

○大西会長 先生、どうもありがとうございました。 

 それでは次に第三部、相原部長に活動報告をしていただきます。 

 

○相原第三部部長 では、三部の報告を簡単にさせていただきます。 

 三部は、活動報告のこの総合のやつの１３ページと１４ページですけれども、それの抜
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粋の方をＰＤＦを使って説明させていただきます。 

 いつものことですが、部会、拡大役員会、それから三部は学協会、関係学協会との連絡

協議会というのがありまして、余り頻繁には開けないのですが、今回６月２４日に分野別

委員長プラス学協会の代表との意見交換をさせていただきました。 

 提言等については、詳細は１４ページを見ていただきたいんですけれども、数としては

やはり提言が２、それから報告５等がございます。あと記録が２ですけれど、ここに書い

てあるのは例でございますので、教育関係、それから、ここでも原子力事故等のが引き続

きありますし、それから防災・減災についての活動も引き続き、今期、特に前の期から、

大西会長の期からずっと続いておりますので、それの報告と、提言、報告等が引き続き出

てきます。これはイグザンプルということで。 

 特に２３期では、ここに書いてある科学と社会との連携ということを重視しようという

ことで、「科学技術の光と影」、これを明らかにしたいという分科会が立ち上がっており

ます。これは、光と影を明らかにするという意味は、影をなくすとかそういう簡単な話で

はあり得ないんですけれども、それを学者の中だけで話し合っているのではなくて、でき

れば、なるべく、この言葉では生活者、あるいは市民という言葉をシンポジウムでは使っ

ていますけれども、いわゆるノン学者という人たちとお話をしながら、光と影があるんだ

よということを話していくということになります。影の部分も明らかにしていくというこ

とを続けております。これはもう、ですので、何か提言になるとかいうのではなくて、こ

の期間のいわば運動ですね。三部としてこういう運動を続けていくということになってい

ますので、ここから残りの１年も続けていくこととしております。 

 その中でも特に有効な方法としては、皆さん、ほかの部もそうだと思うのですが、夏季

部会の市民公開講座、この場所を使うというのは非常に有効だということが分かっており

まして、今年は８月に、この「市民との対話から考える科学技術と自動運転システムの未

来」ということで、豊橋技術科学大学と一緒に共同主催で市民講演会を開きました。講演

者はここに書かれているように、梶田さんも基礎科学の代表ですけれども、立場からこの

話をしていただいて、それから、トヨタの副社長さんですね、加藤さんが、自動運転とい

う。自動運転、正に非常にタイムリーな話題だったので、結果として会は非常に盛り上が

ったんですけれども、その話と、それから下條さんはロボットとかＡＩとか、そういうも

のの専門家でございましたので、Ｃａｌｔｅｃｈの先生ですが、このお三方を招いて講演、

そしてパネルディスカッションですが、そのときに、ここにも書いてあるんですけれども、

昨日も大西会長から少し紹介があったかと思いますが、この会議、愛知県、あるいは豊橋

技術科学大学の御協力を得て、若い人がたくさん来ていました。我々年とっているので、

若い人が来ると非常に興奮するわけですよ。こちらが興奮するわけですけれども、そうい

う効果もあって非常に盛り上がったということがありまして、極めて活発な議論がありま

した。ここの様子を、これは梶田さんの様子と。 

 特にこの、やはり自動運転というところで結構いろいろな、やっぱり、科学技術サイド
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からするといいことと、それから、極めて素朴な質問とかが出て、なかなかおもしろかっ

たのですけれども、例えば自動運転、これが実現されると私は免許取らなくていいんです

ねと高校生が言うわけですけれども、それはちょっと違うんじゃないかなという意見と、

そういうことも出てくるのかなという意見で、これは何が結果的に起こるかよく分からな

いんですけれども、そういうような結構素朴な反応もあって、これはなかなか考えていく

全体のシステムを実際には設計していく上で、実に重要なポイントかというのを、トヨタ

の副社長さんもおっしゃっていましたし、下條さんもまた、特にＡＩを進めていく上でど

ういうことが話題になるか、課題になるかということをおっしゃっておりました。 

 私の方からは、簡単でしたけれども、特にこの夏季部会というのが経験上、非常に、去

年も実は防災・減災で高知工科大学でやらせていただきましたけれども、極めて有効な学

術会議の活動かなと思います。要するに会員がどこかに行って、直接そこの人たちと話を

するというのはなかなかないので、今後もこれはうまく使って、先ほど御指摘もあったよ

うにパブリックに我々の活動を少し知ってもらうというのに有効に使いたいと思っており

ます。 

 私からは以上でございます。 

 

○大西会長 ありがとうございました。相原部長からの報告でありました。 

 今ちょうど紹介がありましたけれども、夏季部会、私が所属する豊橋技術科学大学のあ

る豊橋の駅の近くの会場でやったわけですけれども、ちょうど１０月３日に私どもの大学

の４０周年記念の式典等がありまして、そのときに愛知県の副知事さんでしたけれども、

知事の代理で挨拶をしていただきました。そうしたら、その真っ先にこの８月２日のイベ

ントのことに触れて、県の集計だと１００人の県立高校生プラス一部私立の高校生が参加

して、非常にその呼びかけた高校の教員等から反応がよかったと、非常にいい機会を作っ

ていただいたということでお礼を言われましたので、かなりこれは反響があったのかなと

思います。ありがとうございました。 

 それでは、今、３人の部長さん、それぞれちょっと違う体裁で報告をしていただきまし

たけれども、何か部の活動について御質問等がありましたらお願いいたします。 

 特になければ、この後自由討議を予定していますので、その中でそうした部への質問等

も入れていただくということにいたしたいと思います。 

 

[自由討議] 

 

○大西会長 それでは、今ちょうど２時５０分でありますので、１時間強。今日はこの会

議、総会は４時３５分ごろまでを予定しています。最後に自由討議の後に二つ、非公開を

含めて議題がありますので、当初の予定ではそこに１時間とってあるんですけれど、そこ

まで要らないのかなと思いますので、およそ今から１時間程度、当初の予定どおりですが、
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自由討議の時間としたいと思います。 

 ここではいろいろな御意見、会員の皆さんから出していただくということを中心として

進めていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 テーマが幾つかあろうかと思いますので、最初に口火を切った方のテーマに少しつき合

っていただいて、一段落した次のテーマということで、時間の許す限り進めるというふう

にしたいと思いますが、そんな進め方でよろしいでしょうか。 

 それでは、御自由にこれから御発言を頂きたいと思います。と言うとなかなか口火が切

りにくい。どんな点でも……どうぞ。 

 

○須藤靖会員 第三部の須藤です。大西先生にそう言われると、とてもしゃべりづらくな

るわけなんですけれども、安全保障と学術に関する検討委員会という報告がありましたの

で、それについての意見を述べさせていただきたいと思います。 

 私は第三部の夏季部会のときに、小森田先生がまとめられたこの検討委員会のレポート

を読んで、非常に包括的ですばらしいまとめになっていると感じました。昨日、杉田先生

からさらに、その要旨、あるいはその後の委員会の経過報告を頂いて、これもまた非常に

よいまとめであると思いました。しかし、私の経験では、報告自体が素晴らしい場合には、

むしろ皆さんが同じようなことを考えていると安心してあえて意見を言わないということ

が多いような気がします。そこで仮に皆さんが当たり前だと感じられようと、あえて私の

意見を述べさせて頂きます。このレポートに書かれているように、まず、５０年及び６７

年決議以降の状況変化をどう捉えるかです。そこには本質的な変化はないと考えられるの

ではないかとの意見が多数だと書かれており、私も賛成です。したがって今回、学術会議

は基本的に過去の決議の再確認をするべきであると思っております。 

 この話を掘り下げて行くと、最初の杉田先生のまとめにもありましたように、軍事利用

と民生利用、あるいは現在多様な方面で進化し続けている科学を軍事と基礎という観点で

明確に切り分けられるのかという非常に大きな問題をはらんでいます。しかし、そもそも、

物事は必要以上に一般化し始めるときりがありません。まずは原理原則を明確にすること

が大切です。５０年、６７年に学術会議がこのような決議を出した背景も同じでしょう。

そして、軍事研究と基礎研究の間の関係が一層複雑かつ微妙になっている現在であるから

こそ、過去の決議を再確認することの意義は大きいものと考えるものです。そして、軍事

研究と基礎研究の線引きをどこにするかは、研究資金の提供元で区別するのがもっとも分

かりやすいのではないかと思っています。 

 私の年代よりも上の先輩方は、日本の過去の経験にもとづいて、軍事研究と基礎研究を

意識的に切り分ける重要さを理解しておられた。そしていったんその境界があいまいにな

ると非常に危機的な状況に陥ることを懸念していられた。それがこの学術会議の決議を生

んだのだと理解しています。そして、その決議のおかげで、私を含む世代以下の人々は、

もはや意識せずともまた努力せずとも、基礎科学と軍事研究がミックスしないという状況
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を当たり前のように思っています。しかし、実はそうではなく、不断の努力を継続して初

めてそのような状況が実現していることを再認識することこそ大切なのだと思います。 

長くなりましたが、以上です。 

 

○大西会長 昨日報告がありました安全保障と学術に関する検討委員会、これは昨日も申

し上げましたけれども、部会の前に報告をしていただいて、部会で議論するということを

想定していたわけでありますが、もし部会で議論があって、どなたかその部会の模様をこ

こで紹介していただくことができれば、三つ別々にやっていた部会の共有、討議内容の共

有ができるかと思いますが、いかがでしょうか。そういうことをお約束していたわけでは

ないんですけれども。 

 第一部の方で、どなたかそのまとめのような、あるいは紹介ができれば。杉田先生、い

かがですか。 

 

○杉田第一部部長 私、第一部長であり、かつ、この委員会の委員長ということなので、

ちょっと立場が難しいんですけれども、昨日１時間ほど、第一部ではこの問題について専

ら議論が行われまして、その中では今、須藤先生からお話があったような、やはり基本的

に構造は変わっていないのではないかという御指摘が幾つか出されたということでござい

ます。 

 それから主には、やはり、このアジェンダで言いますと５に当たるんですけれども、研

究適切性の判断というものが、個々の科学者に委ねられるのかどうかという問題がかなり

関心の中心となりまして、研究の自由というのはもちろんあるんですけれども、しかし、

個々の研究者が研究費等を獲得できるかという、それだけの観点から自由に判断するとい

うことであっていいのか、それだけいいのかどうかということで、やはりこの何らかの、

より組織的なというか、機関的なところで判断することが必要ではないかという議論も複

数出されていたというふうに記憶しております。 

 それから、この委員会における議論が技術的な議論になっているんじゃないかという御

批判もあったかと思うのですが、私どもは必ずしも技術的ということではなく、できるだ

けディテールから入って全体に考えを及ぼしていきたいと思っております。また、もう少

し世界的な観点で、日本の研究をどうするかというだけではなくて、ある意味で言うと世

界における軍事的な圧力を弱めていくとか、そういう方向性で考えるべきではないかとか、

そのような御意見も出ておりました。 

 その他、このアジェンダ、私のまとめたような論点と重なる御議論もかなり頂いたとい

う印象でございます。 

 簡単ですけれど、以上でございます。 

 

○大西会長 第二部ではいかがでしょうか。議論があったでしょうか。 
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○長野第二部部長 第二部におきましては、今、杉田先生が話された、そのアジェンダに

基づいて、また、夏季部会で議論した第二部での意見をまとめて、委員会の方に提出して

おります。副部長の大政先生が、やはりこの検討委員会の副部長ですので、ただ、前回、

大政先生はちょっとお休みされたんですね。 

 第二部の方でこれについて安全保障の議論をいたしましたが、ここで特に御報告するほ

どの意見は出ておりませんでした。 

 大政先生、もし追加の発言がありましたらお願いしたいのですが。 

 

○大西会長 いかがでしょうか。 

 

○大政謙次会員 今日の部会では報告をしただけで、特に会員からの御意見はございませ

んでした。 

 夏季部会の内容につきましては、既に報告をしておりますので、そちらを見ていただけ

ればと思います。 

 

○大西会長 ありがとうございます。報告された議論がかなり時間をかけて行われたとい

うことでありますので、これについてはそういう報告でありました。 

 第三部ではいかがでしょうか。お願いします。 

 

○土井美和子会員 第三部も論点としては夏季部会で行って、それを８月２４日の安全保

障の委員会で御説明、御報告いたしましたけれども、それと大筋は変わらない、それをも

う一度重ねて議論するというものが多くありました。 

 一つは、デュアルユースの線引きに関して、線引きはできないという話と、それを議論

することは必要ないのではないかという議論もありました。 

 また、あともう一つは、先ほど杉田先生からもお話がありましたけれども、安全保障の

委員会ではアジェンダに従って分析して議論を進めておりますけれども、そういう議論を

する・しないにかかわらず、科学者としての矜持、節操というのが大事である、そういう

本質を議論すべきであるというような意見も出ております。 

 以上です。 

 

○大西会長 それぞれ、この部会、２日間の部会でも議論していただいた概要について報

告していただきましたが、それを踏まえて、それではまた皆さん自由に、御発言がありま

したらお願いします。ちょっとこの議題を取上げたいと思いますので、このテーマについ

て御発言がある方は挙手をお願いします。 

 どうぞ。 
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○兵藤友博会員 一部の史学の兵藤です。それぞれの部のお話があった上での話で、それ

を何か深めるような話になるのかどうか、心もとないんですけれども、昨日来、考えてい

たんですけれども、やはり安全保障と学術という、こういうキーワードで捉えていくとい

う、そういうラインもあるかと思うんですね。ただ、安全保障という、このカテゴリーと

いうのは、どういうふうに押さえていくのかというはなかなか難しいわけですね。 

 私は科学史をやっていまして、科学史では、科学と軍事とか、あるいは科学者の社会的

責任とか、そういうラインで捉えることが多いわけですね。だからといって、私がここで

お話しすることが何か科学史分野の標準的な話というふうに受け取られても困るわけです

けれども、できるだけ手短にお話ししますけれども、やはり科学と軍事というものがこの

歴史の中でどう絡み合っていたのかということを、きっちり押さえておく必要があるだろ

うと。 

 一つの話題を出しますと、ガリレオという皆さんよく御存じの方がいますね。ガリレオ

は望遠鏡を発明したわけですね。ガリレオは何をしたのかというと、望遠鏡を発明して、

月だとか惑星だとか、そういう科学研究をしたわけですね。そのガリレオの望遠鏡に、町

の有力者はどういう興味を持ったか。その中には、これは敵の偵察用に使えるんじゃない

かと。これは１７世紀の話ですけれども、、そういう科学と軍事とか、科学と社会という

問題が、まだ組織だっていない時代で、こうやって展開される、まだ途上の時期だという

ふうに考えています。。 

 それで、科学と軍事の絡みが端的に、ただかみ合ってくるという言い方はちょっとおか

しいんですけれども、やはり２０世紀だと思うんですよね。皆さんがよく御存じのエジソ

ンも、実は第一次世界大戦のときに要請されて、アメリカの海軍顧問委員会の会長になる

んですよね。エジソン自体がやったことは潜水艦の探知をやったそうです。ほかにも有名

な話は、皆さんがよく御存じのドイツのフリッツ・ハーバーの毒ガスの開発なんかありま

す。 

 このように20世紀の一次大戦になると、戦争と科学というものがちょうどクロスして

くる。御存じのように、２０世紀の科学というものと、一方で実際の技術というのは複合

化していて、科学研究というのが何か役立つというか、だからデュアルユース問題という

のもそこで出てくるのかもしれません。 

 それで、私たちの研究者仲間でよく指摘されるのは、一次大戦のときには、先ほどのよ

うにエジソンが要請されるということは、政府の方がそういうふうに位置付けたというこ

とだと思うんですね。もう少しそれが一般化してくるのが１９３０年代ぐらいで、科学と

いうのが国家の資源として政府が位置付けてくる。それで、皆さんよく御存じのマンハッ

タン計画、あるいはレーダー研究とか、計画的、組織的に取り組まれるわけです。 

 ということで、二次大戦のときの科学と軍事の絡みの問題です。お時間の関係もありま

すから、一例を出せば、例の加速器研究をしていたローレンスですけれども、彼の研究所
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はカリフォルニア大の放射線研究所で、５００人ぐらいの所員がいたんですけれども、確

か１９４２、３年、研究所はマンハッタン計画の指定を受けていたわけですけれども、５

００人の所員の中で、自分たちの研究がどういう研究であるかというのを分かっていたの

は全員じゃないんですよね。数％しか分かっていなかった。 

 だから、これがある意味では今度の安全保障技術推進制度、このアメリカの話は同時進

行で、要するに集中化した話ですけれども、今の研究推進制度の話はこれから３年とか４

年とかそういう形で展開していくわけですけれども、明白な軍事研究じゃない、基礎研究

ですよと来るんだけれども、それでは、それがどういうふうに今後使われるんですか、将

来どうなるんですかと。そこのところは資金を提供する側（がわ）と、資金をもらう側が、

とりあえずこういうつもりでいましたということで、明白な軍事研究ではないとか、これ

は基礎研究だからいいのではないかと、こういうことで一応論理としては成り立つんでし

ょうけれども、客観的に、社会的に見てそういうことがどういうふうに評価されるかとい

うことが、やっぱり考えることが必要なんだろうと思いますね。 

 この放射線研究所の話は、安全保障技術研究推進制度と一緒にしてはいけない面もある

でしょうけれど、私の研究分野から言うと、ダブって見えてくる。自分たちのやっていた

ことが、ことにマンハッタン計画の指定を受けていたことを知らなかった若い研究者は基

礎研究だと思っていたけれども、原子爆弾につながったと、こういうことですよね。その

ことが初めて、１９４４年とか４５年とかになってはっきりしてくる。ですから、物理学

者が戦後軍事に対してそういう動きをとってくるというのは、やはりそういうプロセスの

中で、自分たちの科学研究というのは何かということが、やっぱり見直されるということ

なんだと思います。 

 ただ、７３１部隊の関係は、私の専門ではありませんけれども、なかなかその辺の見直

しというか振り返りというのは、かえって第二部の先生方の方でお詳しい方がいらっしゃ

るのかもしれないですけれども、そういうことには行かなかった、例のエイズの問題を引

起こす、そういう製薬会社も、戦後出てくるわけです。 

 このように科学と軍事が絡んでくるわけですが、国家資源としての科学というところで、

政策の側（がわ）はそういうふうに位置付けてくるわけですけれども、私たち科学者の側

（がわ）は、どういうふうにその問題を捉えて、科学者目線から見てどうなのかというこ

とを、よく見直す必要があるんじゃないか、どういうふうな分析をしたらいいのかと思い

まして、参考にお話ししました。 

 以上です。 

 

○大西会長 どうもありがとうございました。 

 ほかに御発言がありましたら、お願いいたします。 

 御承知のように、これは委員会が発足して何回か、これからどういう議論をしていくか

ということについても昨日杉田委員長から報告が、今後についてということでありました。
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来春には一定の審議のまとめを踏まえて、シンポジウム等を行って、会員、連携会員、あ

るいは一般の方からの意見を伺うような機会も作りたいということで、来年の４月の総会

に向けて何らかの意思の集約を提案したい、模索するということであります。そのくらい

にある程度の集約ができないと、今期中にまとめるのが難しいということになります。 

 議論の経過については、これはかなり詳しい議事録を割と早くまとめて公表するという

ふうにしていますので、この委員会のホームページを御覧いただくと、翌日というわけに

はいきませんけれども、そんなに時間を置かずに審議の模様がお分かりいただけると思い

ます。是非そういうものも御覧いただきたいと思います。 

 特に御発言、この点についてなければ、もし後で出てきたら、また戻っ……羽場先生、

どうぞ。 

 

○羽場久美子会員 すみません。手短に申します。 

 ５０年と、それから６７年の件については再確認するという須藤会員の御意見に賛成で

す。 

 その上でなんですけれども、２１世紀において、軍事と民生の境界が非常に不明確だか

らこそ、個人としてではなくて学術会議として、３点ほど確認した方がいいのではないか

と思いました。これは飽くまで私の個人的な意見なので、それをどう考えられるかという

のを学術会議に委ねたいと思います。 

 １点目は、軍事にかかわる研究には関与しない。民生に限るということです。これをあ

えて書くのは、既に軍事にかかわる研……軍事にかかわり始めたときに、個人としてそれ

をやめてくれということは言えないからこそ、民生研究に限るということを文字化して確

認した方がいいのではないかということが１点目です。 

 それから、二つ目は、武器輸出にかかわる研究には関与しないということです。これは

５０年代、６０年代の問題とかかわりますけれども、軍事にはかかわらないということの、

より具体的な表現です。 

 それから三つ目、これは議論の余地はあると思いますけれども、軍事にかかわる省庁の

予算には関与しないということです。これは基本的には、民生にかかわる省庁の予算であ

れば、あるいは企業の予算、あらゆる外部資金も含めて、軍事にかかわらなければそれを

使うことは自由であるというのを、個人としてではなくて学術会議として確認するべきで

あろうかと思います。 

 これに関して、個人が研究をする際には個人の研究の自由ということがあると思います

が、学術会議としては以上の３点を確認してはどうかというのが私の意見です。 

 ありがとうございました。 

 

○大西会長 ほかにありますでしょうか。 

 どうぞ。 
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○桃井眞里子会員 第二部の桃井でございます。二つ要望がございます。 

 全体に関する意見は、５０年、６７年のベースを堅持するという御意見に、私も賛成い

たします。その上で、委員会に要望がございます。 

 一つは、委員の方々のＣＯＩです。委員の方々は個人で今回の防衛省の研究費を受けて

いるか。あるいは、その受けている研究機関の長であるか、のCOIが明確であるべきです。

間接経費も含まれますので、長であるかの場合にはＣＯＩがあるとみなされるのが妥当で

はないかと思います。その上で、そのＣＯＩがあったら委員になってはいけないというこ

とではなくて、あるかないかを明確にして、その委員会を構成して御議論を頂きたいと思

っております。 

 二つ目は、先ほど会長がおっしゃられましたように、４月に案を提出してとなりますと、

総会で十分に議論する時間はございませんので、適切な時期に、大きな変更も可能な時期

に、中間案をお示しいただいて、何らかの形で十分な議論ができるような体制をとってい

ただきたいと要望申し上げます。 

 以上です。 

 

○大西会長 今、委員会の進め方に対する御意見も出ていますので、最後に、これは杉田

委員長に引取っていただいて、コメントを頂ければと思います。いいですか。 

 

○杉田第一部部長 今じゃなくて、もうちょっと後ででしょうか。 

 

○大西会長 もう少し出るかもしれないのですが、まあ、でも今の段階で、もう結構です。 

 

○杉田第一部部長 今の御意見の中で、二つ目の点については、できるだけそのように広

く御意見を聴取していきたいと。 

 時期につきましてですけれども、私ども、来春ということを比較的意識していましたの

は、この委員会は必ずしも防衛省の制度、防衛装備庁の制度に対してのものではなくて、

それをきっかけとして、より幅広く、６７年以来一切、外部に対して意思の表出をしてお

りませんでしたので、問題を整理するということで作られた委員会というふうに認識して

いますけれども、しかしながらその一方で、この制度が発足して既に２回募集が行われて、

３回目が来春ということになりますので、余り時間をかけていますと制度が既成事実化す

るということもございます。この制度に限らず全般的に、様々な効果が予想されますので、

その意味では余り時間をかけずに何らかの結論を出したいと。その一方で、御指摘のとお

り、熟議を非常に深める必要がありまして、その折り合わせということでございます。 

 それから、委員会での審議状況は、私はかなり深い議論がされていると思いますけれど

も、それでは今、何か方向性が出ているかというとそうでもございませんので、というか、
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簡単に方向性が出る問題でもございませんので、期限を幾らここで申し上げても、そこま

でに考えがまとまらない可能性もかなりあるということで、今は飽くまでめどとして年明

けということを希望的に申し上げているということが、まず一つあります。 

 それから、もう一点ですけれども、委員についての利害衝突の問題について、今、御指

摘がありましたけれども、これについては私自身は今回、私が委員の選定をしたというわ

けではなくて、幹事会においてルールを定めて、各部から推薦されました。会長、副会長

については、こういう学術会議として出す声明、あるいはそれに準じたものを出すという

ことですので、やはり会長、副会長が知らないところでは決められないということで入っ

ていただいているという趣旨だと思うのですが、ただ、その一方で、大西会長がたまたま

豊橋技術科学大学の学長ということで、そこについて何らかの利害の衝突があるのではな

いかという御意見も、世上、あるかと思いますので、その辺はむしろ会長から一言頂けれ

ばと思います。 

 

○大西会長 羽場先生の御意見については、いかがでしょうか。 

 

○杉田第一部部長 羽場先生の御意見は、一部の会議でも同じ趣旨のことを御提案になり

ましたので、今後、委員会で考えをまとめていく際の一つの参考とさせていただきたいと

思います。 

 

○大西会長 今、杉田委員長からも御発言がありましたので、ＣＯＩ、私のケースについ

て、ＣＯＩに当たるかどうかですが、私の大学は去年この制度が始まったときに応募した

先生がいまして、これ、手続上、機関として、もし当たった場合というか、選ばれた場合

にはその研究を行うということを、所属長として書く欄があるんですね。研究の実施を承

認するという、そういう欄があって、そこに承認をしました。 

 ちょっと手短にお話ししますと、この研究はいろんなところで既に私自身の手で書いて

いますけれども、防毒ガスに対するフィルターを、ナノ繊維を使って作るということで、

その研究者の主張によれば、非常に軽量のフィルターができて、防毒マスク全体が軽量化

されると。かつ、息苦しさが減って、それを装着した場合の行動の自由度が増すというこ

とで、かつ、ナノ繊維上で化学変化が起こって有毒ガスが無害化されると、そういう主張

の提案でありました。年間４００万円ほどで、少し年度によって減っていくようですけれ

ども、３年間で１,０００万円程度、そういう研究費が当たったということであります。 

 研究の内容からして、攻撃的な兵器を作ろうということではなくて、もちろんその防衛

装備庁も使えるかもしれませんけれども、例えば薬品の製薬会社とか化学工場での事故の

際にも使えるような、そういう種類の研究だということで認めたわけであります。 

 そのことと学術会議全体の方針と、私は切離して考えておりまして、ただ、こういう防

衛装備庁の制度が始まったので、これは全ての大学にも開かれている制度なので、学術会
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議として議論することが必要ではないかということで、記憶では１年前の総会から、こう

した機会にその発言をしてきました。 

 ２回の総会を経て、特に４月の総会で専門の委員会を作って議論をした方がいいのでは

ないかという提案もありましたので、そのことを検討する委員会を作ったということであ

ります。 

 私は委員の一人になっておりますが、役員ではありませんので、取りまとめは杉田委員

長以下でやっていただくと、そこで私は意見を述べるという、そういう立場であるという

ふうに思っています。 

 そのことについては、これまでもいろんな場面で説明をしてきたことであります。 

 恐らく、その去年、今年の中で、責任者という方、ちょっとよく分かりませんけれども、

関係がある程度でその機関の責任者であるという方は、ほかにはいないのではないかと、

名簿を見ると思いますが、多分、私が説明をすればいいのかなと思います。 

 以上です。 

 どうぞ。 

 

○片田範子会員 今の疑義のことに関しましては、第二部会の看護分科会の方からも御意

見を出させていただきました。そのことに関しましては、有益な研究であるということに

関しての疑義ではなく、やはり防衛省関連で行われているということが、分かっていてお

引受けになったということですので、そういう意味合いにおいて、一学長としての対応で

はなく、基本的に討議していく方向性にかかわってくる事項だというふうに私たちは考え

ました。先生がメンバーの一員というよりは、既に会長としてこのことに関してきちんと

言える立場におられる方なので、その委員会が出してくることに関しての左右をするよう

な立場にある委員がいるというよりは、もう少し俯瞰（ふかん）的な形での位置付けにな

っていただいた方が、公平な形での意見になってくるのではないかという意味です。 

 

○大西会長 何となく分かりましたけれども。ありがとうございます。 

 ほかに御発言ありましたらお願いいたします。 

 どうぞ。 

 

○氷見山幸夫会員 第三部の氷見山です。大西先生がその委員会の委員かどうかというこ

とについては今、特に申し上げません。ただ、気になるのは、その豊橋の技科大学のケー

スというのが、一見民生にも利用できる、黙っていたら民生用じゃないかと思われるよう

な、そういう研究にすら、防衛関係のそういった予算が入ってき得るという、そちらの方

が私はむしろ、ちょっと我々が注視しなければいけない点ではないかなというふうに思い

ます。 

 つまり、そのような研究すらも、そこの防衛関係の予算の範疇に入るということになり
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ますと、恐らく入らない研究はないんじゃないか。分野を問わず、あらゆる研究が入るお

それが、可能性があるんじゃないか。 

 ということは、科学技術全般がそういう目で見られてしまう。少なくとも外からはそう

いうふうに見えてしまう。特に海外からそういうふうに見られる。そうなりますと、日本

は国是として科学技術立国ということを言っているわけですけれども、今までのびのびと

研究してきた、世のため人のためになるんだということで、あるいは会社のためになるん

だということで、みんな研究なり、やってきたと思うのですが、それが、あいつはひょっ

としたら何か下心があって別のことをやっているんじゃないかという目で海外からも見ら

れてしまう。恐らくそれはいろんな形で、我々の研究活動に影響を与えてくるだろうと思

います。私は特に先端技術の研究はやっていませんが、ただ、調査のために海外にはかな

り頻繁に行って、いろんなところを見て、結構大変なところも見ています。しかし、そう

いったことを余り疑念も持たれないで割合自由に調査活動ができているというのは、やは

り日本に対する、日本の研究者に対する信頼というものがあって、それがやれていると思

うのです。 

 そういったことが日本の研究、学術会議はどうも軍事の方に大きくかじを切ったみたい

な話になってきますと、どこでも構えられてしまう。恐らくそれはフィールドの研究だけ

じゃなくて、いろんな研究者がそういったことを経験することになるのではないかと思う

のです。それは恐らく日本の科学技術の発展という面を見ますと、かなりマイナスに働く

のではないかという気がします。 

 ですから、やはり予算が、この防衛省絡みの予算を使っていろんな研究がなされるとい

うこと自体が、非常にこの誤ったといいますか、日本についてのマイナスのメッセージを

発信することになるのではないか、そういうことを懸念いたします。 

 

○大西会長 ありがとうございます。 

 すみません、ちょっと見えにくいのですが、右の方から。お二人、順番にいきます。 

 

○松浦純会員 第一部の松浦でございます。先ほど杉田委員長が最初の方におっしゃった

ことと、それからただいまの御発言と、どちらとも関連して、ちょっと進め方についての

要望がございます。 

 昨日の杉田委員長からの御報告で幾つか項目がありまして、第一部でも議論いたしまし

たが、問題の性質として大きく分けたときに、研究者の姿勢というレベルの問題と、それ

から制度の問題と、この二つあると思います。 

 １９５０年、６７年の声明というのは、これは研究者の姿勢に関するの声明ですから、

この今回の議論でも最初の御発言は全部それにかかわることだったわけですが、学術会議

の任務ということを考えました場合に、制度に関して発言するというのは、少なくともそ

れに劣らず大事なことだと思っています。 
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 そのことが、例えば先ほど杉田先生がおっしゃった、もう制度が進んできているから早

く出さなければいけないということにもかかわりますし、それから、ただいまの御発言に

もかかわると思います。 

 何が要望かと申しますと、私は、こうやってまとめて御報告いただきました中で、４番

の「安全保障にかかわる研究資金の導入が学術研究全般に及ぼす影響」、これが非常に大

きな問題だと思います。これは昨日の御報告では今後の検討課題となっていますけれども、

今、制度が進んでいる、それに間に合うように提言を出すということから言えば、これは

優先度が高いのではないでしょうか。こういうことも含めて提言していただけるように進

めていただだきたいと思います。 

 

○大西会長 お願いします。 

 

○渡辺芳人会員 先ほどの大西会長の豊橋科学技術大学の学長としての研究容認の中で、

毒ガスを取るフィルターという意味で、攻撃というよりは防御的で自衛的だというお話を

されてエクスキューズされましたけれど、昨日の議論の中にも、自衛のための研究は許さ

れるのかという点と、攻撃的なものとどこで線を引くというのがありました。 

 先ほどの大西先生の意見を聞いて思ったんですけれども、この研究は今はあたかも日本

対して誰かが毒ガスを使うと仮定して、それに対して防御的だと言うお考えだと思います

けれど、日本が非常に高性能なフィルターを作ったときに、次は日本が何らかの毒ガスを

使って相手はそれに対応できない。日本の兵士だけはそれでどんどん自由に動ける事にな

ります。この場合、どこで線を引くのかというので、先生がおっしゃられた防衛的という

ことが、実は非常に攻撃的であるという裏返しを示していることだと思いますので、非常

に注意する必要がありますし、まさにここが論点だと思いますので、是非考えていただき

たいなと思います。 

 

○大西会長 御主張は承りました。 

 ほかに御発言ありましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

 杉田委員長の方から、追加の意見もありましたので、もし、今後の進め方に反映される

ところがあったら。 

 

○杉田第一部部長 いろいろありがとうございます。 

 今、最後におっしゃった、自衛のための技術と自衛を超えた技術というふうなことが、

技術のレベル、科学技術研究のレベルで果たして区別できることなのかということについ

ては、やはり一つの論点として考えていかなければならない問題と思っております。 

 それから、先ほど松浦先生の方から出ておりました研究資金の問題。これは既に予定を

しておりまして、今月の委員会、１０月、あるいは１１月の委員会におきまして、１１月
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の件はまだこれからいろいろ進めてまいりますけれども、１０月に関しましてはアメリカ

の例を。軍事研究はアメリカの場合には非常に大きなものですけれども、それがどのよう

な社会に対する、学術研究に対する影響を及ぼしたのか等について、いろいろ検討すると

いうことを予定しております。 

 昨日もちょっと申し上げたのですが、本当はアメリカだけですとちょっと極端な例とい

うふうに言われる可能性がありますので、それ以外の国について、そのような問題につい

て知見をお持ちの方、あるいはお持ちである方を御存じの方は是非、事務局まで御連絡い

ただきまして、既に依頼メールは出しておりますけれども、なかなか公表資料だけでは実

態が分からない面がありまして、そういうことを御存じの方からお話を伺うということが

非常に重要かと思っていますので、その辺も含めてよろしくお願いいたします。 

 

○大西会長 今のに関連しての情報ですけれども、つい最近ですかね、ＥＵが、ＥＣの委

員長名ですか、ＥＵのトップの名義で、新しいＥＵ……ＥＵというのは一定のファンドを

持っていて、科学技術研究もやっているんですけれども、その中に安全保障の項目も含め

るというような内容の――今まではそれは含まれていなかったんですけれども――声明を

出したと、声明というか枠を広げたという、そういう情報があるようです。またそれは別

途、ＥＵ版の問題として資料を提供したいと思います。 

 ほかにありますでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、この問題は一旦ここで切って、ほかのテーマについて御発言がありましたら、

まだ少し自由討議として予定した時間が余っておりますので、ほかのテーマについて御発

言いただきたいと思います。 

 何かありますでしょうか。よろしいですか。特にないでしょうか。 

 

[次期改選に係る説明]【非公開】 

 

○大西会長 それでは、次の議題に進みます。 

 次の議題は、非公開ということになっていますので、まず、それについてお諮りします。 

 本件、これは次期改選にかかわる説明であります。もちろん直接ここで人事を取扱うわ

けではありませんが、改選人事案件に絡むものでありますので、非公開としたいと提案さ

せていただきますが、非公開案件として取扱ってよいかどうかについて、皆様にお諮りし

ます。 

 総会はこれまでのように公開で行っておりますが、日本学術会議会則第１８条の第４項

ただし書きの規定により、必要があると認められる場合、会長は議決を経て非公開とする

ことができるとされています。 

 それについてお諮りをするわけでありますが、配付資料の資料６ですね。これは改選に

係る様式等となっておりますので、これについては公開扱いとすると。また、審議の概要
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についても、後日、議事要旨という格好で公開をするということにしたいと思いますが、

本件の審議自体としては非公開というふうにさせていただきたいと提案させていただきま

すが、いかがでしょうか。 

 御発言がありましたら、この点について、お願いいたします。 

 特になければ、提案について異議なしと認めて、非公開の扱いとしてよろしいでしょう

か。 

 ありがとうございます。特に御意見がないようですので、この案件については非公開で

審議をいたします。 

 それでは、日本学術会議の関係者、会員及び事務局担当者を除いて、傍聴されていらっ

しゃる方は恐縮ですが御退席をお願いいたします。 

 

〔傍聴者退室〕 

〔傍聴者入室〕 

 

[『学術の動向』について] 

 

○大西会長 最後の議題に入りますが、ちょっとその前に、一つだけ、先ほどからの議論

に一つだけ追加させていただきます。安全保障の関係ですね。 

 私の点についても幾つか出ましたが、実は私はこの件について割と個人の意見、見解を

去年から表明してきました。学術の動向、たしか去年の１１月号だったと思います。それ

から新聞紙上、中日新聞と毎日新聞に、これは割と今年になってからですが、意見を寄稿

してきました。その中の全て、それから学術会議の総会でも、このことについて報告の中

に入れましたけれども、１９５０年と６７年の日本学術会議の声明は堅持するべきである

ということは、どれにも入れてきました。 

 もちろん、その上で、それから先いろいろな議論が起こり得るというのは分かっており

ますが、少なくともそういうことをこれまで表明してきたということを申し上げておきた

いと思います。 

 それでは、次に、『学術の動向』について御報告を頂くことになっています。 

 この報告は、広報委員会の小松久男委員長と、それから、今日は日本学術協力財団理事

の谷口さん、お二人に報告をしていただきます。内容は、この『学術の動向』の、動向を

踏まえてどうすればいいかという内容……。 

 小松先生、お願いします。 

 

○小松久男委員長 皆様、お疲れのところ済みませんが、最後に『学術の動向』について

御報告を申し上げたいと思います。 

 私は今、広報委員長を務めていますが、同時にこの『学術の動向』の編集委員長も務め
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ております。 

 本日の午前中に日本学術協力財団の廣渡先生が、各部会で、この財団と、それから『学

術の動向』との関係について説明されたと思います。それを踏まえて私の方からいくつか

御報告申し上げます。 

 資料７をご覧ください。 

 『学術の動向』は今から20年前に創刊されました。現在はどのようになっているかと申

しますと、昨年、財団の方から『学術の動向』の経済的な基盤の危うさ、ならびに購買者

数の減少ということを伺いまして、大変愕然とするとともに、編集委員長として責任を感

じた次第です。 

 端的に申し上げて、現在この『学術の動向』は斜陽であると言わざるを得ないと思いま

す。一般の会社であれば、あるいは特に出版社であれば、売れない雑誌を作っている編集

委員長というのは直ちに首にすべきだと思いますが、いまだにこの地位にあります。 

 一方、この雑誌については様々な批判があるということも事実であり、内容が個別の専

門に特化して、社会との関係が希薄になっているのではないか、あるいは形式としてマン

ネリ化しているのではないか、そういった批判があることも承知しております。 

 こうしたことを前提にしまして、では、何ができるかということをこの間、編集委員会

で検討してきました。その現在の考え方をこのレジュメにまとめた次第です。 

 １、２、３と３点にまとめてありますが、まず、これまでの特集の在り方についてもう

一度考えてみようということで、これまでは学術会議が主催したシンポジウムの内容を主

軸としてきましたが、それと並行する形で、編集委員会が企画した特集、とりわけ科学と

社会という理念をもとに発信するようにしてはどうかと考えております。 

 科学という言葉は、特に人文社会系の皆様には学術と置きかえていただいた方が分かり

やすいと思います。では、こうした考え方で、はたしてどんなテーマがあり得るだろうか

ということで、この夏を挟んで編集委員の皆さんに全く自由に、どんなテーマがよいかと

いうことをアンケートいたしました。その結果をまとめたものが２ページ目にあります１

番から６番までのテーマです。できるだけ分かりやすいように問いかけの形でまとめてみ

ました。いずれも実は大変大きなテーマであり、１回の特集で完結するようなものでは到

底ありませんが、こうしたテーマを打ち出していくことが一つ有効ではないかと考えてお

ります。 

 同時に、特集のもう一つの柱は、やはり学術会議のシンポジウムあるいはフォーラムで

あり、これらは基本的に科学と社会ととの関係を意識しているに違いないと考えています。

そのうえで、Ａの編集委員会企画にしても、Ｂのシンポジウム企画にしても、今後の特集

を考えていくにあたっては、レジュメにまとめましたとおり、①から④までのようなテー

マを優先的に掲載していきたいと考えております。 

 学術会議に関して申し上げますと、例えば課題別委員会はいつもアクチュアルなテーマ

に取り組んでいますから、そうしたところからの企画というものもあり得ると思います。
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その意味では、科学と社会委員会との連携を図ることも必要になります。 

 実はこのリフォームについては、できるところから始めようということで、既に取組を

進めています。例えば、今年の10月号以降になりますが、これまでにはない形で、相互に

関連するシンポジウムを並べて、その号により強いインパクトを持たせようという観点か

ら、総特集という方式を採用いたします。間もなく出ます10月号ではジェンダーを柱にし

て編成しました。以下、レジュメにありますように、防災学術連携体、高校教育、それか

ら若手アカデミーといった特集を組む予定です。加えて、シンポジウム特集の場合には今

後いくつか工夫が必要と思われます個別の報告を並べるだけではなく、シンポジウムの中

で討議された興味深いポイントや質疑といったものの再録も読者には大変有益ででしょう

し、最後にそのまとめをつければ、シンポジウムの理解を助けることでしょう。 

 また、レジュメには書いてありませんが、語り方の工夫ということもやはり大切だと思

います。社会に語るべき、あるいは伝えたいことを、かみ砕いて説明する姿勢が求められ

ます。まずは著者自身とは別の専門分野の人が読んでも分かる、そういう語り方、書き方

をこれから是非広げていきたいと考えております。 

 次に、二つ目の点ですが、編集委員会では、特集の見直しと並んで、コンテンツの豊富

化をはかろうと考えています。、既に今年からレジュメにあります５つのコーナーを開設

し、順次記事を掲載しています。提言・報告の要旨、地区会議の動向も逐次出しています。

若手アカデミーの皆さんは大変協力してくださいまして、毎号のように原稿を寄せていた

だいています。 

 次に、広報委員会は、この３月まで科学力増進分科会と合同した形でしたが、そのとき

に新しいアイデアとして、サイエンスカフェ、すなわち、コーヒーなどを飲みながらのく

つろいだ雰囲気のなかで科学のおもしろさ、楽しさを市民に伝えるというカフェですが、

これを全国に展開していこうということになりました。これまでサイエンスカフェの開催

は、どうしても東京をはじめとした大都市圏に集中しており、地方にはほとんど及んでい

なかったからです。これを何とかしようということで、全国縦断という新しいアイデアを

須藤先生が考案されました。そこで、このような全国各地でのサイエンスカフェの報告を

順次掲載していきたいと考えております。このサイエンスカフェの全国制覇を、是非『学

術の動向』で見届けたいものです。 

 最後に、速報ですが、これまで『学術の動向』の記事は、例えばシンポジウム報告です

と、早くて半年、遅いときは１年後にようやく出るということで、スピード感に欠けてい

ました。これも大きな課題です。そこで、９月号には熊本地震３か月報告会の内容を速報

として掲載しました。今後は、こうしたスピード感のある発信にも心がけていきたいと思

います。 

 その下の六つの項目は、現在検討中ですが、これらのオピニオンやエッセイ、あるいは

書評などを掲載することによって、この雑誌の魅力を高めていくことができるのではない

かと思います、また、学協会にとっても益のあるようなコーナーを作りたいと考えていま
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す。 

 特に強調すべき点の一つは、学術会議の歴史にかかわるコーナーです。いろいろなとこ

ろでこれまでの知識や経験を継承する必要が生まれていますし、一方では、先人たちの経

験が正しく継承されていないという問題があります。これは組織の記憶という観点からも

重要ですので、こうしたコーナーも設けたいと考えております。 

 三つ目は英語での発信に関わります。広報委員会としては、英語による発信も課題の一

つと考えていますが、先立つ予算がなくて難しい状況が続いていました。ただ最近になっ

て、日本経済新聞が出しているアジア情報誌、Nikkei Asian Reviewが、『学術の動向』に関

心を持ってくださり、今年からその中の科学技術のコーナーで『学術の動向』から興味深

い論考を選び、英語に翻訳して刊行するという流れができました。 

 以上のほか、誌面の刷新を図る上で、外部の識者に１年間レビューしていただき、その

結果を誌面に反映させたいと考えております。 

 このように、まずは誌面の充実を図るということで広報委員会の責を全うしたいと考え

ていますが、これを実現するためにはやはり会員の皆様のご協力が必要です。午前中の説

明にもにありましたように賛助会員という面から、同時に、魅力的なシンポジウムの企画、

多様なコーナーへの投稿、この二つの面で是非ご協力をいただきたいと思います。 

 こうした二粒の愛を『学術の動向』に注いでいただければ、これをよみがえらせること

ができます。今後ともご愛顧のほど、どうかよろしくお願い申し上げます。 

 

○大西会長 続いて、やっていただけますか。 

 

○谷口隆司日本学術協力財団常務理事 日本学術協力財団常務理事の谷口でございます。

本日は当財団会長の吉川弘之がお伺いをいたしまして、先生方にお話をさせていただくと

いう予定でおりましたけれども、体調不良、特に極めて咳がひどい状態でございまして、

このままでは皆様の前でお話をするわけにはまいらないということで欠席となった次第で

ございます。 

 このような状況で、吉川からは皆様方にくれぐれもお詫びの上で、私の方から代読をす

るようにという指示がございましたので、読み上げをさせていただければと存じます。よ

ろしくお聞き取りを頂きますようにお願いをいたします。 

 読み上げをいたします資料は２件ございます。１件目は、吉川が本日皆様にお話ししよ

うといたしまして昨夜までに書き上げた原稿、話し言葉でございます。したがって、これ

は先生方の資料、お手元にはございません。お聞き取りを頂ければと存じます。 

 ２件目の資料は、お手元にセットされた吉川弘之名の資料でございまして、先生方のお

手元にあるわけでございますが、こちらにつきましても吉川の方から、先生方にお目通し

を頂きながらお聞き取りを頂くようにという指示でございますので、こちらにつきまして

も読み上げをさせていただきます。 
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 それでは、代読を申し上げます。 

 日本学術協力財団の吉川です。今日は総会において『学術の動向』について話す機会を

頂き、有難く思っています。 

 今週は大隅教授のノーベル賞受賞という大変うれしいニュースがありましたが、理学、

医学においては、ここ数年、生理学・医学、物理学、化学の全てで受賞、また３年連続受

賞など、科学コミュニティの皆さんの研鑽の結果として素晴らしい状況が続いており、皆

様さんと共に喜びたいと思います。 

 この快挙を含め、理学、医学分野だけでなく広い分野で様々な発展を遂げる科学の状況

の中で、日ごろ積極的に活躍されている大西会長を初め会員の皆様に、心から敬意を表し

ます。 

 さて、今日は、頂いた時間で、雑誌『学術の動向』についてお話をしたいと思います。

現在の科学を取り巻く社会の環境が急速に変わりつつあることを、皆さんも鋭敏に感じて

おられると思いますが、この中で、科学コミュニティが発行する『学術の動向』をどのよ

うに発展させていくかという課題です。 

 社会の変化の最大のものは、社会のあらゆるセクターで科学の利用が進み、その影響が

深く浸透したことが挙げられます。産業はもとより、世界のセキュリティ、政治、金融な

ど、そして身近なところの我々の職場、生活にまで深く及んでいます。その影響は、個々

の科学の可視的な貢献だけでなく、我々の知らない形で全体的な効果を及ぼし、それらは

恩恵であるばかりでなく、我々に脅威を与えているという状況があります。 

 私たち科学コミュニティとしては、それらの恩恵と脅威とが、我々科学者が作り出して

いる科学的知識がもとになって生じていることに真摯に思いをはせること、そして、これ

からの行動の指針、方法を提案することが求められていると考えます。 

 事実、世界では気候変動に対しては、科学者たちの３０年以上の警告を経て、１９９２

年、２５年前のリオ地球サミット、１９９９年のヨハネスブルグ世界科学会議、そして回

を重ねた締約国会議など、長い道のりの後にＣＯＰ２１で２０１５年パリ協定に至ったと

いう経過があります。この経過を見れば、提案と合意に至る道は決して単純なものではな

く、科学者のみならず、国連、各国政治、産業、そして一般の人々の参加を得ながら、行

きつ戻りつする困難な道を経て、実現のための合意に至ったものであることは明らかです。

この経過は、科学が世界に及ぼす影響は、ただ観察するだけでなく、我々の努力によって

よい方向に制御できることを示す重要な経験であり、人類にとって大きな発見であると私

は考えています。 

 しかし、問題は気候変動だけではありません。生物多様性の喪失、地質の変化など、自

然の不可逆的な変化も多くあり、それに人類が対抗する方法はまだ合意されていません。

これらにどのように取り組むのか、生物多様性への取り組みは既にかなりの時間を経てい

ますが、まだ長い道のりが待っていると思われます。 

 これらを含め、１９９６年の外部評価による指摘を受けて、様々な組織改編の努力を払
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ってきた国際科学会議、ＩＣＳＵが中心となって、昨年、Ｆｕｔｕｒｅ Ｅａｒｔｈをス

タートさせ、多くの環境研究会議の大統合という方向に踏み出したのです。これも３０年

以上にわたる関係者の努力、そしてここ数年のＩＣＳＵを中心とする科学者の決断によっ

て実現したものですが、その将来は全く不明と言うべきで、その統合的な協力という野心

的な精神を忘れずに、我々は努力しなければなりません。 

 自然環境だけでなく、人口環境との相互作用による災害が自然環境の変化によって惹き

起こされ始めたことを我々は認識しなければなりませんが、これは２０１５年に仙台で開

かれた会議において採択された、「災害に関する仙台枠組み」、Ｓｅｎｄａｉ Ｆｒａｍ

ｅｗｏｒｋ ｆｏｒ Ｄｉｓａｓｔｅｒによって、１５年にわたる計画が発足しました。 

 また、国連は昨年、サステーナブル・ディベロップメント・ゴールズを決定しました。

これは１７分野、１６９項目を、世界の人々が共有するべき課題として定め、全ての人々

に協力を要請したものです。これに応じて、科学者は直ちに10人委員会を作り、そこで行

動計画について議論することを始めました。既に会議が開催され、その結果を見ると、多

くの国が参加し、途上国から提案される科学の在り方、若者からの行動提案など、科学に

関する理念もあり、また、我々の現実行動に関する提案が提出されています。 

 さらに科学者の行動という点から見て、重要な課題が提起されています。それはＩＣＳ

ＵとＩＳＳＣの統合です。これは統合になるのか、それともＩＳＳＣが一つのユニオンに

なるのかを含め、何も決まっていませんが、早ければ２年後に実現しようという速さです。

このことの重大さは、自然科学系の科学者と社会・人文系の科学者が一緒になって地球的

な問題を議論しようというメッセージにあります。気候変動をはじめとする科学者の貢献

は、もはや分野別ではあり得ず、分野を超えた協力によってのみ有効であることの国際的

な表明であると思われます。このことは日本学術会議にとっては極めて大きな話題であり、

文理が一つの会議として協力し運営してきた長い歴史を持つ日本学術会議は、その知見を

今、お手本として示すべき時が来たと考えられます。 

 さて、このように近年の世界における科学コミュニティの活動は急速に変化し、拡大し

ており、その中心は社会との新しい関係の確立であり、その中での行動原理の探求と実施

があります。私たち科学者は、この動きに無関心でいることは許されないし、関心を持っ

た上で実際に活動することが強く求められていると思います。それは、ただ社会と科学と

の良い関係を作るということにとどまらず、科学そのものの変化、学問の構造や各分野の

役割、したがって一人一人の科学者の役割についても、それらの変更を伴うものであるこ

とを認識する必要があります。 

そのためには、我々科学者の間での深い議論と、社会との対話が必要です。多くの努力

が必要ですが、その中で創刊の時の趣旨、それは企画した科学者の洞察、あるいは我が国

の科学コミュニティの初心とも言えますが、その内容から言って、『学術の動向』が重要

な機能を果たすと考えます。私たち科学者は、自らの研究領域に没頭して研究を続け、良

い研究成果を上げようと考えているものですが、それは科学者の中心的な使命であり当然
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のことですが、上に述べたような領域を超えた科学の世界が変貌する状況において、その

変貌の中で一人一人の科学者がどのように参加していくのかについて、十分な感受性を持

っていることが大切であると思われます。科学者の誰もが、研究を続けながらこのような

国際活動に参加することは、なかなか難しいと思われます。したがって、実際の国際活動

に参加する者も、研究に没頭する者も、共に共通の感受性を持ち続けることが、科学コミ

ュニティが社会に対して正しいメッセージを伝えるための条件であり、科学者は相互に信

頼し合いながら科学コミュニティとしての役割を果たしていく必要があります。 

 このような立場で、『学術の動向』を科学コミュニティとして社会に発信する雑誌にす

ることが、現在強く求められていると考えます。現在、社会は科学コミュニティからのメ

ッセージに耳を傾けることが少なくなっていると言わざるを得ません。個々の分野におけ

る話題が関心を持たれることは決して少なくありませんが、上に述べたような国際的な流

れを見ると、それだけでは不十分です。科学と社会とが深く関係し合うという現代社会の

大きな特徴について、科学の側（がわ）からそのあるべき姿を示すことは緊急に必要な課

題です。 

 その意味で、ここで配付した――次の文章のことですが――資料を読んでいただき、忌

憚のない御意見を頂きたいと考えています。皆さんの御意見は、いずれ新しい『学術の動

向』の編集に反映していくことになりますが、それに加えて、科学コミュニティの在り方

などについての活発な執筆もお願いしたいのです。 

 それから、もう一つのお願いは、日本学術協力財団の賛助会員になっていただきたいの

です。今、財団の経営は『学術の動向』の出版費用が主なものですが、これはひどい赤字

で、既に退任された方を含む事務局の人々の寄附でかろうじて続けています。事務局の人々

の恩恵で科学者の我々が記事を書いているのは、誠に異常としか言いようがありません。 

 続きまして、次に読み上げます資料は、お手元の資料７の小松先生の資料の次にセット

されている、「学術の動向 私たちの役割は何か」という、吉川弘之名の文章でございま

す。読み上げを続けさせていただきます。 

 「学術の動向 私たちの役割は何か」 

 １【科学者の役割】公的な研究費を使用して、研究の自由（自治）のもとに研究する科

学者は、その研究費を拠出している人々から期待を受けている。その期待に応えることは、

任意ではなく義務である。それは他の職種にはない研究の自由を与えられた結果として科

学者のみが負う特殊な義務である。義務の遂行は研究実施と成果発表だけでなく、期待が

多様化している現代においては科学の意義の表明、問題別の社会への助言、教育、研究成

果の企業化など多様であり得るが、それは各科学者の主体性と倫理観に裏付けられたもの

である。「学術の動向」は、科学コミュニティと社会とを双方向につなぐ回路であり、科

学者にとってこの義務を果たす一つの重要な装置である。 

 ２【社会と科学コミュニティをつなぐメディアの社会的構造】駅の科学教育広告（アジ

アに多い）から、科学漫画、ポピュラーな科学雑誌、カルチャースクール、科学系博物館、
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マスコミ上の科学評論、学・協会の論説などを経て、専門的な科学・社会論に至る連続的

なスペクトルを持つメディア上に多様なメッセージがあり得る。「学術の動向」はそのス

ペクトル上のどこに位置するかを意識することが必要である。そして少なくとも最後の専

門的な科学・社会論を議論する場を「学術の動向」の中に作ることが必要であると考える。

この場は、科学者に限らず誰でも投稿できる開かれた場でなければならない。評論でなく、

自ら考えた科学コミュニティの問題として書かれる論文が掲載される。このような「学術

の動向」の位置付けを明瞭に言葉で表明しておくことが必要である。専門的な科学・社会

論とは、難しい専門用語で書くことではない。論文は社会に向かい、一般の人々、専門的

には関係ない人など、しかし等しく科学技術に囲まれて生きている現代人という共通の空

間にいる人たちへの、科学技術と社会との関係について科学者として深く洞察された問い

かけであり回答でなければならない。 

 ３【「学術の動向」は、学術会議の機関紙ではない】執筆者のためにあるのでもない。

科学コミュニティの代表者である日本学術会議の会員が書く記事は、コミュニティの意思

を社会に伝えるという基本的視点に立って執筆するべきものである。伝える対象は一般の

人々であるが、それを「科学を知らない人」と考えることは許されない。そんな人はいな

い。科学知識は人々の共有財産でありその恩恵はすべての人々が受ける。ただ専門毎に異

なる言語を使っているに過ぎない。また、執筆者の書く記事は“科学に関して知らせなけ

ればならない”という倫理的動機に基づく表明であり、その基本は人々が何を知りたいか

という視点を第一に置くことである。その人々にはもちろん科学者も含まれる。科学と社

会のコミュニケーションにおいては、科学について何かを知りたい人が主役である。一方、

科学者は科学の自治の下に執筆するのであり、人々に迎合したり論旨を妥協させたりする

ことはありえない。この緊張感が「学術の動向」を生き生きとした場にするための条件で

ある。科学者が社会に向かって個人として言いたいことは、別の媒体で発表すればよい。

それは社会と科学との関係の別の場である。ほかに幾らでも個人の意見を出すところはあ

る。むしろ学会誌はそれであろう。科学の進歩のために科学者が論じあうシンポジウムの

記録も学会誌が適当なメディアであろう。 

 ４【読者はだれか】何を読もうとしている人か、を考えなければならない。それは二つ

のカテゴリーに分けられる。第一は社会の人々であり、科学について、専門、非専門にか

かわりなく、自らの問題として科学を考えている人々である。科学が社会に深く浸透した

現在では、教育、行政、政治、産業、外交分野などの多岐にわたり、それぞれ異なる視点

で科学に関心を持つ。視点の理解は簡単ではないが、科学者の間で十分な議論を行ってお

く必要がある。第二は日本学術会議会員が代表である科学コミュニティの人々であり、そ

れは領域を超えた学問論に始まり学問の社会的機能に至る科学者固有の議論である。しか

し、これも議論の現実を通して科学の動向を一般の人々に知ってもらうことが目的である。 

 ５【記事を作るのは、学術会議の重要な仕事である】会員は目標を決め、記事作成のプ

ロジェクトを作って立案し、記事を作るという作業が必要であろう。そのとき考慮するべ
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きこととして、一般的な科学コミュニケーションがある。国際的に科学を社会に根付かせ

ようという基本的な課題があり、その解決は科学者だけの仕事ではないが、科学者が重要

な役割を果たすべきことは言うまでもない。“根づいている程度”は地域、年齢、所属団

体、職種、などによって様々に変わる。相手の状態により、コミュニケーションも変わら

なければならない。「学術の動向」の編集には、科学に関する事項だけでなくこのような

知見も必要である。それを専門に行う人々が編集委員の中にいるべきであり、日本学術協

力財団にそのポストを作りたい（金があれば）。 

 ６ ここに記事の基礎におかれる視点の例を挙げる（参考）。 

 １）研究と教育。 

 ２）現在の社会的課題解決への科学の貢献。 

 ３）科学と社会に関する課題の国際的協力。 

 ４）科学（学術）の社会的意義に関する基礎的考察。 

 ５）科学領域の現状についての問題と修正方法の提案、文理問題など。 

 ６）各領域の研究の紹介とその社会的意義・可能性、特に先端研究の意義。 

 ７）同上の、負の側面の可能性と防止・回避策。 

 ８）科学の発展の方向について。政策、研究費配分、科学者の関心；新領域の可能性。 

 ９）科学者（特に若手）の現状の問題。我が国の科学の将来。 

 １０）大学研究機関の社会的役割と科学者のキャリア。 

 １１）科学と社会の健全な関係のための手法、制度（科学コミュニケーション、政策へ

の科学助言など）。 

 以上、代読でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○大西会長 ありがとうございました。 

 それでは、何か御質問がありましたら、小松先生、谷口理事に対して、お願いします。

御質問、御意見がありましたら、お願いします。 

 よろしいでしょうか。 

 どうも、はい、氷見山さん。 

 

○氷見山幸夫会員 先生、時々こちら見てください。第三部の氷見山です。『学術の動向』

を私は大学の授業の中でも学生に、これは是非読めということを盛んに言っておりました。

それは特に３．１１以降ですけれども、一つの問題に対してもいろんな意見があって、学

者もいろんなことを言っている。そういった中で、学者でない人たち、あるいは分野が違

う人たちは、どれを一体どれぐらい信用していいのか分からないという状況にずっと置か

れていました。そういう中で、やはり最後は一番信頼できるのは『学術の動向』に書いて

あることだよということを言いました。特に学校の現場で教えている先生方にとって、ど

れがどれぐらい信用できるかというのは大変重要な問題ですが、とにかく情報があり過ぎ
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ると、本がたくさん出ていると、どれも読めばそれなりにもっともだと思う、でも、どれ

がどれぐらい信用できるか分からない。そのとき、やはり最後のよりどころとして、やっ

ぱり『学術の動向』、学術会議、これがあるんじゃないかというふうに思いました。 

 ただ、残念なのは、これは発行部数が極めて少ない。ですから、普通その辺の図書館に

行っても読むことはできない。これを何とかしていただかないと、吉川先生がこういうふ

うに大変高尚な論を展開されたわけですけれども、なかなかそれは実現できないと思いま

す。何とかこの発行部数をもっと増やす、そのためにはもちろん賛助会員になり、お金を

きちんと払わないと駄目なわけですけれども、その辺からやらなければいけないのかなと

思います。非常に重要な役割を、この『学術の動向』が持っているということを、多くの

方に考えていただければというふうに思います。 

 

○小松久男委員長 貴重な御意見ありがとうございます。大学生、あるいは、さらに広げ

て高校生にも読んでもらえるような雑誌になるということは、とても大切なことだと思っ

ています。発行部数が少ないのは、やはりその財源の問題とも関係があるし、購読者が少

ないということもありますが、それを増やすために誌面の充実をこれから進めていきたい

と思っています。 

 それから、この『学術の動向』は、発行から４か月たちますとＪＳＴのウエブサイトに

掲載されまして、これは無料で読むことができます。そのあたりも何かの折に宣伝してい

ただけると助かります。４か月待っていただければ手に入りますので、よろしくお願いし

ます。 

 

○大西会長 ほかにございますか。 

 今、４か月という話が出ましたけれど、意見の中には恐らく、最初から電子版でいった

ら少なくとも印刷、送付するコストは下がるのではないかと。もちろん執筆は原稿料をも

らっている人はいないわけですけれども、編集にはそれなりのコストがかかると思います

けれども、印刷、発送もかなりのコストがかかるので、そういう意見も伺っていますけれ

ども。 

 私も直接協力財団に何か言う立場にないので、今日ここで、もし、そういうことを含め

て、何かほかに御意見があったらお願いします。 

 

○小松久男委員長 私がうかがっている限りでは、発行から４か月後にＪＳＴに載るので

すが、現在の紙媒体の雑誌の売上げも財団にとっては重要な収入源であり、これをゼロに

してしまうとますます財政は厳しくなると。当面はまず誌面を充実させて、多くの人に読

まれるような雑誌にして、電子化はその上でというというように私自身は今のところ理解

しています。 
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○谷口隆司日本学術協力財団常務理事 中期的、あるいは長期的な課題として申しますと、

当然、電子化の方向に軸足を置いていく、そういう方向を強めていくというふうに、当財

団としてもそういう方針でおります。 

 ただ、当面のことを申しますと、今、正に御指摘がありましたように、大学、あるいは

図書館関係、極めて「学術の動向」を置いている数が少ないんじゃないかということで、

これは当財団の財政事情を反映しておりまして、少し以前にはもう少し多数の部数を公立

図書館等に配布していたのですが、だんだんそれらも縮小せざるを得ないという状況にな

っておりますので、本日、特に午前中も含めてお願いいたしました財政対策について成果

を挙げるべく御支援を頂きたいということでございます。 

 したがって、財政基盤をしっかりさせまして、目指すべき方向に進めていくということ

で、方向性ははっきりしておるのでございますが、当面のことに関して申し上げますと、

現実はなかなか厳しい問題がございます。 

 やや具体的な数字を挙げて恐縮でございますが、現在『学術の動向』につきましては、

約１，１００万円かかっておりますけれども、諸先生御指摘のとおり、発行部数が極めて

少ない、３，０００ないし４，０００という部数で刊行しておりますので、もしこれが１

万とか１０万の規模の刊行物でありますと、その配送費用をカットするための電子化とい

うことがコスト上も大きく貢献するはずでございますけれども、現状は僅か３，０００な

いし４，０００の配布ということですから、これが電子に切替わったときのコストダウン

というのは、御推察のとおり、およそ知れているということで、一方の、ＰＤＦ化も含め

た製版の経費ですが、これは電子化を現在も小松先生御指摘のとおりやっておりますけれ

ども、これに雑誌製作費用のほとんどがかかっております。８００万円が製作費ですが、

このうちの印刷機を回す費用でありますとか紙代、これは僅かでございますから、殆どが

製版の費用にかかっておりまして、これは当面、紙媒体で運用すると、電子媒体で運用す

るとにかかわらずかかってくる費用であるということでございます。 

当財団の財務体質を強化して、したがってその過程では、『学術の動向』の発行部数も

伸びていく、一般の方への無償の分も含めてですね。会員、連携会員の先生には賛助会員

に御加入を頂いた上で、さらに、一般の方の購読も増えていくというような改善の方向が

見えましたら、その中で電子化につきましても望ましい方向に沿った道を歩んでいけるん

じゃないかと、こんなふうに考えております。 

 

○大西会長 次に懇親会の予定があって、懇親会の枠の中で、岸先生、外務省の大臣の科

学顧問ですけれども、お話を頂くということになっていますので、学術会議の総会として

は、以上とさせていただきたいと思います。 

 まず、小松先生と、それから谷口さんには、御苦労さまでした。ありがとうございまし

た。感謝を申し上げます。（拍手） 
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○大西会長 以上で、本日の議事は終了いたしました。少し時間が延びて大変申し訳あり

ませんでしたが円滑な議事進行に御協力いただきまして、ありがとうございました。 

 最後に、企画課長から連絡事項があります。 

 

○企画課長 事務局でございます。この後、今、大西会長からもお話がございましたよう

に、日本学術会議と同友会共催の懇親会が開催されますので、御参加のほどよろしくお願

い申し上げます。なお、その冒頭に、外務省の岸参与、それから、元会長の廣渡先生から

お話、御講演があるということでございますので、御出席の先生方におかれましては、パ

ワーポイントを用いての御講演ということですので、このままこの講堂の席にてお待ちい

ただければと存じます。 

 また、昨日も私から申し上げましたけれども、配付いたしました資料、お帰りの際には

お持ち帰りいただきますようお願いいたします。もし御不要ですということでございまし

たら、席の上に残しておいていただければ事務局の方で破棄いたしますので、そのように

させていただきたいと存じます。 

 では、事務局からは以上でございます。 

 

○大西会長 どうもありがとうございました。逆に言えば席の上に、机の上に残っている

資料は廃棄されるということですので、必要な資料はお持ち帰りください。 

 次回の総会は来年４月１３日木曜から４月１５日土曜、第１７３回の総会を予定してい

ます。御予定に入れて出席をお願いいたします。 

 それでは、これで散会します。皆さん御苦労さまでした。ありがとうございました。 

 

[散会（午後５時０８分）] 

 


